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4・5 療育手帳
① 精神障がい者保健福祉手帳

（身体障がい者障がい程度等級表）

③ 医療
自立支援医療
重度障がい者医療費助成
障がい児・者歯科診療
障がい者健康診査
後期高齢者医療制度

④ 就業
就業支援
【大阪市障がい者就業・生活支援センター】
【大阪障害者職業センター】
【大阪市地域就労支援センター】
職業相談
【大阪市しごと情報ひろば】
【公共職業安定所（ハローワーク）】
【大阪府「ＯＳＡＫＡしごとフィールド」】
職業訓練
【大阪市職業リハビリテーションセンター】
【大阪市職業指導センター】
【大阪障害者職業能力開発校】

⑤ 自立支援事業
【障がいを理由とする差別に関する相談窓口】 ※自立支援サービスの全体像
療育・訓練 自立支援給付
【障がい児等療育支援事業】 【介護給付・訓練等給付】
【発達障がい児専門療育】 【地域相談支援】
【発達障がい児療育支援ＤＶＤ】 【計画相談支援】
【身体障がい者通所訓練】 【高額障がい福祉サービス等給付費】
後見的支援 【高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減】
【成年後見制度】 【補装具費の給付】
【あんしんさぽーと事業】 地域生活支援事業
各種相談等 【日常生活用具給付事業】
（聴言障がい者生活相談） 【移動支援】
（在宅視覚障がい者訪問指導） 【日中一時支援事業】
（重症心身障がい児訪問相談） 【訪問入浴サービス事業】
（障がい者１１０番（大阪府事業）） 【コミュニケーション支援事業】
（福祉用具・住宅改修に関する相談） 【重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業】
（難病等を有する方の各種相談支援） 【重度障がい者等就業支援事業】
（小児慢性特定疾病児等ピアカウンセリング事業） 【地域活動支援センター事業】
（生活困窮者自立相談支援事業） （地域活動支援センター（活動支援A型））
（見守り相談室） （地域活動支援センター（活動支援B型））

② その他の事業
【生活支援型食事サービス事業】
【重症心身障がい児者等医療型短期入所】
【重症心身障がい児者医療コーディネート事業】

手帳
身体障がい者手帳
【手帳申請時の無料診断】
【重度肢体障がい者等訪問診断】

相談
相談窓口
【各区役所・保健福祉センター】
【大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター】
【こども相談センター】
【大阪市こころの健康センター】

【発達障がい者支援マップ】

【年金事務所】
地域の相談員
【民生委員・児童委員】
【身体障がい者相談員・知的障がい者相談員】
相談支援
【各区障がい者基幹相談支援センター】
【地域活動支援センター（生活支援型）】

【大阪市発達障がい者支援センター（エルムおおさか）】
【発達ノート】

【高次脳機能障がい支援拠点機関】
【身体障がい者補助犬に関する相談窓口】

【情報共有ツール（サポートブック）】

【一人暮らし体験支援事業】
【施設入所者地域生活移行促進事業】

【障がい者虐待相談窓口】

※障がい程度別該当制度一覧
目 次目 次
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【飛行機】
タクシーの利用

⑥ 【身体障がい者手帳・療育手帳の呈示による割引】
【料金の給付】
【大阪福祉タクシー総合配車センター】
自動車等の利用
【有料道路料金割引】

【高額障がい児（通所・入所）給付費】 【駐車禁止除外指定車標章の交付】
【自動車駐車場利用料の減額】
【自転車駐車場利用料の減額】
【身体障がい者用自動車改造費の助成】

医療的ケアが必要なこどもへの支援 バスの利用
【障がい者福祉バス借上助成】

⑩ 税の減免など
⑦ 年金・手当・貸付など 税の控除・減額・免除

年金 【所得税・住民税の所得控除】
【障がい基礎年金】 【住民税の非課税・減額措置】
【障がい年金生活者支援給付金】 【相続税の控除】
【特別障がい給付金】 【個人事業税】
【障がい厚生年金】 【関税】
心身障がい者扶養共済 【自動車税（環境性能割・種別割）及び軽自動車税（環境性能割）の減免】

手当など 【軽自動車税（種別割）の免除】
【特別障がい者手当】 少額預金等利子非課税制度
【障がい児福祉手当】 ⑪ 各種料金の減免
【特別児童扶養手当】 郵便料金
【児童扶養手当】 ＮＨＫ放送受信料
【外国人心身障がい者給付金】 ＮＴＴ電話番号案内料金
【大阪府重度障がい者在宅生活応援制度（大阪府事業）】 文化施設等の入場料
【障がい者加算（生活保護）】 【文化施設等】
【自動車事故対策機構（ナスバ）による介護料支給】 【プール】
貸付 【アイススケート場】
【生活福祉資金（福祉費）】 【トレーニング場】
【緊急援護資金】 ⑫ 情報の提供

⑧ 住宅 区の広報紙（点字版・音声版）
入居支援 くらしの便利帳（点字版・音声版）
【市営住宅（福祉目的住宅）への入居募集】 防災情報のメール配信
【府営住宅への入居募集（福祉世帯向け募集区分）】 大阪防災アプリ
【住宅入居等支援事業】 バリアフリー情報
居住支援 【大阪市ハートフルWebサイト】
【住宅改修費の給付】 大阪市立中央図書館の利用
【セーフティネット住宅（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅）】 視覚障がい者等に対する情報提供サービス

⑨ 交通 テレビ・ラジオ放送
Osaka Metro及び大阪シティバスの乗車料金割引 ⑬ スポーツ
【介護人付無料乗車証・単独用無料乗車証・乗車料金割引証】 スポーツ施設
【介護人単独無料乗車証】 【障がい者スポーツセンター】
主な公共交通機関の料金割引 【アミティ舞洲の宿泊・研修施設】
【ＪＲ】 【オーパスシステム】（大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム）
【鉄道（ＪＲを除く）・バス】

その他の事業
【児童発達支援利用者負担給付事業】
【難聴児補聴器給付事業】

【医療的ケアが必要なこどもの障がい福祉サービス等の利用】

【障がい児通所給付（障がい児通所支援）】

障がい児支援
【補助犬の使用機会の提供】
その他大阪府事業

【医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事業所等の情報】

【障がい児入所給付（障がい児入所支援）】

障がい児給付
【障がい児相談支援給付】
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☆ 所在地一覧
区役所・保健福祉センター
区役所出張所
各区民生委員・児童委員業務、育成医療業務担当

⑭ 各区自立相談支援機関一覧
こども相談センター
障がい者更生相談所・精神保健福祉センター
市税事務所
府税事務所・自動車税事務所
国税局・税務署
年金事務所
公共職業安定所（ハローワーク）
水道に関するお問い合わせ先
ＮＨＫ

⑮ 環境事業センター
区社会福祉協議会（区在宅サービスセンター）
障がい福祉関係団体
身体障がい者相談員名簿

ごみの持ち出しサービス 知的障がい者相談員名簿
青い鳥葉書の配布 リフト付タクシー　会社一覧
電話お願い手帳 119番緊急通報ファックス用紙
郵便等による不在者投票 区役所・保健福祉センター（福祉業務担当） 裏表紙

選挙公報（点字版・音声版）
選挙時の手話通訳の派遣
投票支援カード
NET119/ファックスによる119番通報
公衆ファックス等の設置
各種講習会

身

知

精

難

ご利用上の注意

スポーツイベント

各区保健福祉センター 精神保健福祉相談

【全国障害者スポーツ大会】
【障がい者スキー教室】

保育・教育・就学助成など

　療育手帳を所持している方（知的障がいのある方）が利用できる制度、サービス

　精神障がい者保健福祉手帳を所持している方（精神障がいのある方）が利用できる制度、サービス

　特定疾患（指定難病）受給者証を所持している方（難病の方）が利用できる制度、サービス

【相談機関】
就学・進学
【幼稚園（幼稚部）・認定こども園（教育標準時間認定）】

　　　　●　原則として、令和６年９月末時点での情報を掲載しています。発行後の修正等については、
　　　　　　大阪市ホームページに掲載しています。
　　　　●　掲載内容は、簡潔にまとめたものになっておりますので、詳細については、それぞれの窓口におたずねください。
　　　　●　今後、制度の内容等が変わる場合がありますので、ご確認の上、ご利用ください。
　　　　●　本文中の記号・表記の意味は次のとおりです。

　身体障がい者手帳を所持している方（身体障がいのある方）が利用できる制度、サービス

あいサポート運動
ヘルプマークストラップ及びカードの配布

※　それぞれの制度、サービスで利用できる方の範囲が異なります。利用される前に、それぞれの窓口にご確認ください。

保育
教育相談

【大阪市障がい者スポーツ大会】

【大阪市内にある特別支援学校一覧】
特別支援教育就学奨励費
その他

【小学校・中学校・義務教育学校（小学部・中学部）】



4

障障ががいい程程度度別別該該当当制制度度一一覧覧（（△△はは一一部部該該当当））※身体・療育・精神の各種手帳をお持ちの方を対象とした一覧になります

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ※ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △△ ○ ※ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ※ ※ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ○ ※ ※ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ○

○ ※ △ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ※ ※

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ○

○ ※ △ △ ○ ○ ○ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ○ ※ ※ ※

○ ※ △ ○ ○ ○ ※ ※ ※

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ○

○ ※ △ ○ ○ ○ ※ ※ ※

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ※

※ △ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※

△ ○ ○ ※ ○ ※ ※

△ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ※ △ ※ ※ ※ ※ ○ ※

△ △ ○ ○ △ ○ ○ ※ △ ※ ※ ※ ※ ※

△ △ ○ △ ○ ※ △ ※ ※ ※ ※

○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

歳
以
上
の
方

歳
以
上
の
障
が
い
者
の
み

歳
未
満
の
障
が
い
者
の
み

特
別
障
が
い
給
付
金
を
含
む

※
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
の
み

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
の
み

※
一
部
実
費
自
己
負
担
有

※
視
覚
と
聴
覚
の
重
複
で
１
・
２
級
の
方

※
肢
体
不
自
由
と
重
複
の
方
の
み

※
全
身
性
障
が
い
者
・
児

△
重
度
の
盲
ろ
う
者
・
児

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
の
み

介護保険と共通のサービス

掲載ページ

備
　
　
　
考

※
身
体
障
が
い
と
知
的
障
が
い
の
重
複
の
方
の
み

※
必
須
検
査
は
無
料

精精神神障障ががいい者者
保保健健福福祉祉手手帳帳

自己負担有＝○

所得制限有＝○

内内部部障障ががいい

療療
育育
手手
帳帳

知知的的障障ががいい

身身
体体
障障
がが
いい
者者
手手
帳帳

視視覚覚障障ががいい

聴聴覚覚・・平平衡衡
機機能能障障ががいい

音音声声・・言言語語
機機能能障障ががいい

肢肢体体
不不自自由由

等
級
・
程
度

障
が
い
種
別
・
区
分

障
が
い
者
加
算
（

生
活
保
護
）

盲
人
用
具
の
販
売

生
活
支
援
型
食
事
サ
ー

ビ
ス
事
業

補
助
犬
の
使
用
機
会
の
提
供

障
が
い
基
礎
年
金
・
障
が
い
厚
生
年
金
等

心
身
が
い
者
扶
養
共
済

特
別
障
が
い
者
手
当

要
約
筆
記
者
派
遣

聴
言
障
が
い
者
生
活
支
援

盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
者
派
遣

移
動
支
援

訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス

手
話
通
訳
者
派
遣

障
が
い
児
福
祉
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

外
国
人
心
身
障
が
い
者
給
付
金

更
生
医
療
・
育
成
医
療

精
神
通
院
医
療

重
度
障
が
い
者
医
療
費
助
成

障
が
い
者
健
康
診
査

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付

制
度

医医療療 自自立立支支援援事事業業 年年金金・・手手当当・・貸貸付付ななどど

補
装
具
の
給
付

日
常
生
活
用
具
の
給
付

点
字
図
書
の
給
付

※年金・手当の要件につきましては、
障がい者手帳の障がい程度とは判断
基準が異なります。
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住住宅宅

制
度

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △

△ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

歳
以
上
の
み

歳
未
満
の
障
が
い
者
の
み

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※
聴
覚
障
が
い
者
の
み

※
詳
細
に
つ
い
て
は
各
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

※
令
和
７
年
４
月
１
日
開
始

備
　
　
　
考

介
護
人
が
運
転
す
る
場
合
は
第
一
種
障
が
い
者
の
み

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
の
み

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
の
み

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
の
み

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
の
み

介護保険と共通のサービス

掲載ページ

精精神神障障ががいい者者
保保健健福福祉祉手手帳帳

自己負担有＝○

所得制限有＝○

内内部部障障ががいい

知知的的障障ががいい

療療
育育
手手
帳帳

視視覚覚障障ががいい

身身
体体
障障
がが
いい
者者
手手
帳帳

聴聴覚覚・・平平衡衡
機機能能障障ががいい

音音声声・・言言語語
機機能能障障ががいい

肢肢体体
不不自自由由

ご
み
の
持
ち
出
し
サ
ー

ビ
ス

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

等
級
・
程
度

障
が
い
種
別
・
区
分

少
額
預
金
等
利
子
非
課
税
制
度

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
（

全
額
免
除
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
（

半
額
免
除
）

Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
番
号
案
内
料
金

文
化
施
設
等
の
入
場
料

ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
　
ス
ト
ラ
ッ

プ
配
布

身
体
障
が
い
者
用
自
動
車
改
造
費
の
助
成

所
得
税
・
住
民
税
の
所
得
控
除

住
民
税
の
非
課
税
・
減
額
措
置

相
続
税
の
控
除

自
動
車
税
（

環
境
性
能
割
・
種
別
割
）

及
び

軽
自
動
車
税
（

環
境
性
能
割
）

の
減
免

軽
自
動
車
税

種
別
割

の
免
除

身
体
障
が
い
者
手
帳
・
療
育
手
帳
の
呈
示

に
よ
る
タ
ク
シ
ー

料
金
の
割
引

タ
ク
シ
ー

料
金
の
給
付

有
料
道
路
料
金
割
引

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
交
付

自
動
車
駐
車
場
利
用
料
の
減
額

自
転
車
駐
車
場
利
用
料
の
減
額

住
宅
改
修
費
の
給
付

　

及
び

大
阪
シ
テ
ィ

バ
ス
の
乗
車
料
金
割
引

Ｊ
Ｒ
の
運
賃
割
引

鉄
道
・
バ
ス
の
運
賃
割
引

飛
行
機
の
運
賃
割
引

各各種種料料金金のの減減免免 そそのの他他税税のの減減免免ななどど交交通通



6

1
相
　

談

 
 

  
 
 
 

 

【【各各区区役役所所・・保保健健福福祉祉セセンンタターー】】所所在在地地：：裏裏表表紙紙

●●保保健健福福祉祉課課（（福福祉祉業業務務担担当当））
各種福祉制度の窓口として、各区の区役所に設置しています。障がい者手帳の交付手続き

をはじめ、障がい福祉サービスの利用や日常生活に関することなど、専門機関と連携し、障

がいのある方やそのご家族からの相談に応じます。

なお、各区の保健福祉課には、発達や子育てに関する相談や情報提供を行う「子育て支援

室」があります。

また、重度障がい者医療費助成の相談や申請を受け付けます。

●●保保健健福福祉祉課課（（保保健健業業務務担担当当））
《《電電話話はは各各区区局局番番（（ ペペーージジ））ののああととにに９９９９６６８８ををダダイイヤヤルルししててくくだだささいい》》

「こころの健康」、「こころの病気」に関する相談に精神保健福祉相談員や保健師が応じて

います。

●●窓窓口口ササーービビスス課課（（保保険険業業務務担担当当））
《《電電話話はは各各区区局局番番（（ ペペーージジ））ののああととにに９９９９５５６６ををダダイイヤヤルルししててくくだだささいい》》

初診日が国民年金の第１号被保険者であった場合の障がい基礎年金や、特別障がい給付金、

国民健康保険、後期高齢者医療制度に関する相談や申請を受け付けます。

※ 課名は区によって異なる場合があります。

【【大大阪阪市市立立心心身身障障ががいい者者リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターー】】
所所在在地地：： ペペーージジ

●●相相談談課課（（身身体体障障ががいい））（（電電話話：：６６７７９９７７ ６６５５６６１１））

身体障がいに関する診断や判定を行うとともに、医療・補装具・訓練・生活などの相談に

応じ、必要な助言・指導を行います。（ご利用の際は、あらかじめ電話などで日時の予約をし

てください。）

●●相相談談課課（（知知的的障障ががいい））【【““ははーーととふふるる””ぷぷららざざ】】（（電電話話：：６６７７９９７７ ６６５５６６２２））

各区保健福祉センターからの依頼により、 歳以上の知的障がいのある方の医学的・心

理学的判定や生活上の相談に応じ、必要な助言・指導を行います。

●●診診療療所所（（電電話話：：６６７７９９７７ ６６５５６６７７））

障がいのある方を対象に障がい者健康診査を行うとともに、各区保健福祉センターからの

依頼により、就学前の乳幼児を対象に、運動発達の遅れ、および発達障がいに関する療育相

談を行います。

（（ ：： ））

 

  １１  相相 談談  

身 知 精 難

相相談談窓窓口口
身 知 精 難
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【ここどどもも相相談談セセンンタターー】】所所在在地地：： ペペーージジ

●●大大阪阪市市中中央央ここどどもも相相談談セセンンタターー（（電電話話：： ））

●●大大阪阪市市北北部部ここどどもも相相談談セセンンタターー（（電電話話：： ））

●●大大阪阪市市南南部部ここどどもも相相談談セセンンタターー（（電電話話：： ））
歳未満の児童を対象に、児童福祉司、児童心理司、医師、教職経験者が相談に応じ、

専門的・総合的な判定を行うとともに、必要な助言・指導や施設入所手続きなどを行います

（利用の際は、あらかじめ電話等で日時の予約をしてください）。

【【大大阪阪市市こここころろのの健健康康セセンンタターー】】所所在在地地：： ペペーージジ

●●こここころろのの悩悩みみ電電話話相相談談（（電電話話：：６６９９２２３３ ００９９３３６６））

《《 月～金曜日（祝日・年末年始除く）午前９時３０分～午後５時 》》

気分が落ち込んだり、イライラや不安があったり何もする気が起こらない、このようなこと

は日常生活のなかで誰もが経験することです。これらの悩みを相談することで、こころの健

康保持・増進を図るため、電話相談窓口として「こころの悩み電話相談」を開設しています。

●●こここころろのの健健康康相相談談統統一一ダダイイヤヤルル（（電電話話：：００５５７７００ ００６６４４ ５５５５６６））

《《 月～金曜日（祝日・年末年始除く）午前 時～午後５時 》》

「つらい」「どうすればいいのかわからない」…そんな気持ちの時にはぜひご相談ください。

●●自自死死遺遺族族相相談談（（予予約約制制、、電電話話：：６６９９２２２２ ８８５５２２００））

大切な方を自死で亡くされた方を対象とした相談を臨床心理士が面接でお受けしています。

電話で予約してください。

●●ひひききここももりり相相談談専専用用電電話話（（電電話話：：６６９９２２３３ ００００９９００））

《《 月～金曜日（祝日・年末年始除く）午前 時～午後５時 》》

長期間、自宅で過ごしていて、外へ出たいけれどそこから抜け出すきっかけがつかめないな

どのひきこもりに関する相談に応じています。必要時には、面接や訪問による相談も行いま

す。

●●思思春春期期関関連連問問題題相相談談（（予予約約制制：：おお住住ままいいのの区区保保健健福福祉祉セセンンタターーをを通通じじてて予予約約））

《 電話は各区局番（ ページ）のあとに９９６８をダイヤルしてください 》

思春期は将来の不安や性の悩み、対人関係の葛藤など様々な情緒不安に端を発し、不適応や

精神障がいを引き起こしやすい年齢です。おおむね１８歳までの思春期関連問題の相談に応

じます。

●●依依存存症症にに関関すするる相相談談（（電電話話：：６６９９２２２２ ３３４４７７５５））

《 月～金曜日（祝日・年末年始除く）午前９時～午後５時３０分 》

アルコール、薬物、ギャンブル等の問題でお困りのご本人、ご家族の方、関係機関の支援

者の方からのご相談をお受けしています。依存症相談員による相談や依存症専門の医師によ

る相談（予約制）を行っています。電話で予約してください。

※ お住まいの区の保健福祉センターでもご相談いただけます。

《 電話は各区局番（ ページ）のあとに９９６８をダイヤルしてください 》

【【年年金金事事務務所所】】所所在在地地：： ペペーージジ

国民年金（第３号被保険者）や厚生年金保険等社会保険関係の相談や申請を受け付けます。
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【【民民生生委委員員・・児児童童委委員員】】

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において福祉について

の相談に応じ、必要な支援を行うなどの活動をしています。また、児童福祉を専門的に担当す

る主任児童委員も各地域で活動しています。

生活上の困りごとや子育てに関する悩みなど、福祉に関しての相談がある場合は、近くの民

生委員・児童委員又は主任児童委員にご相談ください。お住まいの地域の担当民生委員・

児童委員をお知りになりたいときは、各区保健福祉センター民生委員・児童委員業務担当（

ページ）にお問い合わせください。

【【身身体体障障ががいい者者相相談談員員・・知知的的障障ががいい者者相相談談員員】】
大阪市から委嘱された身体障がい者相談員・知的障がい者相談員が、障がいのある方からの

相談に応じ、助言を行います。相談員は、各区にお住まいの生活経験豊富な障がい当事者（知

的障がい者相談員は知的障がいのある方の保護者）に委嘱しており、保健福祉センター等の行

政機関への協力、障がい者福祉についての普及や啓発等の業務も行っています。

各相談員の連絡先については、 ～ ページをご覧ください。

 
 
 
【【各各区区障障ががいい者者基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターー】】身 知 精 難

障がいのある方やその家族等からの相談に応じて、福祉サービスの利用援助、社会資源の活

用、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行うこ

とにより、地域における生活を支援します。また、障がい者虐待に関する通報・届出の受理や、

障がいを理由とする差別に関する相談に応じます。

名名 称称 所所 在在 地地 電電 話話 フファァッッククスス

北区障がい者基幹

相談支援センター

〒 ７

北区豊崎 マツダビル 階

都島区障がい者基幹

相談支援センター

〒
都島区中野町
ベルエキップ・オグラン１階

福島区障がい者基幹

相談支援センター

〒

福島区海老江１ ８ ８福島育成園内
１

此花区障がい者基幹

相談支援センター

〒

此花区春日出北

中央区障がい者基幹
相談支援センター

〒
中央区法円坂１ １ ３５
アネックスパル法円坂内

西区障がい者基幹

相談支援センター

〒

西区九条

港区障がい者基幹

相談支援センター

〒

港区波除 ハイツニッセイ

地地域域のの相相談談員員

相相談談支支援援
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名名 称称 所所 在在 地地 電電 話話 フファァッッククスス

大正区障がい者基幹
相談支援センター

〒
大正区三軒家東
アドヴァンスライフ１０１号

天王寺区障がい者基幹

相談支援センター

〒
天王寺区大道

浪速区障がい者基幹

相談支援センター

〒

浪速区浪速西２ ６

西淀川区障がい者基幹

相談支援センター

〒

西淀川区姫島

淀川区障がい者基幹

相談支援センター

〒

淀川区木川東 階

東淀川区障がい者基幹

相談支援センター

〒
東淀川区豊新
シャトー玉川第一

東成区障がい者基幹

相談支援センター

〒

東成区大今里南 丸信マンション

１階

生野区障がい者基幹

相談支援センター

〒
生野区巽北
勝山東ガーデンハイツ

８

旭区障がい者基幹

相談支援センター

〒

旭区森小路

城東区障がい者基幹

相談支援センター

〒

城東区成育 ４階

鶴見区障がい者基幹

相談支援センター

〒

鶴見区今津中

阿倍野区障がい者基幹

相談支援センター

〒
阿倍野区昭和町
朝日プラザ昭和町 階

住之江区障がい者基幹

相談支援センター

〒
住之江区新北島
オスカードリーム２階

住吉区障がい者基幹

相談支援センター

〒

住吉区長居西 キミハウス 階

東住吉区障がい者基幹

相談支援センター

〒

東住吉区西今川

平野区障がい者基幹
相談支援センター

〒
平野区喜連西
大阪市職業リハビリテーションセンター内

西成区障がい者基幹

相談支援センター

〒

西成区長橋 西成障害者会館内
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【【地地域域活活動動支支援援セセンンタターー（（生生活活支支援援型型））】】
主に精神障がいのある方に対して、精神保健福祉士等の専門相談員、指導員等による福祉サ

ービスの利用援助やピアカウンセリング等の相談支援事業を実施することにより、自立した日

常生活または社会生活を営むことができるよう地域生活を支援します。また通所により、創作

的活動等の機会の提供や社会との交流の促進や支援を行います。

事事業業所所名名称称 郵郵便便番番号号 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

精神障害者地域生活支援センター

すいすい
東成区東小橋

地域生活支援センター

サワサワ
西成区長橋
ブランコート 号

ふれあいの里

地域活動支援センター
西成区南津守

地域活動支援センター

こころの相談室リーフ
東淀川区西淡路
きずな館

地域生活支援センター

ふらっとめいじ
西区立売堀

地域活動支援センター

もくれん
東住吉区矢田

地域活動支援センター

こころの相談ネット ふうが
住吉区帝塚山東
住吉総合福祉センター１階

“ＣＯＣＯＬＯ”

相談支援センター
淀川区加島

障害者支援施設アテナ平和
（地域活動支援センター アクセス ）

阿倍野区美章園

  
  
【【一一人人暮暮ららしし体体験験支支援援事事業業】】身 知 精 難 

親元などからの自立を希望する障がいのある方に対して、宿泊を伴う一人暮らしの体験の機

会を提供します。障がい者基幹相談支援センターが一緒に体験の計画を作り、体験中に必要な

介助や付添いによる見守り等を提供します。

費用：無料（食費、交通費などの実費は負担していただきます。）

問い合わせ先： ～ ページに記載されている各区障がい者基幹相談支援センター

【【施施設設入入所所者者地地域域生生活活移移行行促促進進事事業業】】
施設に入所している方に対して、計画的な外出の体験を提供することにより、地域における

生活に移行するための支援を行います。障がい者基幹相談支援センターが一緒に体験の計画を

作り、体験中に必要な介助や付添いによる見守り等を提供します。

費用：無料（食費、交通費などの実費は負担していただきます。）

問い合わせ先： ～ ページに記載されている各区障がい者基幹相談支援センター

  

身 知 精 難
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【【大大阪阪市市発発達達障障ががいい者者支支援援セセンンタターー（（エエルルムムおおおおささかか））】】
発達障がいのある方およびその家族を対象に、療育や就労などの各種相談に対応します。発

達障がいに関する情報提供や助言を行うとともに、相談内容により、関係機関と連携して、問

題解決・軽減のための支援を行います。

また、関係機関・事業所などの職員に対し、発達障がいに関する正しい理解や支援の方法を

知っていただくための研修などを行っています。なお、保護者向けの講座なども開催していま

す（詳しい内容は、ホームページに掲載しています）。

なお、相談をご希望の場合は、相談日の調整をしますので、事前に電話で相談のお申し込み

をしてください。（お問合せは電話・ファックス・Ｅメールでもお受けしています。）

所所 在在 地地：大阪市平野区喜連西６ ２ ５５

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター２階

受受付付時時間間：月曜日～金曜日の９ ００～１７ ００（祝日、年末年始を除く）

電電 話話：６７９７ ６９３１

フファァッッククスス：６７９７ ６９３４

ＥＥメメーールル：

ホホーームムペペーージジアアドドレレスス： エルムおおさか 検索 

  
【【発発達達ノノーートト】】 

発達障がいのある方が、周囲の人たちと関わるときのお手伝いをするノート（Ａ６サイズ）

を配付しています。本人やその家族が、本人と関わるときに相手に知っておいてもらいたいと

思うことや過去の相談歴などを書き込んでおき、相談機関に行くときや初めての人と接すると

きにノートを提示して、よりよい関係が築けるように使ってください。 
対対象象ととななるる方方：医療機関で発達障がいと診断された方 
費費 用用：無料 
問問いい合合わわせせ先先：大阪市発達障がい者支援センター「エルムおおさか」（ ページ参照） 

 
  
【【情情報報共共有有ツツーールル（（ササポポーートトブブッックク））】】  

発達障がいのある方が、小学校への進学などライフステージが変わっても、これまで受けて 
きた支援の内容や本人の特徴を新しい相談機関や初めての方へスムーズに情報共有ができるよ 
うになることを目指して作成しています。 

各種の情報共有ツールは「エルムおおさか」のホームページからダウンロードできます。 
ホホーームムペペーージジアアドドレレスス： エルムおおさか 検索 
 

  
【【発発達達障障ががいい者者支支援援ママッッププ】】  

大阪市の発達障がいについての相談機関をまとめたホームページです。  
発達障がいのある方およびその家族が、どこに行けばどのような支援を受けられるか、年齢

と相談内容に応じた機関を探せるようになっています。 
「どこに行ったらどんな支援が受けられるのか分からない」「どんな相談機関があるのか、

よく分からない」という方や、発達障がいかもしれない「ちょっと気になる」困りごとや悩み

ごとがある方は、まずは下記のホームページで相談機関を探してみてください。 
 
 
  
  

ホホーームムペペーージジアアドドレレスス：：   

大阪市発達障がい者支援マップ 検索
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【【高高次次脳脳機機能能障障ががいい支支援援拠拠点点機機関関】】
高次脳機能障がいについての個別の相談や支援、及び高次脳機能障がいに関する普及啓発や

研修事業を行っています。なお、障がい福祉サービス等の利用に関するご相談は、お住いの区

保健福祉センターになります。

障障ががいい者者医医療療・・リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターー（下記３機関をあわせたもの）

●●総総合合的的なな相相談談にに関関すするるここととははここちちらら

『大阪府障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課』

（大阪府高次脳機能障がい相談支援センター）

電電 話話：６６９２ ５２６２ フファァッッククスス：６６９２ ５３４０

●●自自立立セセンンタターーのの利利用用にに関関すするるここととははここちちらら

『大阪府立障がい者自立センター』

電電 話話：６６９２ ２９７１ フファァッッククスス：６６９２ ２９７４

※ 自立センターは自立訓練（機能訓練・生活訓練）、施設入所支援を行う施設です。

●医医療療にに関関すするるここととははここちちらら

『大阪急性期・総合医療センターリハビリテーション科』

電電 話話：６６９２ １２０１（代表番号）フファァッッククスス：６６９２ ２９７８

【身身体体障障ががいい者者補補助助犬犬にに関関すするる相相談談窓窓口口】】身

身体障がい者補助犬（目や耳、体の不自由な方のために働く盲導犬、聴導犬、介助犬のこと。
以下、「補助犬」という。）は、「身体障害者補助犬法」により、公共の施設や交通機関のほか、
スーパー、飲食店、病院、ホテルなど一般の施設にも同伴することができます。また、これら
の施設の管理者は正当な理由がない限り、補助犬の同伴を拒むことができません。

●●障障ががいいののああるる方方やや受受けけ入入れれ施施設設ななどどかかららのの補補助助犬犬のの同同伴伴ままたたはは使使用用にに関関すするる相相談談窓窓口口

福祉局障がい者施策部障がい福祉課

電電話話： フファァッッククスス：

【障障ががいい者者虐虐待待相相談談窓窓口口】 身 知 精 難 
障がい者の虐待に関する通報・届出の受理や、相談等を行います。

●●養養護護者者にによよるる虐虐待待のの相相談談窓窓口口

養護者とは、障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人

などのことです。

各区保健福祉センター福祉業務担当（所所在在地地：裏表紙）

各区障がい者基幹相談支援センター（所所在在地地：８～９ページ）

●●障障ががいい者者福福祉祉施施設設従従事事者者等等にによよるる虐虐待待のの相相談談窓窓口口

障がい者福祉施設従事者等とは、障がい者福祉施設や、障がい福祉サービス事業所で働

く職員のことです。

福祉局障がい者施策部運営指導課

電電話話： フファァッッククスス：

●●使使用用者者にによよるる虐虐待待のの相相談談窓窓口口

使用者とは、障がい者を雇用している事業主又は事業の経営担当者のことです。

福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

電電話話： フファァッッククスス：

●●休休日日・・夜夜間間のの通通報報窓窓口口

大阪市休日夜間障がい者・高齢者虐待ホットライン

電電話話： フファァッッククスス：

受受付付日日時時 休休日日：：土曜、日曜、祝日、年末年始含む 時間対応

夜夜間間：：平日の ： ～翌 ：
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【障がいを理由とする差別に関する相談窓口】 身 知 精 難 
障がいを理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮に関して、障がいのある方やそのご家

族などからの相談を地域の身近な窓口でお伺いしています。

＜相談窓口＞

●各区役所（次の表のとおり）

●各区障がい者基幹相談支援センター（所在地：８～９ページ）

●地域活動支援センター（生活支援型）（所在地： ページ）

●大阪市人権啓発・相談センター（人権相談専用）

（電電話話： （なやみゼロ）フファァッッククスス： ）

区区名名 担担当当 電電話話 フファァッッククスス

北 区 政策推進課（教育連携）

都 島 区

保健福祉課（障がい者相談）

まちづくり推進課（人権相談）

総務課（広聴相談）

福 島 区
企画総務課（企画推進）

市民協働課（地域活動支援）

此 花 区 まちづくり推進課（教育支援・環境）

中 央 区 保健福祉課（保健福祉）

西 区 総務課（教育）

港 区 協働まちづくり推進課（教育・人権啓発）

大 正 区 保健福祉課（福祉）

天王寺区 市民協働課（教育文化）

浪 速 区 市民協働課（教育・学習支援）

西淀川区 地域支援課（地域支援）

淀 川 区 政策企画課（広聴）

東淀川区 総務課（総合企画）

東 成 区
保健福祉課（障がい福祉）

市民協働課（人権）

生 野 区

企画総務課（広聴）

地域まちづくり課（人権）

保健福祉課（保健福祉）

旭 区
福祉課

地域課

城 東 区
保健福祉課（保健福祉）

市民協働課（市民活動支援）

鶴 見 区 市民協働課（教育）

阿倍野区
総務課（区政企画）

保健福祉課（福祉）

住之江区 保健福祉課（福祉）

住 吉 区
教育文化課（人権）

保健福祉課（障がい者福祉）

東住吉区 総務課

平 野 区 政策推進課

西 成 区 保健福祉課（地域福祉）
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【【障障ががいい児児等等療療育育支支援援事事業業】】身 知   

専門的なノウハウを有する障がい児（者）施設の職員が、在宅の障がい児（者）とその家族

を対象に、施設において、またはご家庭を訪問して、療育相談や療育指導を行います。また、

障がい児の通う保育所や幼稚園、施設等の職員を対象に療育相談・指導を行います。 
 

対対象象ととななるる方方：市内在住の重症心身障がい児（者）、知的障がい児（者）、身体障がい

児、その他療育が必要と認められる障がい児およびその家族（原則と

して障がい児通所支援や障がい福祉サービス等を利用していない方を

対象としています） 
費費 用用：無料（食費などの実費を自己負担していただく場合があります） 

障障ががいい児児等等療療育育支支援援事事業業所所

名名 称称
電電 話話 フファァッッククスス

所所 在在 地地

子ロバキッズひろば
〒 都島区高倉町

それいゆ
〒 都島区都島本通

あさしお園
〒 港区夕凪

ゆうなぎ園
〒 港区夕凪

大手前整肢学園
〒 天王寺区筆ヶ崎町

風の子そだち園
〒 西淀川区姫島

相談支援あさひ
〒 旭区森小路

そら
〒 城東区鴫野西

ひまわり
〒 鶴見区茨田大宮

キンダーハイム
〒 東住吉区矢田

ふたば
〒 東住吉区山坂

大阪市更生療育センター
〒 平野区喜連西

クリエバ
〒 西成区長橋

療療育育・・訓訓練練
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【【発発達達障障ががいい児児専専門門療療育育】】  
発達障がいのあるお子さんがその家族とともに、地域社会の一員として自尊心を

持って自分らしく自立した生活を送ることができるよう支援するため、概ね２週間に１回、保護

者同伴によるお子さんの個別療育と保護者の方の研修を行います。 
 

対対象象ととななるる方方：大阪市内にお住まいの方で、医師から「自閉スペクトラム症」・「自閉症」

であるとの診断を受けた児童のうち、３歳児（年少児）～小学３年生の

児童。 
費費 用用 負負 担担：【児童の療育】 

障がい児通所給付（障がい児通所支援）（児童発達支援または放課後等デ

イサービス）として提供します。なお、一定の負担（原則として 割の

定率負担と食費・光熱費等の実費負担）が必要となりますが、負担上限

月額の設定や軽減措置が設けられています。 
【保護者研修】無料  

利利 用用 期期 間間：原則として１年間 
問問いい合合わわせせ先先：大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 

相談課（発達障がい者支援室）  
電電 話話：６７９７ ６５６０ 
フファァッッククスス：６７９７ ８２２２ 
 

【【発発達達障障ががいい児児療療育育支支援援ＤＤＶＶＤＤ】】  
広汎性発達障がいの特徴、発達障がい児療育支援事業を

ふまえた療育機関や家庭での具体的な支援例をまとめたＤ

ＶＤ『広汎性発達障がいのこどもたちの理解と支援～就学

前編～』を作成、ダイジェスト版を YouTube にて配信して

います。 
また、「エルムおおさか」のホームページからも視聴す

ることができます。 
ホホーームムペペーージジアアドドレレスス：：

 
  

 
 

【【身身体体障障ががいい者者通通所所訓訓練練】】身

●身身体体障障ががいい者者通通所所肢肢体体訓訓練練事事業業

在宅の肢体不自由のある方に対して、日常生活動作の向上を目指した自主訓練方法

の習得や身体機能の改善・向上をはかるため、通所により訓練を行います。

対対象象ととななるる方方：大阪市内に住所を有する１５歳以上の身体障がい者手帳

（肢体不自由）を所持する方 ※詳しくはお問い合わせください

費費 用用：訓練・指導に関する費用は無料

●身身体体障障ががいい者者通通所所言言語語訓訓練練事事業業

在宅の脳血管障がいなどによる言語に障がいのある方に対して、コミュニケーショ

ン機能の改善・向上をはかるため、通所により言語訓練を行います。

対対象象ととななるる方方：大阪市内に住所を有する１５歳以上の身体障がい者手帳を所持す

る方で、失語症や構音障がいを有する方 ※詳しくはお問い合わせください

費費 用用：訓練・指導に関する費用は無料

問問いい合合わわせせ先先：大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

（身体障がい担当）（ ページ参照）



16

1
相
　

談
 
  
【【成成年年後後見見制制度度】】知 精  

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方を保護、

支援するために、法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身

体状況等を考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。

制度の利用には親族等から家庭裁判所へ申立てが必要ですが、身寄りがないなどで申立てが

できない場合は大阪市が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を後見人等に選任し

ます。 
●●制制度度のの申申立立てて先先

『大阪家庭裁判所』

所所 在在 地地：〒 中央区大手前

電電 話話： （後見係）

受受付付時時間間： ： ～ ２： 、 ３： ～ ７：

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み）

●●制制度度にに関関すするる相相談談窓窓口口

『大阪市成年後見支援センター』

所所 在在 地地：〒 西成区出城 （大阪市社会福祉研修・情報センター内）

電電 話話： ファックス：

受受付付時時間間： ： ～ ： （日曜日、祝日、年末年始は休み）

『各区障がい者基幹相談支援センター』

所所 在在 地地： ～ ページ

受受付付時時間間： ： ～ ： （土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み）

『地域活動支援センター（生活支援型）』

所所 在在 地地： ページ

受受付付時時間間： ： ～ ： （原則、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み）

（※曜日等により、受付時間が異なる場合があります。）

●●身身寄寄りりががなないいななどどでで申申立立ててががででききなないい場場合合のの相相談談窓窓口口

『各区保健福祉センター 福祉業務担当』

所所 在在 地地：裏表紙

受受付付時時間間： ： ～ ： （土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み）

【【ああんんししんんささぽぽーーとと事事業業】】知 精  
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力の不十分な方が地域で安心して生活する

ことができるよう、お住まいの区の社会福祉協議会（区在宅サービスセンター）において、福
祉サービスの利用や日常的な金銭管理をお手伝いします。サービスの内容に応じた利用料が必
要です。

●●福福祉祉ササーービビススななどどのの利利用用援援助助
福祉サービスの利用に関する情報の提供や相談、利用手続きの支援や契約の立会い

などを行います。
●●金金銭銭管管理理ササーービビスス

通帳や印鑑を預かり、利用者にかわって、日常生活の金銭管理や預貯金の出し入れ、
公共料金等の支払い手続きを代行します。

●●預預かかりりササーービビスス
利用者の財産を紛失や盗難から守るため、通帳・証書などを預かり、金融機関の貸

金庫に保管します。

問問いい合合わわせせ先先：お住まいの区の社会福祉協議会（区在宅サービスセンター）
（所在地： ページ）

後後見見的的支支援援
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各各種種相相談談等等
 
 
 

名名称称おおよよびび内内容容 問問いい合合わわせせ先先

聴聴言言障障ががいい者者生生活活相相談談 身

手話のできる生活相談員が、聴言障がい者の生活につい

て各種の相談に応じます。

（一財）大阪市身体障害者団体協議会

問い合わせ先詳細： ページ

在在宅宅視視覚覚障障ががいい者者訪訪問問指指導導 身

視覚障がい者の家庭を専門の指導員が訪問し、日常生活

または社会生活を営むために必要な訓練その他の援助を行

います。

（一財）大阪市身体障害者団体協議会

問い合わせ先詳細： ページ

：

重重症症心心身身障障ががいい児児訪訪問問相相談談 身 知

重症心身障がい児の家庭を相談員が訪問し、各種の助言

や情報提供を行います。

こども相談センター

問い合わせ先詳細： ページ

障障ががいい者者１１１１００番番（（大大阪阪府府事事業業））身 知 精 難 
障がい者 番（大阪障害者自立支援協会）では、障が

い者の権利擁護や福祉サービス、日常生活にかかる相談な
どについて、専従の相談員が応じています。電話又はファ
ックス、来所等で受け付け、関係機関や障がい者相談員な
どとの連携を保ちながら問題の解決を行います。

（社福）大阪障害者自立支援協会
（大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内）
電 話：
ファックス：
受付：月～金曜日（ 時～ 時）
ファックス・留守番電話 土日祝含む 時間対応

福福祉祉用用具具・・住住宅宅改改修修にに関関すするる相相談談 身 難 
専門の相談員が福祉用具に関する相談や住宅改修の相談

などに応じます。事前に予約が必要です。

援助技術研究室
（大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター内）
電 話：
ファックス：

難難病病等等をを有有すするる方方のの各各種種相相談談支支援援 難
難病等を有する方の各種相談支援や患者会等の交流支

援、講演会等の普及啓発活動などを行っています。
来所相談される 方は事前予約が必要です。また、就労支

援や在職中の方の相談も受け付けています。

大阪難病相談支援センター
電 話：
ファックス：
相談受付：月～金曜日（ 時～ 時
分まで）

小小児児慢慢性性特特定定疾疾病病児児童童等等ピピアアカカウウンンセセリリンンググ 難
歳～ 歳未満の難病の子どもたちや、その家族等から

のいろいろな日常の相談をうけています。難病児を育てた経
験のある親や、難病をもっている人が、ピア（仲間）の立場
でお話を聴きます。

大阪難病相談支援センター
電 話： ８
相談受付：月・水・金曜日（ 時～ 時
まで）
〔対面でのご相談はお電話でご予約を〕

生生活活困困窮窮者者自自立立相相談談支支援援事事業業 身 知 精 難
仕事が見つからない・長続きしない、お金のことで悩み

がある、周りに相談できるひとがいないなど、生活のうえ
でのお困りごとや不安を抱えた方の相談支援窓口を各区役
所内に設置しています。支援員が相談を受け、どのような
支援が必要かをご本人と一緒に考え、具体的な支援プラン
を作成し、お困りごとの解決と自立に向けたお手伝いを行
います。

お住いの区の自立相談支援窓口
問い合わせ先詳細： ページ

見見守守りり相相談談室室 身 知 精 難
「自ら相談できない方」等を支援するため、福祉専門職

のワーカー等が要援護者名簿を活用した地域の見守り活動
を支援するとともに孤立世帯等を積極的に訪問していま
す。また、認知症等の方が行方不明になった際、地域の協
力者へ行方不明者情報をメール配信し、早期発見・保護に
つなげる取組を行っています。

お住まいの区の社会福祉協議会
問い合わせ先詳細： ページ
（住吉区のみ ページの欄外※の問い合

わせ先にご連絡ください。）

 

各各種種相相談談等等
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身

身体に障がいのある方が、医療の給付、補装具費の給付など、各種の福祉サービスを受
けるために必要な証票として交付します。

窓窓 口口：： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象ととななるる障障ががいい：： ●視覚障がい ●聴覚・平衡機能障がい
●音声・言語・そしゃく機能障がい ●肢体不自由
●内部障がい（心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器機能障がい・

ぼうこうまたは直腸機能障がい・小腸機能障がい・免疫機能障がい・
肝臓機能障がい）

障障ががいいのの程程度度：： 障がいの程度によって１級から６級までに区分されます。
※障がい程度等級表は ～ ページに掲載しています。

必必 要要 なな もも のの：： 指定医師の診断書（所定の用紙は、上記窓口にあります）
写真（上半身 ４ｃｍ×３ｃｍ）・マイナンバーに係る確認書類

等等級級のの変変更更・・追追加加：： すでに手帳の交付を受けた方で、障がいの程度の変更や新たな障がいの追加
がある場合は、指定医師の診断書と手帳を添えて上記窓口へ申請してくださ
い。

再再交交付付・・変変更更：： 手帳の紛失・破損・氏名の変更があった場合は、上記窓口へ届け出てくださ
い。

居居住住地地のの変変更更：： 居住地を変更した場合は、新しい居住地の保健福祉センター福祉業務担当
（市外の場合は福祉事務所）へ手帳を添えて届け出てください。

返返 還還：： 手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を持参のうえ、上記窓口へ
届け出てください。

【【手手帳帳申申請請時時のの無無料料診診断断】】身  
次の医療機関では身体障がい者手帳の交付申請に必要な診断を無料で受けることができます。

医医 療療 機機 関関 等等：： 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター、
大阪市立総合医療センター、大阪市立十三市民病院

手手 続続 きき：： ご利用の際には、身体障がい者手帳無料診断依頼書が必要です。各区保健福
祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）で、交付を受けてください。
※大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターは判定機関であるため、診療情報

提供書など必要な診療情報をご用意していただく必要があります。
※上記における大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター以外の医療機関にお

いて初診となる場合は、主治医の紹介状（診療情報提供書）等（これにかかる費用は
自己負担）をご用意していただく必要があります。

そそ のの 他他：： 診断できる障がいの種別は、医療機関により異なります。

【【重重度度肢肢体体障障ががいい者者等等訪訪問問診診断断】】身  
重度の肢体不自由により、移動が極めて困難な方が、身体障がい者手帳や車いすなどの補装

具の申請をされる場合は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターの医師などが訪
問して診断・判定を行います（診断・判定の際に、診療情報提供書など必要な診療情報を用意
していただく必要があります）。
窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

 

  ２２  手手 帳帳  
身身体体障障ががいい者者手手帳帳
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知的障がいのある方に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすく

するために交付します。

窓窓 口口：： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）で交付申請を受け付け、次

の判定機関で障がいの程度の判定を行います。

障障ががいいのの程程度度：： 障がいの程度によってＡ（重度）、Ｂ１（中度）、Ｂ２（軽度）に区分されます。

必必 要要 なな もも のの：： 写真（上半身 ４ｃｍ×３ｃｍ）・マイナンバーに係る確認書類

判判 定定 機機 関関：： 歳未満の方は、こども相談センター（ ページ参照）

歳以上の方は“はーとふる”ぷらざ（大阪市立心身障がい者リハビリテーション

センター相談課 知的障がい担当）（ ページ参照）

再再 判判 定定：： 療育手帳交付のときに次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定

を受ける手続きを 歳未満の方はこども相談センター、 歳以上の方は各区保健

福祉センター福祉業務担当で行ってください。

再再交交付付・・変変更更：： 手帳の紛失・破損・氏名の変更があった場合は上記窓口へ届け出てください。

居居住住地地のの変変更更：： 居住地を変更した場合は、新しい居住地の保健福祉センター福祉業務担当

（市外の場合は福祉事務所）へ手帳を添えて届け出てください。

返返 還還：： 手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または交付対象に該当しなくなった場合、

不要になった場合は、手帳を持参のうえ、上記窓口へ届け出てください。

 
 
 
 
 

精神障がいのある方が各種の福祉サービスを受けやすくするために交付します。
窓窓 口口：： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

障障ががいいのの等等級級：： 障がいの程度に応じて重度のものから１級、２級及び３級とし、各級の障がいの状

態は、それぞれ次に定めるとおりです（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

施行令第６条の３）。

１級：日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

２級：日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの

３級：日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生

活に制限を加えることを必要とする程度のもの

必必 要要 なな もも のの：： 医師の診断書（初診日から６ヶ月以上経過した時点のもの）または、

障がい年金証書、年金裁定通知書、直近の振込（支払）通知書などの、基礎年金番

号及び年金コードが判るものの写し。ただし、障がい年金証書等の写しを添える場

合は、年金事務所等への照会に関する「同意書」が必要です。

手手 帳帳 のの 交交 付付：： 「大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会」での審査の

結果、交付されます（交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします）。

お送りした交付通知書と写真（上半身 ４ｃｍ×３ｃｍ）を、申請した上記窓口ま

でお持ちください。

有有 効効 期期 間間：： 有効期間は２年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効

期限の３ヶ月前から行うことができます。更新のご案内を、有効期限の３ヶ月前ま

でにお送りします。

再再交交付付・・変変更更：： 手帳の紛失・破損・氏名の変更があった場合は上記窓口へ届け出てください。

居居住住地地のの変変更更：： 居住地を変更した場合は、必ず新しい居住地の保健福祉センター福祉業務担当（市

外の場合は保健所等）へ手帳を添えて届け出てください。

返返 還還：： 手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を持参のうえ、上記窓口へ届け出

てください。

知
療療育育手手帳帳

精精精神神障障ががいい者者保保健健福福祉祉手手帳帳
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手
　

帳

身体障がい者障がい程度等級表

等
級 視覚障がい

聴覚又は平衡機能の障がい 音声機能、言

語機能又は

そしゃく機

能の障がい

肢体不自由

聴覚障がい
平衡機能

障がい
上肢 下肢

級

◆視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表によっ

て測ったものをいい、屈折異常のある者について

は、きょう正視力について測ったものをいう。以下

同じ。）が 以下のもの

◆１ 両上肢の機能を全廃したもの ◆１ 両下肢の機能を全廃したもの

◆２ 両上肢を手関節以上で欠くもの ◆２ 両下肢を大腿の 分の１以上で欠く

もの

級

◆１ 視力の良い方の眼の視力が 以上

以下のもの

◆両耳の聴力レベルがそ

れぞれ デシベル以

上のもの（両耳全ろう）

◆１ 両上肢の機能の著しい障がい ◆１ 両下肢の機能の著しい障がい

◆２ 両上肢のすべての指を欠くもの

◆２ 視力の良い方の眼の視力が かつ他方

の眼の視力が手動弁以下のもの ３ 一上肢を上腕の 分の１以上で欠くもの ◆２ 両下肢を下腿の 分の１以上で欠く

もの◆３ 周辺視野角度（Ⅰ／４視標による。以下同

じ。）の総和が左右眼それぞれ 度以下かつ両眼

中心視野角度（Ⅰ／２視標による。以下同じ。）が

度以下のもの

４ 一上肢の機能を全廃したもの

◆４ 両眼開放視認点数が 点以下かつ両眼中

心視野視認点数が 点以下のもの

級

◆１ 視力の良い方の眼の視力が 以上

以下のもの（２級の２に該当するものを除く。）

◆両耳の聴力レベルが

デシベル以上のもの

（耳介に接しなければ大

声語を理解し得ないも

の）

平衡機能

の極めて

著しい障

がい

音声機能、言

語機能又は

そしゃく機

能の喪失

１ 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くも

の

◆１ 両下肢をショパー関節以上で欠くも

の

２ 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を

全廃したもの

２ 一下肢を大腿の 分の１以上で欠くも

の

◆２ 視力の良い方の眼の視力が かつ他方

の眼の視力が手動弁以下のもの

３ 一上肢の機能の著しい障がい ３ 一下肢の機能を全廃したもの

４ 一上肢のすべての指を欠くもの

５ 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

◆３ 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ

度以下かつ両眼中心視野角度が 度以下のもの

◆４ 両眼開放視認点数が 点以下かつ両眼中

心視野視認点数が 点以下のもの

級

◆１ 視力の良い方の眼の視力が 以上

以下のもの（ 級の２に該当するものを除く。）

１ 両耳の聴力レベルが

デシベル以上のもの

（耳介に接しなければ話

声語を理解し得ないも

の）

音声機能、言

語機能又は

そしゃく機

能の著しい

障がい

１ 両上肢のおや指を欠くもの １ 両下肢のすべての指を欠くもの

２ 両上肢のおや指の機能を全廃したもの ２ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

３ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能を全廃したもの

３ 一下肢を下腿の 分の１以上で欠くも

の

４ 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの ４ 一下肢の機能の著しい障がい

２ 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 度

以下のもの

２ 両耳による普通話声

の最良の語音明瞭度が

％以下のもの

５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を

全廃したもの

５ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全

廃したもの

６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の

三指を欠くもの

６ 一下肢が健側に比して 以上又は

健側の長さの 分の１以上短いもの

３ 両眼開放視認点数が 点以下のもの

７ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の

三指の機能を全廃したもの

８ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の

四指の機能の著しい障がい

級

１ 視力の良い方の眼の視力が かつ他方の眼

の視力が 以下のもの
平衡機能

の著しい

障がい

１ 両上肢のおや指の機能の著しい障がい １ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著

しい障がい

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能の著しい障がい

２ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの

２ 両眼による視野の 分の１以上が欠けている

もの

３ 両眼中心視野角度が 度以下のもの ３ 一上肢のおや指を欠くもの ３ 一下肢が健側に比して 以上又は健

側の長さの 分の１以上短いもの４ 両眼開放視認点数が 点を超えかつ 点

以下のもの

４ 一上肢のおや指の機能を全廃したもの

５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の

著しい障がい

５ 両眼中心視野視認点数が 点以下のもの ６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の

三指の機能の著しい障がい

級

視力の良い方の眼の視力が 以上 以下かつ

他方の眼の視力が 以下のもの

１ 両耳の聴力レベルが

デシベル以上のもの

（ 以上の距離で発

声された会話語を理解し

得ないもの）

１ 一上肢のおや指の機能の著しい障がい １ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くも

の

２ 一側耳の聴力レベル

が デシベル以上、他

側耳の聴力レベルが

デシベル以上のもの

２ ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠く

もの

２ 一下肢の足関節の機能の著しい障がい

３ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

を全廃したもの

級

１ 一上肢の機能の軽度の障がい １ 両下肢のすべての指の機能の著しい障がい

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい

２ 一下肢の機能の軽度の障がい

３ 一上肢の手指の機能の軽度の障がい ３ 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のう

ち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい

４ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

の著しい障がい

４ 一下肢のすべての指を欠くもの

５ 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠く

もの

５ 一下肢のすべての指の機能を全廃した

もの

６ 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能

を全廃したもの

６ 一下肢が健側に比して 以上又は健

側の長さの 分の１以上短いもの

備
考

１ 同一の等級について二つの重複する障がいがある場合は、１級うえの級とする。ただし、二つの重複する障がいが特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。

２ 肢体不自由においては、７級に該当する障がいが２以上重複する場合は、６級とする。

３ 異なる等級について２以上の重複する障がいがある場合については、障がいの程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。

４ 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。

５ 「指の機能障がい」とは、中手指節関節以下の障がいをいい、おや指については、対抗運動障がいをも含むものとする。

６ 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

７ 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
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肢体不自由 内部障がい

等
級体幹

乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ

る運動機能障がい
心臓機能

障がい

じん臓

機能障がい

呼吸器

機能障がい

ぼうこう又は

直腸の機能障がい
小腸機能障がい

ヒト免疫不全

ウイルスによる

免疫機能障がい

肝臓機能障がい

上肢機能 移動機能

◆体幹の機能障がい

により坐っているこ

とができないもの

★不随意運動・失調

等により上肢を使

用する日常生活動

作がほとんど不可

能なもの

★不随意運動・失

調等により歩行が

不可能なもの

◆心臓の機能

の障がいによ

り自己の身辺

の日常生活活

動が極度に制

限されるもの

◆じん臓の機

能の障がいに

より自己の身

辺の日常生活

活動が極度に

制限されるも

の

◆呼吸器の機

能の障がいに

より自己の身

辺の日常生活

活動が極度に

制限されるも

の

◆ぼうこう又は直腸

の機能の障がいによ

り自己の身辺の日常

生活活動が極度に制

限されるもの

◆小腸の機能の

障がいにより自

己の身辺の日常

生活活動が極度

に制限されるも

の

◆ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機

能の障がいにより日

常生活がほとんど不

可能なもの

◆肝臓の機能の障

がいにより日常生

活活動がほとんど

不可能なもの
級

◆１ 体幹の機能障

がいにより坐位又は

起立位を保つことが

困難なもの

★不随意運動・失調

等により上肢を使

用する日常生活動

作が極度に制限さ

れるもの

★不随意運動・失

調等により歩行が

極度に制限される

もの

◆ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機

能の障がいにより日

常生活が極度に制限

されるもの

◆肝臓の機能の障

がいにより日常生

活活動が極度に制

限されるもの

級◆２ 体幹の機能障

がいにより立ち上る

ことが困難なもの

◆体幹の機能障がい

により歩行が困難な

もの

不随意運動・失調等

により上肢を使用

する日常生活動作

が著しく制限され

るもの

★不随意運動・失

調等により歩行が

家庭内での日常生

活活動に制限され

るもの

◆心臓の機能

の障がいによ

り家庭内での

日常生活活動

が著しく制限

されるもの

◆じん臓の機

能の障がいに

より家庭内で

の日常生活活

動が著しく制

限されるもの

◆呼吸器の機

能の障がいに

より家庭内で

の日常生活活

動が著しく制

限されるもの

◆ぼうこう又は直腸

の機能の障がいによ

り家庭内での日常生

活活動が著しく制限

されるもの

◆小腸の機能の

障がいにより家

庭内での日常生

活活動が著しく

制限されるもの

◆ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機

能の障がいにより日

常生活が著しく制限

されるもの（社会で

の日常生活活動が著

しく制限されるもの

を除く。）

◆肝臓の機能の障

がいにより日常生

活活動が著しく制

限されるもの（社

会での日常生活活

動が著しく制限さ

れるものを除く。）

級

不随意運動・失調等

による上肢の機能

障がいにより社会

での日常生活活動

が著しく制限され

るもの

不随意運動・失調

等により社会での

日常生活活動が著

しく制限されるも

の

◆心臓の機能

の障がいによ

り社会での日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの

◆じん臓の機

能の障がいに

より社会での

日常生活活動

が著しく制限

されるもの

◆呼吸器の機

能の障がいに

より社会での

日常生活活動

が著しく制限

されるもの

ぼうこう又は直腸の

機能の障がいにより

社会での日常生活活

動が著しく制限され

るもの

◆小腸の機能の

障がいにより社

会での日常生活

活動が著しく制

限されるもの

◆ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機

能の障がいにより社

会での日常生活活動

が著しく制限される

もの

◆肝臓の機能の障

がいにより社会で

の日常生活活動が

著しく制限される

もの

級

体幹の機能の著しい

障がい

不随意運動・失調等

による上肢の機能

障がいにより社会

での日常生活活動

に支障のあるもの

不随意運動・失調

等により社会での

日常生活活動に支

障のあるもの

級

不随意運動・失調等

により上肢の機能

の劣るもの

不随意運動・失調

等により移動機能

の劣るもの

級

上肢に不随意運

動・失調等を有する

もの

下肢に不随意運

動・失調等を有す

るもの

級

◆を表記しているもの 交通機関の利用料金割引制度における第１種の身体障がい者を示しています（説明 ページ）

備

考

★を表記しているもの 肢体不自由のうち「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい」については、次の条件に該当する場合に第１種の身体障がい者となります

・上肢機能の障がい … 両上肢に障がいがある場合

・移動機能の障がい … 両下肢に障がいがある場合
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種種類類 内内容容 対対象象ととななるる方方

更更生生医医療療
身体の障がいの軽減と機能を改善して
日常生活を容易にするための医療

１８歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けた方
（呼吸器機能障がい・ぼうこう又は直腸機能
障がいを除く）

育育成成医医療療
治療により身体上の障がいを軽減し、
日常生活を容易にするための医療

１８歳未満で身体に障がいを有する児童、ま
たはそのまま放置すると将来障がいを残す
と認められる児童

精精神神通通院院医医療療
精神障がいの治療上必要と認められる
医療

一定以上の症状を有する精神疾患の治療の
ため通院医療が必要な方

医療費の１割が自己負担となります（指定自立支援医療機関において行います）。ただし、世帯の市
民税の課税状況や高額治療継続者（重度かつ継続）（注１）の該当により、自己負担上限額が設定されて
います。入院時の食事は原則として実費負担です。自立支援医療を受けるには、必ず事前に申請が必要
です。対象となる障がい種別や医療の内容については窓口にご相談ください。
窓窓口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）※育成医療の窓口は ページ参照

①…生活保護世帯の方
②…市民税非課税世帯であり、受給者の年間収入が 万円以下の方
③…市民税非課税世帯であり、②以外の方
④…市民税課税世帯で、市民税所得割額が３万３千円未満の方
⑤…市民税課税世帯で、「 万 千円≦市民税所得割額＜ 万 千円」の方
⑥ …市民税所得割額が 万 千円以上の方

（注１）高額治療継続者（重度かつ継続）
（１）疾患・症状等から対象となる方

●更生医療、育成医療
じん臓機能障がい（人工透析療法・じん移植術後の抗免疫療法に限る）、小腸機能障がい（中心静脈栄養法

による治療に限る）、免疫機能障がい、心臓機能障がい（心移植術後の抗免疫療法に限る）、肝臓機能障がい
（肝臓移植術後の抗免疫療法に限る）の方
●精神通院医療

統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症、薬物関連障がい（依存症等）の方および上記以外の
疾病で医師が重度かつ継続と認めた方

（２）疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の高額療養費で多数該当となっている方

（注２）「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の方、及び育成医療における中間所得者（高額治療継続者を除く）の世帯
に属する方に対する経過措置は、令和９年３月３１日までの取扱いです。

  ３３  医医 療療  
自自立立支支援援医医療療

 

生 活 保 護 
 

負 担 0 円 

低 所 得 １ 
負 担 上 限 
2 , 5 0 0 円 

低 所 得 ２ 
負 担 上 限 
5 , 0 0 0 円 

公 費 負 担 
対 象 外 

一 定 所 得 以 下 中 間 所 得 層 一定所得 
以 上 

 
中間所得層１ 
負 担 上 限 
5 , 0 0 0 円 

 
中間所得層２ 
負 担 上 限

1 0 , 0 0 0 円 

 
一定所得以上 
負 担 上 限 
2 0 , 0 0 0 円 

（注２） 

高額治療継続者（重度かつ継続）（注１） 

中 間 所 得 
負担上限：医療保険の自己負担額 

上限：5,000 円 
  (注２) 

上限：10,000 円 
（注２） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

育 成 医 療 
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国民健康保険・各種健康保険の被保険者または被扶養者に、次の医療費等の自己負担の一部を助成します。

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

内内容容 対対象象ととななるる方方 対対象象ととななららなないい方方（（制制限限等等））

●保険診療が適用さ

れた医療費等の自己

負担から一部自己負

担額（※１）を控除

した額を助成しま

す。

●入院時の食事代

にかかる自己負担の

一部を助成します。

（※２）

次のいずれかの要件を満たす方（本人の所

得について所得制限あり）

①身体障がい者手帳（１・２級）の交付を

受けた方

②療育手帳（ ）の交付を受けた方

③身体障がい者手帳（３～６級）かつ療育

手帳（ ）の交付を受けた方

④精神障がい者保健福祉手帳（１級）の交

付を受けた方

⑤難病法の助成対象者及び特定疾患医療受

給者のうち、障がい年金１級９号相当ま

たは特別児童扶養手当１級９号相当の方

●生活保護を受給している方

●こども医療費助成制度またはひ

とり親家庭医療費助成制度によ

り医療証の交付を受けている方

●児童福祉法に基づく措置により

医療の給付を受けている方

●国等の公費負担によって、医療

費の全額支給を受けることがで

きる方

●他の地方公共団体から重度障が

い者医療費助成制度に相当する

医療費の助成を受けることがで

きる方

（※１）一医療機関ごとに、入・通院にかかる医療費及び薬局での薬代の支払い並びに訪問看護利用料につい
て、それぞれ１日当たり最大 円をご負担いただきます。また、同一診療月にご負担いただいた一
部自己負担額が月の負担上限額（ 円）を超えたときは、申請により払い戻しを受けることがで
きます。払い戻しの申請は、大阪市医療助成費等償還事務センターで郵送でのみ受け付けています。

なお、一度必要書類を送付していただくことで、その後は手続きなしに月の負担上限額超過分の払い
戻しを受けることができる自動償還を行っています。自動償還は、自動償還に同意する旨の記載がある
申請書を償還事務センターが受け付けた日の属する月の診療分から開始します。（大阪府外の医療機関
などを受診したときや、やむを得ず医療証を提示できずに受診したとき、受給者番号が変更となったと
き、医療機関等からのレセプト（診療報酬）の請求が遅れたときなどは自動償還の対象となりませんの
で、償還事務センターへ払い戻し申請をしてください）

（※２）①②③の方で公的医療保険から発行される限度額適用・標準負担額減額認定証又は食事療養標準負担
額減額認定証の交付を受けることができる方に対する助成です。

 
 
 

一般歯科医院で治療が困難な障がいのある方は、次の医療機関で治療が受けられます。

受診前に必ず電話等で相談・確認し、予約をしてください。

医医療療機機関関名名
所所在在地地

診診療療日日 電電話話

大大阪阪府府歯歯科科医医師師会会附附属属

歯歯科科診診療療所所障障ががいい者者診診療療

〒 天王寺区堂ヶ芝 大阪府歯科医師会館内

火曜・木曜・土曜

大大阪阪急急性性期期・・総総合合医医療療セセンンタターー
〒 住吉区万代東

月曜から金曜

子子供供のの城城療療育育ククリリニニッックク
〒 淀川区西中島 公文教育会館 階

月曜・火曜・木曜・金曜

ボボババーースス記記念念病病院院
〒 城東区東中浜

月曜から金曜、第２土曜

南南大大阪阪小小児児

リリハハビビリリテテーーシショョンン病病院院

〒 東住吉区山坂

月曜から金曜

※ 歳未満に限る

森森之之宮宮病病院院
〒 城東区森之宮２ １ ８８

月曜から金曜、土曜（要相談）

大大阪阪赤赤十十字字病病院院
〒 天王寺区筆ヶ崎町

月曜から水曜、金曜 ※口腔外科に限る

身 知 精
障障ががいい児児・・者者歯歯科科診診療療

身 知 精 難
重重度度障障ががいい者者医医療療費費助助成成
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障がいのある方を対象に、病気の早期発見と二次障がいの予防などを行い、健康と福祉の増進を

はかるため障がい者健康診査を実施しています（利用の際は電話などで日時を予約してください）。

問問いい合合わわせせ先先 ： 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター診療所

問い合わせ先詳細： ページ

内内 容容 ： ●必須検査

問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、血液検査、検尿、貧血検査、血糖検査、

胸部 線撮影

●選択検査（選択検査は、医師が必要と認めた方に実施します）

心電図検査、四肢等 線撮影、肝炎ウイルス検査

対対象象ととななるる方方 ： 市内に居住する 歳から 歳までの在宅の障がいのある方で、次のいずれかに

該当する方

●身体障がい者手帳の交付を受けている方

●療育手帳の交付を受けている方

●精神保健および精神障害者福祉に関する法律第 条に規定する精神障がい者

※ただし、学校保健法や労働安全衛生法などにより健康管理事業に相当する保健サービ

スを受けることができる方（学生や常勤雇用労働者、認可通所施設利用者など）なら

びに医療保険者が実施する特定健康診査を受けることができる方は除きます。

※市内居住の 歳以上の障がいのある方で医療保険者が実施する特定健康診査受診券

をお持ちの場合は、ご希望により当センターでの受診が可能です。（（健健康康保保険険のの種種類類

にによよりり自自己己負負担担がが発発生生すするる場場合合ががあありりまますす））

費費 用用 ： ●必須検査は無料

●選択検査は、心電図検査及び四肢等 線撮影は 円、肝炎ウイルス検査は

円（ただし、 歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

は無料）。

※生活保護法による被保護世帯および市民税非課税世帯に属する方は、証明書また

はそれにかわるものがあれば無料になります。

 

内内容容 対対象象ととななるる方方 窓窓口口

一定の障がいの

ある方は後期高

齢者医療制度に

歳から加入で

きます。

・国民年金法等における障がい年金１・２級の方

・身体障がい者手帳１～３級（４級の一部を含む）を

お持ちの方

・精神障がい者保健福祉手帳１～２級をお持ちの方

・療育手帳（ ）または認定カードの交付を受けた方

各区役所

保険年金業務担当

各区局番（ ページ）

＋

身 知 精
障障ががいい者者健健康康診診査査

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度
身 知 精 難
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【【大大阪阪市市障障ががいい者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー】】 身 知 精 難

就業を希望あるいはすでに就業している方に対し、就業および日常生活に関する相談から職

業定着までの支援を行い、就業の安定と職業的自立の促進を図ります。

名名称称 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス 担担当当区区

東部地域障がい者就業・

生活支援センター

〒

天王寺区東上町
北、中央、東成、

天王寺、生野

淀川地域障がい者就業・

生活支援センター

〒

淀川区加島１
西淀川、淀川、

東淀川

北部地域障がい者就業・

生活支援センター

〒

城東区鴫野東
都島、旭、

城東、鶴見

西部地域障がい者就業・

生活支援センター
〒

港区波除６－４－５
福島、此花、西、

港、大正

中部地域障がい者就業・

生活支援センター

〒

西成区北津守
浪速、阿倍野、

西成

南西部地域障がい者就業・

生活支援センター

〒

住之江区泉 住之江、住吉

南部地域障がい者就業・

生活支援センター

〒

平野区喜連西 東住吉、平野

※東部地域障がい者就業・生活支援センターでは、「精神障がい者就業支援コーディネーター」、

「発達障がい者就業支援コーディネーター」を配置しています。

【【大大阪阪障障害害者者職職業業セセンンタターー】】身 知 精 難

公共職業安定所や関係機関と連携して、障がいのある方に対して就職や職場定着、職場復帰

のための相談や職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、リワーク支援等を行っています。

名名称称 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

大阪障害者職業センター

〒

中央区久太郎町

クラボウアネックスビル 階

【【大大阪阪市市地地域域就就労労支支援援セセンンタターー】】身 知 精 難

働く意欲がありながら、様々な就労阻害要因を持った方（若年者・中高年齢者・障がい者・

ひとり親家庭の親など）や、働くことに不安のある方などを対象に、専門の相談員が、相談者

に応じた仕事探しの方法や心構えなどについてのアドバイス、公共的な職業訓練の情報提供、

履歴書の書き方、面接の受け方などといった仕事探しの助言・相談を行います。

名名称称 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

大阪市地域

就労支援センター

〒

浪速区木津川 ´ワーク創造館内

  ４４  就就 業業  
就就業業支支援援
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【【大大阪阪市市ししごごとと情情報報ひひろろばば】】身 知 精 難

就職に向けた支援が必要な方などを対象に、無料の職業相談・職業紹介を実施しています。

また、キャリアカウンセリング、職業適性診断、各種セミナーなど求職者個々のペースに合

わせた支援を行っています。

名名称称
所所在在地地 電電話話

開開設設日日時時 フファァッッククスス

「しごと情報ひろば」

天下茶屋

〒 西成区岸里

（ 堺筋線・南海電鉄「天下茶屋」駅共用コンコース

内）

毎週月～金曜日（土・日・祝日及び、年末年始は休み）

時～ 時 分

「しごと情報ひろば」

西淀川

〒 西淀川区御幣島 西淀川区役所１階

毎週月～金曜日（土・日・祝日及び、年末年始は休み）

時～ 時 分

「しごと情報ひろば」

平野

〒 平野区背戸口 平野区役所１階

毎週月～金曜日（土・日・祝日及び、年末年始は休み）

時～ 時 分

「しごと情報ひろば」

クレオ大阪西・

マザーズ

〒 此花区西九条 クレオ大阪西 階

毎週火～金曜日（土・日・月・祝日及び、年末年始、クレオ大阪西

の休館日は休み）

時 分～ 時

【【公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））】】所所在在地地：： ペペーージジ 身 知 精 難

障がいのある方の仕事の相談に応じ、職業紹介、ならびに就職後のアフターフォローを行い

ます。なお、聴覚障がい者のために定期的に手話通訳者を配置しています。また、精神障がい・

発達障がい者の方や難病のある方のために、精神・発達障害者雇用サポーター・難病患者就職

サポーターを配置し、相談を行っています。

【【大大阪阪府府「「ＯＯＳＳＡＡＫＫＡＡししごごととフフィィーールルドド」」】】身 知 精 難

お仕事をお探しの方への就職活動の支援、採用をお考えの企業への支援を行う施設です。

求職中の方へは、カウンセリングのほか、職場体験、就職活動のポイントが学べるセミナー

等を実施しています。

また、中小企業向けに採用や定着に役立つセミナー等も行っています。

名名称称 所所在在地地 電電話話

ＯＳＡＫＡ

しごとフィールド

〒

中央区北浜東

エル・おおさか本館２階及び３階

職職業業相相談談
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【【大大阪阪市市職職業業リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターー】】身 知 精 難

一般企業への就職をめざす障がいのある方を対象に職業能力開発訓練を行い、職業的自立

を図ります。

科科目目 対対象象 入入校校月月
訓訓練練
期期間間

募募集集
定定員員

オオフフィィスス実実務務科科 身体障がいのある方

４月

年 １ 名

ビビジジネネススパパーートトナナーー科科
知的障がいのある方 年

１ 名

ワワーーキキンンググススキキルル科科 １ 名

ジジョョブブ・・ココミミュュニニケケーーシショョンン科科 発達障がいのある方 年 ５名

ワワーーククアアドドババンンスストト科科 精神障がいのある方 年 ７名

ＩＩＣＣＴＴテテレレワワーークク科科
障がいのある方
（障がいの種別を問いません）

１０月 年 ５名

※募集内容については、大阪市職業リハビリテーションセンターへお問い合わせください。

その他の訓練事業

事事業業名名 対対象象 募募集集定定員員

障障ががいい者者のの態態様様にに応応じじたた多多様様なな委委託託訓訓練練

（（訓訓練練期期間間３３～～６６ヶヶ月月））

身体障がい、知的障がい、精神障

がい、発達障がいのある方
２９名

名名称称
電電話話 フファァッッククスス

所所在在地地

大大阪阪市市職職業業
リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターー

〒 平野区喜連西

【【大大阪阪市市職職業業指指導導セセンンタターー】】知

一般企業への就職をめざす知的障がいのある方を対象に職業訓練を行い、職業的自立を図

ります。

科科目目 定定員員 期期間間 対対象象

１年次 職業基礎科

２年次 総合流通科
名 年 知的障がいのある方

※募集内容については、大阪市職業指導センターへお問い合わせください。

名名称称
電電話話 フファァッッククスス

所所在在地地

大大阪阪市市職職業業指指導導セセンンタターー
〒 住之江区泉

職職業業訓訓練練
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【【大大阪阪障障害害者者職職業業能能力力開開発発校校】】身 知 精 難

障がいのある方を対象に、障がいのある方が自立し働けるよう、就職に必要な技術・知識を

習得するための職業訓練を行っています。

科科目目 定定員員 訓訓練練期期間間 対対象象

ビジネス科 名 年

障がいのある方

（障がいの種別を問

いません）

技術科 名 年

デザイン科 名 年

オフィス実践科 名 年

ワークサービス科 名 年 知的障がいのある方

職域開拓科 各 名 か月（ 月 月入校） 精神障がいのある方

チャレンジ科 各 名 か月（ 月 月入校） 発達障がいのある方

名名称称
電電話話 フファァッッククスス

所所在在地地

大大阪阪障障害害者者職職業業能能力力開開発発校校

３

〒 堺市南区城山台

※上記以外にも、市内の府立夕陽丘高等職業技術専門校や、府立北大阪高等職業技術専門

校に障がいのある方を対象とした科目を設置しているほか、社会福祉法人等に委託し、職

業訓練を実施

しています。

 

窓窓 口口 ： ハローワーク（公共職業安定所）（所在地 ページ）

授授 業業 料料 ： 無料（教科書代などの実費必要）

入入 校校 時時 期期 ： ４月（職域開拓科・ チャレンジ科は４月、１０月）
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障害者総合支援法によるサービス・給付は目的や役割に応じて下の図にあるようなグループ

に分類されます。

さまざまな給付などにより、障がいのある方が安心して生活できるように支援します。

 

 
 
 
 

 

  ５５  自自立立支支援援事事業業  

・相談支援 
・住宅入居支援 
・コミュニケーション支援 
・日常生活用具の給付または貸与 
・移動支援 
・地域活動支援センター 

など 

自自 立立 支支 援援 給給 付付  

地地 域域 生生 活活 支支 援援 事事 業業  

介介護護給給付付  
・居宅介護(ホームヘルプ) 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・重度障がい者等包括支援 
・短期入所(ショートステイ) 
・療養介護 
・生活介護 
・施設入所支援 

自自立立支支援援医医療療  
・更生医療 
・育成医療 
・精神通院医療 

障障 がが いい 者者  
障障 がが いい 児児  

自自 立立 支支 援援 ササ ーー ビビ スス のの 全全 体体 像像

計計画画相相談談支支援援  
・サービス利用支援 
・継続サービス利用支援 

地地域域相相談談支支援援  
・地域移行支援 
・地域定着支援 

補補装装具具  

必必要要ななササーービビススをを利利用用  

訓訓練練等等給給付付  
・自立訓練 

(機能訓練・生活訓練・宿泊型) 
・就労移行支援 
・就労継続支援 
・就労定着支援 
・共同生活援助 

(グループホーム) 
・自立生活援助 
 

支支 援援  

・専門性の高い相談支援 
・広域的な対応が必要な 

事業 
・人材育成 

など 

都都 道道 府府 県県  
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【【介介護護給給付付・・訓訓練練等等給給付付】】身 知 精 難

障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福

祉サービスにかかる給付を行います。

サービスを利用する場合には、お住まいの区の下記窓口で申請手続きを行い、支給決定を受

ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。

対対象象ととななるる方方：身体・知的・精神障がい者（児）・難病等を有する方

対対象象ササーービビスス：介護給付（ 種類）・訓練等給付（６種類）・指定相談支援

※介護保険制度の対象となる方は、介護保険制度が優先となります。ただし、

介護保険のみでは支援が不足する部分や介護保険には相当するものがない障が

い福祉サービスなどの利用が必要な場合、お住まいの区の下記窓口へご相談く

ださい。

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利用用手手続続 きき：① 支給申請 → ② 訪問調査 → ③ 障がい支援区分の認定 → ④ サービスの

利用意向調査 → ⑤ サービス等利用計画案の作成 → ⑥ 支給決定 → ⑦ サ

ービス利用 の流れになります。

※訓練等給付（共同生活援助を除く）に該当するサービスのみを利用する場合

は、基本的には③障がい支援区分の認定は行いません。

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負担）が必要

となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられています。

※申請等に必要な様式については、本市ホームページをご参照ください。

（ ： ）

（（１１）） 介介護護給給付付

種種別別 内内容容

居居宅宅介介護護（（ホホーームムヘヘルルププ））
・身体介護
・家事援助
・通院等介助
・通院等乗降介助

居宅における入浴、排泄、食事、通院の介護等を行います。

重重度度訪訪問問介介護護
（（外外出出をを含含むむ））

重度の肢体不自由者または重度の知的・精神障がいにより行動上
著しい困難を有する方で常時介護の必要な方に対して、居宅にお
ける入浴、排泄、食事の介護等および外出時の介護などを総合的
に提供します。

同同行行援援護護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に対して、外出
時において必要な支援を行います。

行行動動援援護護
知的・精神障がいにより、行動上著しい困難のある方で、常時介
護を必要とする方に対して、居宅内や外出時の介護など行動する
際に生じる危険を回避するための介護を行います。

重重度度障障ががいい者者等等包包括括支支援援
常時介護を必要とする方に対して、居宅介護をはじめとする複数
の福祉サービスを包括的に提供します。

短短期期入入所所
（（シショョーートトスステテイイ））

障がい者・児を自宅で介護している方が、疾病その他の理由によ
り一時的に介護できない場合に、当該障がい者に原則として月
日以内、指定短期入所事業者で宿泊を伴う入所サービスを提供し
ます。

療療養養介介護護
医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関において機能
訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の便宜を提供し
ます。※身体障がい者の方が対象です。

自自立立支支援援給給付付
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種種別別 内内容容

生生活活介介護護

常時介護を必要とする方に対して、入浴、排泄、食事の介護を行

うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行いま

す。

施施設設入入所所支支援援
施設に入所する方に対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事等の

介護等を行います。

（（２２））訓訓練練等等給給付付

種種別別 内内容容

自自立立訓訓練練
自立した日常生活や社会生活を営めるように、一定期間、身体機

能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就就労労移移行行支支援援
一般企業等での就労を希望する方等に対して、一定期間、就労に

必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就就労労継継続続支支援援

一般企業等での就労が困難な方等に対して、働く場を提供すると

ともに、就労に関する知識および能力の向上のために必要な訓練

を行います。

就就労労定定着着支支援援

就労移行支援等の障がい福祉サービスを利用して一般就労へ移

行した方に対して、就労継続を図るために必要な連絡調整や助言

等の必要な支援を行います。

共共同同生生活活援援助助

（（ググルルーーププホホーームム））

地域において共同生活する障がい者に対して、必要な家事等の日

常生活上の支援や食事・入浴・排泄等の介護、相談支援等の援助

を行います。

自自立立生生活活援援助助

障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院等から退所し、

一人暮らしを始めた方等に対して、必要な情報の提供や助言、関

係機関との連絡調整の支援を行います。

【【地地域域相相談談支支援援】】 身 知 精 難（※利用者負担はありません）

種種別別 内内容容

地地域域移移行行支支援援

施設に入所または精神科病院に入院している方に対して、地域に

おける生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な

支援を行います。

地地域域定定着着支支援援
居宅で単身等の状況で生活する方に対して、常時の連絡体制を確

保し、緊急の事態等に相談その他の必要な支援を行います。

【【計計画画相相談談支支援援】】 身 知 精 難（※利用者負担はありません）

種種別別 内内容容

ササーービビスス利利用用支支援援

心身の状況、環境等を勘案し、利用サービスの内容等を定めたサ

ービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス等利用計画

の作成等を行います。

継継続続ササーービビスス利利用用支支援援

サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検

証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直し、変更

等を行います。
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（（介介護護給給付付･･訓訓練練等等給給付付のの利利用用手手続続ききのの流流れれ））
サービスを利用するための基本的な流れは次のとおりです。

※障がい支援区分とは、障がいのある方の心身状況等に応じて必要とされる標準的な支援の度合

を表す６段階の区分で、介護給付の利用にあたっては、障がい支援区分の認定が必要です。

① 各区保健福祉センター福祉業務担当に介護給付・訓練等給付支給等の申請を行います。

② 障がい支援区分の判定等のため、調査員が自宅などに訪問し、心身の状況等について聞

き取り調査（障がい支援区分認定調査）を行います。

③ 認定調査の結果等を踏まえ、障がい支援区分認定審査会において審査・判定を行い、障

がい支援区分を認定します（ただし、訓練等給付（共同生活援助を除く）のみを利用す

る場合を除く）。

④ 指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成します。

⑤ 区保健福祉センターにおいて支給決定を行い、サービスを利用する際に必要となる受給

者証を交付します。

⑥ 支給決定を受けた方は、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。

⑦ サービスを利用したときには、指定事業者・施設に対し利用者負担額を支払います。

（（利利用用者者負負担担））
サービスの利用負担については、利用される方の世帯の負担能力に応じ、ひと月あたりの

負担上限額が決定されます。ただし、サービス利用に要した費用の１割の合計額が負担上限

月額に満たない場合は、その金額となります。なお、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯

は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担に上限が設けられており、利用するサービス

の種類により、軽減措置が異なります。

他に食費や光熱費等の居住に要する費用は実費負担となりますが、負担が重くなりすぎな

いように、それぞれに軽減措置を設けています。これらのさまざまな負担軽減措置を受ける

には、申請が必要となりますので、詳しくはお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当

へサービス利用の申請時に合わせて相談・申請してください。

●負担上限月額

所所得得区区分分  要要件件  負負担担上上限限月月額額  
福福祉祉部部分分  医医療療部部分分※※１１  

生活保護 
利用者が生活保護費を受給または中国残留邦人等支援法

に基づく支援給付金を受給している場合、もしくは受給

する世帯の世帯員である場合 
０円 

０円 

低所得１ 
市民税 

非課税世帯 

利用者（障がい児の場合は保護者）の年間

収入が８０万円以下の場合 １５，０００円 

低所得２ 利用者（障がい児の場合は保護者）の年間

収入が８０万円を超える場合 ２４，６００円 

一般１ 
市民税 

課税世帯 

【障がい者（１８歳以上）の場合】 
世帯の市民税所得割額の合計が１６万円

未満（ただし、施設入所者は除く） ※２ 
９，３００円 

４０，２００円 
【障がい児（１８歳未満）および 
２０歳未満の施設入所者の場合】 
保護者の属する世帯の市民税所得割額の

合計が２８万円未満 ※３ 

障がい児 
４，６００円 

施設入所者 
９，３００円 

一般２ 「一般１」以外の市民税課税世帯 ３７，２００円 

※ 療養介護の利用者に限り、福祉部分と医療部分の負担上限月額を定めています。

※ グループホーム・宿泊型自立訓練は該当しません。

※ 施設入所者には、施設入所支援の利用者および療養介護の利用者が該当します。

なお、年齢については、支給決定期間の開始日を基点とし判断します。
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（（指指定定障障ががいい福福祉祉ササーービビスス事事業業所所・・障障ががいい者者支支援援施施設設ににかかかかるる情情報報ににつついいてて））
障がい福祉サービス事業所・障がい者支援施設にかかる情報については、本市ホームページ

に大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センターにも大阪市内の事業者

所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホームページまたは各区担当者へ

ご確認ください。

（ ： ）

また、障がい福祉サービス等を行う事業者は、情報公表制度に基づいて、事業所の基本情報

や運営状況、サービスの提供体制などについての情報を公表することとなっています。独立行

政法人 福祉医療機構が提供する （下記 ）で検索・閲覧できますので、サービ

スを利用する際のご参考にご活用ください。

障害福祉サービス等情報検索サイト

（ ： ）

【【高高額額障障ががいい福福祉祉ササーービビスス等等給給付付費費】】身 知 精 難

障がい福祉サービス等にかかる利用者負担の軽減措置の一つとして、同一世帯に障がい福祉

サービス等を利用する方が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、世帯における

利用者負担額のうち基準額を超える負担分について、償還払い方式により支給します。

負担軽減措置を受けるには、申請が必要となりますので、大阪市医療助成費等償還事務セン

ターへ申請書等を送付してください。

なお、障がい福祉サービス等を利用している方で、新たに高額障がい福祉サービス等給付費

の支給対象となる可能性のある方には、年に２回、大阪市医療助成費等償還事務センターから

申請書等をお送りし、申請の勧奨を行います。

※対象となるサービス等の費用
・障がい福祉サービスのうち介護給付費等に係る利用者負担額
・介護保険の利用者負担額（同一人が障がい福祉サービスを併給している場合に限る。）
・補装具給付費に係る利用者負担額（同一人が障がい福祉サービス等を併給している場合に限る。）
・障がい児通所給付費に係る利用者負担額
・障がい児入所給付費に係る利用者負担額

【【高高齢齢障障ががいい者者のの介介護護保保険険ササーービビスス利利用用者者負負担担軽軽減減】】 身 知 精 難

歳になるまでに５年間引き続き介護保険サービスに相当する障がい福祉サービス（※１）

の支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した障がい

福祉サービスに相当（類似）する介護保険サービス（※２）の利用者負担相当額を、償還払い

方式により支給します。

負担軽減措置を受けるには、申請が必要となりますので、大阪市医療助成費等償還事務セン

ターへ申請書等を送付してください。

なお、障がい福祉サービスを利用している方で 歳を迎えて新たに高齢障がい者の介護保

険サービス利用者負担軽減の対象者となる可能性のある方には、 歳を迎えた翌月に、大阪市

医療助成費等償還事務センターから申請書等をお送りし、申請の勧奨を行います。

●対象となる方の要件

次の要件のいずれにも該当する方。

・ 歳に達する日前５年間引き続き介護保険サービスに相当する障がい福祉サービス（※

１）に係る支給決定を受けていたこと。

・障がい福祉サービス利用者及びその配偶者が、当該利用者が 歳に達する日の前日の属

する年度（ 歳に達する日の前日が４月から６月までの間にあっては前年度）において

市民税非課税世帯又は生活保護世帯に該当すること。（申請時においても市民税非課税世帯

又は生活保護世帯に該当すること。）

・ 歳に達する日の前日において障がい支援区分２以上であること。

・ 歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
※１ 介護保険サービスに相当する障がい福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、

短期入所をいいます。
※２ 障がい福祉サービスに相当（類似）する介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期

入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護



34

5
自
立
支
援

事

業

【【補補装装具具費費のの給給付付】】 身 難
身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病等を有する方の仕事や日常生活を容易にするため

に、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具（補装具）の購入（修理・借受
け）にかかる費用を支給します。

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）
手手 続続 きき：：１．補装具の購入（修理・借受け）を希望する方は、上記の窓口で費用支給の申

請を行います。
２．申請を受けた保健福祉センターは、大阪市立心身障がい者リハビリテーショ

ンセンター等の意見をもとに補装具費の支給決定を行います。
３．支給決定を受けた方は、代理受領登録補装具事業者と補装具の購入（修理・

借受け）の契約を結び、補装具の購入（修理・借受け）のサービスを受けて
いただきます。

４．補装具事業者から補装具の購入（修理・借受け）を受けたら、購入（修理・
借受け）費用のうち利用者負担額を補装具事業者に支払っていただきます。

５．補装具の購入（修理・借受け）費用から利用者負担額を差し引いた額は、保
健福祉センターから補装具事業者に支払います。
※借受けの対象となる補装具は、①義肢・装具・座位保持装具の完成用部品、

②歩行器、③座位保持椅子、④重度障がい者用意思伝達装具（本体のみ）
です。

利利用用者者負負担担額額：定率 割

※所得等に応じた負担上限月額が設定
されています。（①の方は、利用者負
担額減額・免除申請書等が必要です）

※ 歳以上の方の補装具について、一
定所得以上の世帯は、支給対象外と
なります。

所所得得区区分分 負負担担上上限限月月額額

① 生活保護世帯・市民税非課税世帯 円

② 市民税課税世帯で、③以外の方 円

③

同一世帯の最多納税者の市民税

所得割額が、４６万円以上の方

（ 歳以上の方のみ※）

支給対象外

申申請請にに必必要要ななもものの：
●補装具事業者の見積書
● 歳未満の方は、指定自立支援医療機関（育成医療）等の意見書
● 歳以上の方は、医師の意見書や心身障がい者リハビリテーションセンターの判定書

（不要な場合もあります）

障障ががいいのの種種別別 補補装装具具のの種種類類

視覚障がい 視覚障がい者安全つえ・義眼・眼鏡

聴覚障がい 補聴器・人工内耳（音声信号処理装置の修理のみ）

肢体不自由
義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・
歩行器・歩行補助つえ

歳未満のみ 座位保持いす・起立保持装置・頭部保持具・排便補助具

呼吸器または心臓機能障がい 車いす・電動車いす

肢体不自由かつ言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置

※介護保険の対象となる方は、補装具のうち、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
は介護保険と共通する品目であるため、介護保険から貸与を受けていただくことになりま
す。
ただし、医師や心身障がい者リハビリテーションセンター等により障がい者の身体状況に
個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具費として支給を受けることがで
きます。なお、希望する補装具であっても、障がいの内容により支給対象外となる場合が
ありますので、詳細については窓口にご確認ください。

※難病等を有する方はその疾患が起因となり、各種目の要件を満たすことが認められる場合
に支給します。
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【【日日常常生生活活用用具具給給付付事事業業】】身 知 精 難

日常生活の便宜を図るため、必要なものが次のとおり給付されます。

（※ご注意点：必ず事前申請が必要です）

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

費費 用用 ： 世帯の所得に応じて費用を負担（ ページ参照）

備備 考考 ： それぞれの品目には給付限度額が設けられています

日日常常生生活活用用具具のの給給付付のの基基準準

品品目目名名 障障ががいい者者手手帳帳等等のの区区分分 等等級級等等 そそのの他他制制限限等等

介介
護護
・・
訓訓
練練
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

特特殊殊寝寝台台

下肢または体幹機能障がい 級以上

学齢児以上難病等を有する方でその疾
患が起因となり、下肢または
体幹機能障がいのある者

特特殊殊ママッットト

下肢または体幹機能障がい 級
歳以上で常時介護を要する方
歳未満の場合は 級も対象

知的障がい （重度）

歳以上難病等を有する方でその疾
患が起因となり、寝たきりの
状態にある者

特特殊殊尿尿器器

下肢または体幹機能障がい 級

学齢児以上で常時介護を要する方難病等を有する方でその疾
患が起因となり、自力で
排尿できない者

入入浴浴担担架架 下肢または体幹機能障がい 級以上
歳以上で、入浴にあたって家族等他人の介

助が得られる方

体体位位変変換換器器

下肢または体幹機能障がい 級以上

学齢児以上で、下着交換等にあたって家族等
他人の介助を要する方

難病等を有する方でその疾
患が起因となり、寝たきりの
状態にある者

移移動動用用リリフフトト

下肢または体幹機能障がい 級以上

歳以上難病等を有する方でその疾患
が起因となり、下肢または体
幹機能に障がいのある者

訓訓練練いいすす 下肢または体幹機能障がい 級以上 歳以上 歳未満

褥褥瘡瘡予予防防ママッットト

下肢または体幹機能障がい 級

学齢児以上で日常生活動作において全面的
に介護を要する方

難病等を有する方でその疾
患が起因となり、下肢または
体幹機能に障がいのある者

自自
立立
生生
活活
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

入入浴浴補補助助用用具具

下肢または体幹機能障がい ～ 級

歳以上で入浴に介助を要する方難病等を有する方でその疾
患が起因となり、入浴に
介助を要する者

便便器器
（手すり付き便器を含む）

下肢または体幹機能障がい 級以上

学齢児以上難病等を有する方でその疾
患が起因となり、常時介護を
要する者

つつええ 下肢または体幹機能障がい 級以上 学齢児以上

地地域域生生活活支支援援事事業業
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品品目目名名 障障ががいい者者手手帳帳等等のの区区分分 等等級級等等 そそのの他他制制限限等等

自自
立立
生生
活活
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

移移動動・・移移乗乗支支援援用用具具

（（歩歩行行支支援援用用具具））

平衡機能または下肢もしくは体

幹機能障がい
～ 級 歳以上で家庭内の移動等において介助

を必要とする方

視覚障がいの場合は、手すり及び段差解消

のみ

難病等を有する方でその疾患が起

因となり、下肢が不自由な者

視覚障がい 級以上

頭頭部部保保護護帽帽

平衡機能または下肢もしくは体

幹機能障がい
～ 級 身体の障がい等により頻繁に転倒する方

知的障がい （重度）
てんかんの発作等により頻繁に転倒する

方精神障がい １～ 級

特特殊殊便便器器

上肢機能障がい 級以上 学齢児以上

知的障がい （重度）

学齢児以上で、訓練を行っても自ら排便後

の処理が困難な方
難病等を有する方でその疾患が

起因となり、両上肢機能障がいの

ある者

火火災災警警報報器器（（連連動動型型））

聴覚障がい

または音声・言語機能障がい
級以上

所得税非課税世帯で、障がい者のみの世帯

またはこれに準ずる世帯

ただし、集合住宅で非常ベル・非常放送設

備のある住宅は除く身体障がい 級以上

火火災災警警報報器器（（一一般般））

身体障がい 級以上
火災発生の感知および避難が著しく困難

な障がい者のみの世帯またはこれに準ず

る世帯

ただし、集合住宅で非常ベル・非常放送設

備のある住宅は除く
知的障がい （重度）

自自動動消消火火器器

身体障がい 級以上

火災発生の感知および避難が著しく困難

な障がい者のみの世帯またはこれに準ず

る世帯

知的障がい （重度）

難病等を有する方でその疾患が起

因となり、火災発生の感知及び避難

が著しく困難な者のみの世帯、又は

これに準ずる世帯

電電磁磁調調理理器器

視覚障がい 級以上
視覚障がい者のみの世帯またはこれに準

ずる世帯で、現に所有していないとき

知的障がい （重度）
知的障がい者のみの世帯またはこれに準

ずる世帯で、現に所有していないとき

歩歩行行時時間間延延長長信信号号機機用用

小小型型送送信信機機
視覚障がい 級以上 学齢児以上

聴聴覚覚障障ががいい者者用用

屋屋内内信信号号装装置置
聴覚障がい 級

聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準

ずる世帯

車車いいすす用用レレイインンココーートト 身体障がい １～ 級 車いすの使用を必要とする方

視視覚覚障障ががいい者者用用音音声声式式

ススケケーールル
視覚障がい ２級以上 学齢児以上

イイヤヤーーママフフ・・デデジジタタルル

耳耳栓栓
知的障がいまたは精神障がい 聴覚過敏の方
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品品目目名名 障障ががいい者者手手帳帳等等のの区区分分 等等級級等等 そそのの他他制制限限等等

在在
宅宅
療療
養養
等等
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

透透析析液液加加温温器器 じん臓機能障がい 級以上
歳以上で自己連続携行式腹膜潅流式

（ ）により透析療法を行う方

ネネブブラライイザザーー
（（吸吸入入器器））

呼吸器機能障がい 級以上

呼吸器機能障がい 級以上または同程度の
身体障がい者であって、必要と認められる
学齢児以上の方難病等を有する方でその疾患

が起因となり、呼吸器機能に
障がいのある者電電気気式式たたんん吸吸引引器器

視視覚覚障障ががいい者者用用体体温温計計
（（音音声声式式））

視覚障がい 級以上 学齢児以上の方

視視覚覚障障ががいい者者用用血血圧圧計計
（（音音声声式式））

視覚障がい 級以上
歳以上であって視覚障がい者のみの世

帯、またはこれに準ずる世帯

視視覚覚障障ががいい者者用用体体重重計計 視覚障がい 級以上
視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ず
る世帯

パパルルススオオキキシシメメーータターー

心臓機能障がいまたは呼吸器
機能障がい 級以上

医療保険における在宅酸素療法を行なう方
または人工呼吸器を装着している方難病等を有する方でその疾患

が起因となり、人工呼吸器を
装着している者 就寝時のみ
装着する場合は除く）

情情
報報
・・
意意
思思
疎疎
通通
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

携携帯帯用用会会話話補補助助装装置置
音声・言語機能障がい 級以上

肢体不自由 ～７級 発声・発語に著しい障がいがある方

情情報報通通信信支支援援用用具具 視覚障がい または
上肢機能障がい

級以上
学齢児以上。パーソナルコンピューターを
使用するにあたり必要となる周辺機器やア
プリケーションソフト

点点字字デディィススププレレイイ 視覚障がい 級以上
歳以上の視覚障がい 級以上の身体障

がい者であって必要とする方

点点字字器器（（携携帯帯用用））
視覚障がい 級以上

点字板と定規が一体となったものと点筆を
組み合わせて使用するもの

点点字字器器（（標標準準型型）） 点字板と定規と点筆を組み合わせて使用す
るもの

点点字字タタイイププラライイタターー 視覚障がい 級以上
学齢児以上で、就労もしくは就学している
かまたは就労が見込まれる方

視視覚覚障障ががいい者者用用
ポポーータタブブルルレレココーーダダーー
（（再再生生専専用用機機））

視覚障がい 級以上

学齢児以上。 方式による再生が可能
な製品

視視覚覚障障ががいい者者用用
ポポーータタブブルルレレココーーダダーー
（（録録音音再再生生機機））

学齢児以上。 方式による録音・再生
が可能な製品

視視覚覚障障ががいい者者用用
活活字字文文書書読読上上げげ装装置置

視覚障がい 級以上 学齢児以上

視視覚覚障障ががいい者者用用
拡拡大大読読書書器器 視覚障がい ～ 級

学齢児以上で、本装置により文字を読むこ
とまたは聞くことが可能になる方

視視覚覚障障ががいい者者用用時時計計
（（音音声声式式）） 視覚障がい 級以上

歳以上で、手指の触覚に障がいがある
等のため触読式時計の使用が困難な方

視視覚覚障障ががいい者者用用時時計計
（（触触読読式式）） 視覚障がい 級以上

歳以上で、本人が現に所有していない
とき

視視覚覚障障ががいい者者用用
地地上上デデジジタタルル放放送送対対応応
ララジジオオ

視覚障がい 級以上 学齢児以上

聴聴覚覚障障ががいい者者用用
通通信信装装置置

聴覚障がい または
音声・言語機能障がい

～ 級
学齢児以上（ファックスなど）。本装置がコ
ミュニケーション、緊急連絡等の手段とし
て必要と認められる方

聴聴覚覚障障ががいい者者用用
情情報報受受信信装装置置 聴覚障がい ～ 級 本装置によりテレビの視聴が可能になる方
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品品目目名名 障障ががいい者者手手帳帳等等のの区区分分 等等級級等等 そそのの他他制制限限等等

情情
報報
・・
意意
思思
疎疎
通通
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

人人工工喉喉頭頭（（電電動動式式））

音声・言語機能障がい ～ 級
本装置がコミュニケーションの手段と
して必要と認められる方

人人工工喉喉頭頭笛笛式式
（（気気管管カカニニュューーレレ付付））
人人工工喉喉頭頭
（（埋埋込込型型人人工工鼻鼻））

ＩＩＣＣタタググレレココーーダダーー 視覚障がい 級以上
歳以上で単身世帯もしくは世帯全

員が視覚障がい 級以上もしくはこれ
に準ずる世帯

電電話話
（（緊緊急急通通報報シシスステテムム用用））

身体障がい ２級以上
所得税非課税世帯で外出困難な身体障
がい者もしくは聴覚障がい者であるこ
と。ただし、コミュニケーション、緊
急連絡等の手段として必要であり、緊
急通報システムを同時に申請される方
に限る。（障がい者のみの世帯またはこ
れに準ずる世帯）

聴覚障がい、または
音声・言語機能障がい

３級以上

人人工工内内耳耳専専用用電電池池
（（空空気気電電池池））

聴覚障がい ２～６級 現に人工内耳を装用している方人人工工内内耳耳専専用用電電池池
（（充充電電式式電電池池））

人人工工内内耳耳専専用用充充電電器器

排排
泄泄
管管
理理
支支
援援
用用
具具
（（
給給
付付
））

スストトママ用用装装具具 蓄蓄便便袋袋
直腸機能障がい
小腸機能障がい

級以上 ストマ造設術を行っている方

スストトママ用用装装具具 蓄蓄尿尿袋袋
ぼうこう機能障がい
小腸機能障がい

級以上 ストマ造設術を行っている方

紙紙おおむむつつ

ぼうこう・直腸機能障がい 級以上

歳以上で、ストマ用装具を装着でき
ないか、先天性疾患に起因する高度の
排尿機能障がいまたは高度の排便機能
障がいがある方

乳幼児期以前の非進行性の脳
病変による脳原性運動機能障
がい

～ 級
３歳以上で、脳原性運動機能障がいに
より排尿もしくは排便の意思表示が困
難な方

下肢機能障がいまたは体幹機
能障がい、かつ知的障がいま
たは音声・言語機能障がいま
たは呼吸器機能障がい

下肢機能ま
たは体幹機
能障がい
級以上

３歳以上で、知的障がい、または音声・
言語機能障がい、または呼吸器機能障
がいが起因となり、排尿もしくは排便
の意思表示が困難な方

下肢機能障がいまたは体幹機
能障がい、かつ、難病等を有
する方

下肢機能ま
たは体幹機
能障がい

３歳以上で、難病等を有する方でその
疾病が原因となり、排尿もしくは排便
の意思表示が困難な方

ササララシシ、、ガガーーゼゼ、、
脱脱脂脂綿綿

ぼうこう・直腸機能障がい 級以上
ストマ用装具を装着できないか、先天
性疾患に起因する高度の排尿機能障が
いまたは排便機能障がいがある方

運動機能障がい ～ 級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ
る運動機能障がいで、排尿または排便
の意思表示が困難な方

洗洗腸腸用用具具

直腸機能障がい 級以上
ストマ用装具を装着できないか、先天
性疾患に起因する高度の排尿機能障が
いまたは排便機能障がいがある方

運動機能障がい ～ 級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ
る運動機能障がいで、排尿または排便
の意思表示が困難な方

収収尿尿器器 肢体不自由 ～ 級 本器により排尿が容易となる方

（注）生活保護の生活扶助を受給されている世帯等には、中国残留邦人への支援給付の生活保護給付を受給されている
世帯を含みます。

※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障がいに準じて
取り扱います。

※日常生活用具のうち、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具
および便器は、介護保険の福祉用具と共通する品目なので、介護保険の対象の方は、介護保険からの貸与や購入費の
支給を受けていただくことになります。

※介護保険の対象となっていない品目（視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障がい者用通信装置、ネブライザー、頭部保
護帽など）については、引き続き、障がい者の日常生活用具給付等事業から給付等を受けることができます。

※「ぼうこう・直腸機能障がい」以外の方で、初めて紙おむつの給付申請をされる方及び継続して紙おむつの給付を申
請される方で１８歳に達した方は医師意見書が必要となります。

※大阪市介護用品支給事業など他の制度で紙おむつの給付対象となる場合は、本事業の給付対象外となる場合がありま
す。

※介護・訓練支援用具において、「特殊マット」と「褥瘡予防マット」は、併給することができません。
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※ ストマ用装具（紙おむつを含む）について、１ヶ月分の給付決定を行う際の自己負担額につ
いては、上記自己負担額の２分の１とする。（１０円未満の端数は切り捨て）

そそのの他他のの事事業業 対対象象ととななるる方方 費費用用等等 内内容容

点点字字図図書書のの給給付付

視覚障がい者で、主として点

字により情報の入手を行っ

ている方

当該図書の一般図書購入価

格相当額を自己負担

点字図書出版施設で取り

扱っている点字図書の点

字制作費相当額を補助し

ます。

緊緊急急通通報報シシスステテムム
歳以上の外出困難な重度

身体障がい者または難聴者

所得税課税世帯は、月額使用

料を自己負担

急病、災害等の緊急時の通

報手段として、緊急通報装

置を貸与します。

盲盲人人用用具具のの販販売売 視覚障がい者 実費を自己負担

視覚障がい者の方に特に

配慮された各種の用具を

実費販売しています。

（一財）大阪市身体障害者

団体協議会（ ページ）

世世帯帯階階層層区区分分 自自己己負負担担額額

生活保護法による被保護世帯 円

市民税非課税世帯 円

所得税
非課税世帯

市民税均等割課税世帯 円

市民税所得割課税世帯 円

所
得
税
課
税
世
帯

前年度所得税 円 以下 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 ～ 円 円

〃 円 以上 全額

日日常常生生活活用用具具のの給給付付ににかかかかるる自自己己負負担担額額表表
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【【移移動動支支援援】】身 知 精

①① 社社会会生生活活上上必必要要不不可可欠欠なな外外出出及及びび余余暇暇活活動動等等のの社社会会参参加加ののたためめのの外外出出

外出の支援が必要と認められる方（重度訪問介護、同行援護、重度障がい者等包括支援

の受給者は除く）に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進およ

び生活の質の向上等を図ります。

対対象象者者：知的障がい者・児、精神障がい者・児

重度の盲ろう者・児、全身性障がい者・児

内内 容容：屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出の際の移動を支援します。

費費 用用：原則として 割の定率負担

（負担上限月額）

・生活保護世帯・市民税非課税世帯 ･･･ 無料

・市民税課税世帯 ･･･ 円

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

②② 大大学学修修学学支支援援

大学（大学院及び短期大学を含む。）、高等専門学校、専修学校及び各種学校の修学にお

ける外出の支援を要する方に対して、大学等が修学にかかる支援体制を構築できるまでの

間において、移動支援サービスの提供により、障がい者の社会参加の促進を図ります。

対対象象者者：重度訪問介護を利用している、または重度訪問介護の利用の対象になる重度

の障がい者・児

内内 容容：大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等（※排せつ介助及

び食事介助等のほか、修学時間中のコミュニケーション支援及び板書等の代

行等、または移動の支援）を提供します。

費費 用用：原則として 割の定率負担（※①の決定を受けている方は費用を合算。）

（負担上限月額）

・生活保護世帯・市民税非課税世帯 ･･･ 無料

・市民税課税世帯 ･･･ 円

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

【【日日中中一一時時支支援援事事業業】】身 知 精 難

障がい者の方々の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援および障

がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。

対対象象者者：身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者・児 難病等を有する方

内内 容容：日中における活動の場を提供します。

費費 用用：原則として 割の定率負担（実費相当負担有り）

生活保護受給者及び市民税非課税の利用者は無料

生活保護受給者、市民税非課税の利用者が食事あるいは送迎サービスを受けた

場合負担軽減有り

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）
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【【訪訪問問入入浴浴ササーービビスス事事業業】】身

介助者の介助による入浴や事業所への通所による入浴が困難な重度の身体障がい者に対して、

移動入浴車により居宅において入浴サービスを提供します。

対対象象者者：：おおむね 歳以上 歳未満の在宅の身体障がい者手帳の ・ 級を所持し

ている方で、介助者・住居の状況から入浴が困難な方

内内 容容：：移動入浴車で訪問し、浴槽を居宅に搬入して入浴サービスを行います。

（年間 回、月 回まで）

費費 用用：：生活保護世帯 …無料

市民税非課税者…無料

所得税非課税者… 円／回

所得税課税者 … 円／回

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

【【ココミミュュニニケケーーシショョンン支支援援事事業業】】身

聴覚、言語機能等の障がいにより意思疎通を図ることに支障のある障がい者の方々に、手

話通訳者等を派遣すること等により、意思疎通の円滑化を図ります。

種種別別 対対象象 内内容容 費費用用 窓窓口口

手手話話通通訳訳者者派派遣遣

聴覚障がい

言語障がい

音声機能障がい 対象者に応じて手話通

訳者・要約筆記者を派

遣し、意思疎通の支援

を行う

無料

（一財）

大阪市身体障害者団体協議会

問い合わせ先： ページ

要要約約筆筆記記者者派派遣遣 聴覚障がい

盲盲ろろうう者者通通訳訳・・

介介助助者者派派遣遣

視覚と聴覚の重複

障がいがあり、身体

障がい者手帳の等

級が１級又は２級

の方

（原則 歳以上）

盲ろう者通訳・介助者

を派遣し、コミュニケ

ーション及び移動の支

援を行う

（大阪府と共同で実施）

（社福）

大阪障害者自立支援協会

問い合わせ先： ページ

聴聴言言障障ががいい者者

生生活活支支援援事事業業

聴覚障がい

言語障がい

音声機能障がい

生活上の困りごとに関

する相談・支援を行う

（一財）

大阪市身体障害者団体協議会

問い合わせ先： ページ

ほかにも、区役所等の窓口での手話対応のために、各区役所等に設置したタブレット端末を使

い、遠隔での手話通訳が利用できます。

利用者とその扶養義務者（配偶者および子、

歳未満の場合は親）それぞれに費用負担

が必要です。 
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【【重重度度障障ががいい者者等等入入院院時時ココミミュュニニケケーーシショョンンササポポーートト事事業業】】身 知 精 難

意思疎通が困難な重度の障がい者・児に対し、入院時にヘルパーを派遣し、病院スタッフ

との意思疎通の円滑化を図ります。

対対象象者者：以下のいずれにも該当する方で、本事業による支援がなければ病院スタッフとの意

思疎通が困難である方

・居宅介護、又は重度障がい者等包括支援による居宅介護の利用者

・単身生活者またはこれに準ずる世帯に属する方

・障がい支援区分認定調査項目のコミュニケーションの項目が「日常生活に支障が

ない」以外の方

※なお、重度訪問介護の利用者については、重度訪問介護事業において本事業と

同様の支援を受けることができます。

内内 容容：入院時における病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図る支援

（診療報酬の対象となるサービスは除く）

費費 用用：原則として 割の定率負担

（ ページの「●負担上限月額」参照）

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

【【重重度度障障ががいい者者等等就就業業支支援援事事業業】】身 知 精 難

雇用施策と福祉施策が連携し、重度障がい者等の日常生活に係る支援を就業中にも行うことで、

障がいを理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできない者に対する就労機会を拡

大し、障がい者の社会参加を促進することを目的とします。

対対 象象 者者：：重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者（大阪市から支給決定を受けている方）、

または支給決定に係る要件を満たす方で①・②のいずれかに該当する方。

①民間企業に雇用される方であって１週間の所定労働時間が 時間以上の方。※

②自営業者等であって、当該事業に従事することにより対象者の所得の向上が見込まれ

ると市長が認めた方で、自営業等に従事する時間が１週間のうち 時間以上の方。

※ 被雇用者の方は、事前に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（ＪＥＥ

Ｄ）との協議及び助成金の申請が必要です。

内内 容容：：就業中、就業に伴う移動中または休憩時間中の日常生活に係る介助に係る費用を補

助します。

利利用用者者負負担担：：原則１割（上限 円）ご負担いただきます。ただし、非課税の方は免除とな

ります

そそ のの 他他：：就業支援は、指定重度訪問介護事業所等（※）に属する従業者が行う就業中、就業

に伴う移動中又は休憩時間中の日常生活に係る介助であり、支援を提供する指定重

度訪問介護事業所等は、ご自身で確保、契約していただく必要があります。
（※）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準

該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 年厚生労働省告示第 号。以下

「報酬告示」という。）第２の１の注 に定める指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所 、 基

準該当重度訪問介護事業所 及び同報酬告示第３ の１の注 に定める指定同行援護事業所、基準該当同行援

護事業所並びに同報酬告示第４の１の注 に定める指定行動援護事業所、基準該当行動援護事業所をいう。

窓窓 口口：：福祉局障がい者施策部障がい支援課 電話：
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【【地地域域活活動動支支援援セセンンタターー事事業業】】身 知 精 難

障がい者の方々が通い、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行うことで、自立した

日常生活や社会生活を営むことができるよう支援します。

種種別別 対対象象者者 費費用用 窓窓口口

地域活動支援センター

（生活支援型）

（旧）精神障がい者

地域生活支援センター
身体障がい者（児）

知的障がい者（児）

精神障がい者（児）

難病等を有する方

無料

ページ

地域活動支援センター

（活動支援 型）

（旧）

障がい者小規模作業所

障がい者小規模通所授産施設

～ ページ

地域活動支援センター

（活動支援 型）

（旧）

身体・知的デイサービス事業所
ページ

※活動支援Ａ型は 歳以上、活動支援Ｂ型は 歳以上の方が対象です。

○○地地域域活活動動支支援援セセンンタターー（（活活動動支支援援 型型））
障がいのある方に対して、通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進、機能訓練、社会適応訓練および入浴等のサービスを実施することにより、自立し

た日常生活または社会生活を営むことができるよう地域生活を支援します。

事事業業所所名名称称 郵郵便便番番号号 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

ＫＩＴＡ工房
北区浪花町
ヴィラ天満１

地域活動支援センター

働楽
此花区梅香

ふれあい作業所
西区江戸堀
近商ビル２階

港ひかり作業所
（ふれあい作業所の従たる事業所）

港区八幡屋 １

スマイル西ひかり
西区西本町
東洋建物西本町ビル ・

障害者作業所ひまわり 大正区三軒家東

地域包括支援センター
大阪マック

浪速区日本橋東

ワークステーション
チャレンジ

浪速区大国３ ９

地域活動支援センター
つくし共同作業所

西淀川区千舟

淀川リバー
淀川区十三東

高田店舗１

とよさとはうす 東淀川区豊里

地域活動支援センター
大阪ＤＡＲＣ

東淀川区下新庄
Ａ－ ・
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事事業業所所名名称称 郵郵便便番番号号 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

東淀川区福祉作業センター
つどい

東淀川区淡路

生野障害者福祉作業センター 生野区小路

和作業所 旭区生江

あゆみハウス 旭区千林

城東区成育 ―

ＦＯＲＥＶＥＲ～いつまでも～ 東成区大今里南

みどり作業所 鶴見区横堤

茶来
阿倍野区阪南町
１

さくら 住之江区浜口西

特定非営利活動法人

さわやか作業所
住之江区西加賀屋

地域活動支援センター
大阪ハンディキャップセンター

Ｔ・ハウス

住吉区東粉浜
ビーズコート東粉浜

住吉野菊の会作業所 住吉区万代

ハートネット 平野区長吉長原

福祉まどか作業所 平野区喜連

地域活動支援センター

コムニタス工房
平野区流町

フレンド作業所
平野区平野西
グランドハイツ東側店舗

地域活動支援センター
オリーブ

平野区平野本町

のぞみ作業所 西成区萩之茶屋

西成さつき会作業所 西成区松
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○○地地域域活活動動支支援援セセンンタターー（（活活動動支支援援 型型））

障がいのある方に対して、通所により、創作的活動の機会を提供し、社会との交流の促進、

日常生活に必要な便宜の供与等を実施することにより、自立した日常生活または社会生活を営

むことができるよう地域生活を支援します。

事事業業所所名名称称 郵郵便便番番号号 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

大阪ろうあ会館
中央区玉造

玉造井上ビル 階

地域活動支援センターボランチ 大正区三軒家西

地域活動支援センター

すももクラブ
淀川区十三東

生江障害者会館光生園 旭区赤川 ―

【【生生活活支支援援型型食食事事ササーービビスス事事業業】】身 知 精

ひとり暮らしの重度障がい者の方などを対象に、見守りを目的とした配食サービスを提供し

ます。

対対象象者者：：次の要件をいずれも満たしている障がい者で、食事の確保が困難であるととも

に、配食による安否確認が必要な方

・身体障がい者手帳の１・２級、または療育手帳のＡ・Ｂ１、または精神障が

い者保健福祉手帳の１・２級を所持している方

・単身世帯、上記障がい者のみの世帯、上記障がい者と要支援・要介護者（要

支援１・２、要介護１～５）で構成される世帯

費費 用用：：利用者負担額があります（配食業者によって異なります。）。

世帯全員の年間総所得の合計が 万円以下または市府民税非課税世帯であ

って、利用者負担額の支払いが困難な場合は、利用者負担額１食あたりのうち、

円を超える部分について 円を上限に利用者負担の軽減を受けること

ができます。

窓窓 口口：：福祉局障がい者施策部障がい福祉課 電話：

そそのの他他のの事事業業
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【【重重症症心心身身障障ががいい児児者者等等医医療療型型短短期期入入所所】】
～医療的ケアが必要な重症心身障がい児者等の方々のためのショートステイ事業～

対対 象象 者者：：大阪市内に居住する障がい児者の方で、次のいずれにも該当する方。

・ お住まいの区保健福祉センターで障がい福祉サービスにおける短期入所の支

給決定を受けており、医療型短期入所サービス費または医療型特定短期入所

サービス費の算定対象である者。

・ 呼吸管理、吸引頻度、栄養摂取等に関する判定スコア※が 点以上の者。

（※）判定スコアとは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについて」（令和２年３月５日保医発 第２号）の別添６

の別紙 「超重症児（者）・準超重症児（者）の判定基準」の２．判定

スコアを指し、実施機関で判定を行います。

ササーービビスス内内容容：：次の医療機関において、対象者を受入れるための病床を確保し、対象者又は

その保護者からの利用申込みに応じて、医療型短期入所サービスを提供します。
実実 施施 機機 関関：：●●淀淀川川キキリリスストト教教病病院院

所在地：東淀川区柴島 電話：

●●社社会会医医療療法法人人 大大道道会会 ボボババーースス記記念念病病院院

所在地：城東区東中浜 電話：

●●石石井井記記念念愛愛染染園園 附附属属愛愛染染橋橋病病院院

所在地：浪速区日本橋 電話：

●●大大阪阪市市立立総総合合医医療療セセンンタターー

所在地：都島区都島本通 電話：

●●大大阪阪急急性性期期・・総総合合医医療療セセンンタターー

所在地：住吉区万代東 電話：

●●社社会会医医療療法法人人 愛愛仁仁会会 千千船船病病院院

所在地：西淀川区福町 電話：

ごご 利利 用用 方方 法法：：利用にあたっては、事前にお住まいの区の保健福祉センターで障がい福祉

サービスにおける短期入所の支給決定を受けていただく必要があります。

また、利用に応じて一定の費用負担が必要となりますが、負担上限月額や軽

減措置が設けられています。（食費等は実費負担）

申申 しし 込込 みみ 先先：：利用の際は、直接実施機関へのお申し込みとなります。

事前登録などの申込方法については、各実施機関へお問い合わせ下さい。

《別別途途、、医医療療的的ケケアアにに対対応応ででききるる短短期期入入所所施施設設》》

●●大大阪阪発発達達総総合合療療育育セセンンタターー フフェェニニッッククスス

所在地：東住吉区山坂５ 電話：

※詳しくは、本市ホームページでもご確認いただけます。

：

身 知 精 難
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【【重重症症心心身身障障ががいい児児者者医医療療ココーーデディィネネーートト事事業業】】身 知

かかりつけ医で対応ができない場合や急病等になった場合、専任の医療コーディネーターが

症状に合わせて連携医療機関等への受入調整を行うほか、必要に応じて応急的処置等を行いま

す。

また、高度専門病院の主治医以外にかかりつけ医を持たない方については、できる限り、お

近くのかかりつけ医をお持ちいただけるよう相談や受入調整を行います。

医師及び看護師が医療コーディネーターとなり、あらかじめ登録いただいた利用者の基礎疾

患等の情報をもとに利用者と連携医療機関等をつなぐことで、スムーズな受入を図ります。

対対 象象 者者：：大阪市に住民登録があり、身体障がい者手帳１級又は２級に加え、

療育手帳Ａをお持ちの方

委委託託先先医医療療機機関関：：大大阪阪発発達達総総合合療療育育セセンンタターー

重重症症心心身身障障ががいい児児者者医医療療ココーーデディィネネーートト事事業業室室

所在地：東住吉区山坂５

電 話：

対対 応応 時時 間間：：平日９ ～ 土曜日 ～

日曜日・祝日 ～

ごご 利利 用用 方方 法法：：医療コーディネートを利用するためには、事前に障がいや病状等の情報

を登録する必要があります。

申申 しし 込込 みみ 先先：：「情報登録書」に記入していただく必要がありますので、

下記までご連絡ください。

大阪市健康局健康推進部健康施策課

電 話： －

【【補補助助犬犬のの使使用用機機会会のの提提供供】】身

大阪府障がい福祉室自立支援課では、身体障がい者の日常生活を支援する身体障がい者補助

犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）に関する相談に応じるとともに、身体障がい者補助犬の使用機

会の提供を行っています。

窓窓 口口：：大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループ

電話： ファックス：

そそのの他他大大阪阪府府事事業業
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【【障障ががいい児児相相談談支支援援給給付付】】 身 知 精 難

障がい児通所支援の利用に関して、ケアマネジメントによりきめ細かく支援することができ

るよう、障がい児の心身の状況や置かれている環境などの事情を踏まえて、通所サービスの利

用計画（障がい児支援利用計画等）を作成し、障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス

の利用を図ります。

対対象象ととななるる方方：障がい児通所支援を利用するすべての障がい児

対対象象ササーービビスス：障がい児相談支援事業

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利 用用 手手 続続 きき：障がい児通所給付（障がい児通所支援）を参照

費費 用用 負負 担担：無し

※本市ホームページに大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センタ

ーにも大阪市内の事業所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホーム

ページまたは各区担当でご確認ください。

（ ： ）

【【障障ががいい児児通通所所給給付付（（障障ががいい児児通通所所支支援援））】】 身 知 精 難

障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、障がい児の保護者等に対し、児童

発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援にかかる給付

を行います。

サービスを利用する場合には、お住まいの区の下記窓口で申請手続きを行い、支給決定を受

ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。

対対象象ととななるる方方：身体・知的・精神障がい児・難病を有する児童

対対象象ササーービビスス：４種類（児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支

援・保育所等訪問支援）

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利 用用 手手 続続 きき：① 支給申請 →② サービスの利用意向調査 → ③指定相談支援事業

者による利用計画（案）の作成 → ④支給決定 → ⑤ 指定相談支援事

業者による利用計画の作成 → ⑥サービス利用 → ⑦モニタリングの

実施 の流れになります。

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負

担）が必要となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられて

います。また、利用施設又は利用事業所が別途徴収する費用が発生する

場合もあります。

  ６６  障障ががいい児児支支援援  
障障ががいい児児給給付付
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※医療的ケアを必要とする障がい児が児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場

合、必要な医療的ケアや見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、「医療的ケア判

定スコア」を作成してもらう必要がある場合があります。詳しくは、本市ホームページ

をご参照ください。

：

○○障障ががいい児児通通所所給給付付

種種別別 対対象象者者 内内容容

児児童童発発達達支支援援

身体に障がいのある児

童、知的障がいのある

児童、精神に障がいの

ある児童、または難病

を有する児童

障がい児に対する日常生活における基本的な動作

及び知識技能の習得、集団生活への適応のための

支援を行います。

※上記のほか、施設の有する専門機能を活かし、地域の障

がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援

助・助言を合わせて行うなど、中核的な療育支援施設のこ

とを「児童発達支援センター」といいます。肢体不自由の

ある児童に対しては、治療をあわせて行うこともあります。

放放課課後後等等デデイイササーービビスス

学校教育法に規定する

学校（幼稚園、大学を

除く）又は専修学校等

に就学している障がい

児

就学中の障がい児に対し、授業の終了後または休業日

に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交

流の促進を行います。

居居宅宅訪訪問問型型児児童童発発達達支支援援
重度の障がい等により

外出が困難な障がい児

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のための支

援を行います。

保保育育所所等等訪訪問問支支援援

保育所や、児童が集団

生活を営む施設に通う

障がい児

保育所等に通う障がい児に対し、当該施設における障

がい児以外の児童との集団生活への適応のための専

門的な支援を行います。

※いずれも障がい者手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認めら

れた児童も対象となります。

※本市ホームページに大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センターにも大阪

市内の事業所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホームページまたは各区担当

でご確認ください。

（ ： ）
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【【障障ががいい児児入入所所給給付付（（障障ががいい児児入入所所支支援援））】】 身 知 精 難

障がいの重複化等を踏まえ、複数の障がいに対応できるよう、障がい児の保護者等に対し、

福祉型・医療型障がい児入所支援にかかる給付を行います。

サービスを利用する場合には、こども相談センター（所在地： ページ）で相談していた

だいたうえで、お住まいの区で支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約により

サービスを利用します。

対対象象ととななるる方方：身体・知的・精神障がい児・難病を有する児童

対対象象ササーービビスス：２種類（福祉型障がい児入所施設・医療型障がい児入所施設）

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利 用用 手手 続続 きき：① 支給申請 →② サービスの利用意向調査・入所調整等 → ③ 支給決定 →

④ サービス利用 の流れになります。

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負担）

が必要となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられています。

また、利用施設が別途徴収する費用が発生する場合もあります。

○○障障ががいい児児入入所所給給付付

種種別別 対対象象者者 内内容容

福福祉祉型型障障ががいい児児入入所所施施設設

身体に障がいのある

児童、知的障がいの

ある児童、精神に障

がいのある児童又は

難病を有する児童

入所している障がい児に対し、日常生活におけ

る基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能

の習得のための支援を行います。

医医療療型型障障ががいい児児入入所所施施設設

入所している肢体不自由のある児童又は、知的

障がいと肢体不自由が重複している児童に対

し、日常生活における基本的な動作及び独立自

活に必要な知識技能の習得のための支援並びに

治療を行います。

※いずれも障がい者手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認めら

れた児童も対象となります。

※本市ホームページに大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センターにも大阪

市内の事業所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホームページまたは各区担

当でご確認ください。

（ ： ）

（（利利用用者者負負担担））

負担が重くならないように、負担上限月額の設定など所得や収入に応じたさまざまな負担軽

減措置が設けられています。

負担軽減措置を受ける場合は申請が必要です。サービス利用の申請時にあわせて申請してく

ださい。
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○障がい児給付にかかる負担上限月額

上上限限区区分分  説説明明  

負負担担上上限限月額額  
福福祉祉部部分分  

医医療療部部分分  
通通所所  

入入所所  
（（２２００歳歳未未満満））  

生活保護 生活保護世帯の場合 ０円 ０円 ０円 

低所得１ 
市民税非課税世帯であり、保護者

（１８歳以上の場合は本人）の収

入が年額８０万円以下の場合 
０円 ０円 １５，０００円 

低所得２ 
市民税非課税世帯であり、低所得

１に該当しない場合 
０円 ０円 ２４，６００円 

一般 

市民税課税世帯であり、所得割額

が２８万円未満である場合 
４，６００円 ９，３００円 

４０，２００円 
市民税課税世帯であり、所得割額

が２８万円以上である場合 
３７，２００円 ３７，２００円 

＊負担上限月額の設定以外にも下記のほか、さまざまな負担軽減措置があります。詳しくは各区保

健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）へお問い合せください。

【３歳から５歳までの発達支援の無償化】

お子さんが満３歳になって初めての 月１日から小学校に就学するまで、障がい児支援にか

かる福祉部分の利用者負担は無償となります。無償化にかかる申請や手続きは不要です。

【多子軽減措置：世帯の市民税所得割合算額が 円以上の場合】

就学前のお子さんが複数おられるご家庭で、複数のお子さんが障がい児通所支援・保育所・

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設・家庭的保育事業・小規模

保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を利用されており、２人目以降のお子さ

んが障がい児通所支援を利用している場合。

【多子軽減措置：世帯の市民税所得割合算額が 円以下の場合】

保護者と生計を同一にするお子さんが複数おられるご家庭で、２人目以降のお子さん（就学

前）が障がい児通所支援を利用している場合。

【第２子軽減制度：障がい児のきょうだいが保育所等を利用し保育料等が発生している場合】

放課後等デイサービスまたは障がい児入所支援を利用している障がい児のきょうだい児が

保育所等を利用しており、かつ保育料が発生している場合。

※申請の案内・手続きは、障がい児が利用する放課後等デイサービス事業所、障がい児入所

施設で行います。

（（障障ががいい児児支支援援事事業業所所のの情情報報公公表表制制度度））

障がい児相談支援・障がい児通所支援・障がい児入所支援を行う事業者は、情報公表制度に

基づいて、事業所の基本情報や運営状況、サービスの提供体制などについての情報を公表する

こととなっています。独立行政法人 福祉医療機構が提供する （下記 ）で検

索・閲覧できますので、サービスを利用する際のご参考にご活用ください。

障害福祉サービス等情報検索サイト

：



52

6
障
が
い
児

支

援

【【高高額額障障ががいい児児（（通通所所・・入入所所））給給付付費費】】
障がい児（通所・入所）支援等にかかる利用者負担の軽減措置の一つとして、同一世帯に障

がい児（通所・入所）支援等を利用する方が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点か

ら、世帯における利用者負担額のうち基準額を超える負担分について、償還払い方式により支

給します。

負担軽減措置を受けるには、申請が必要となりますので、大阪市医療助成費等償還事務セン

ターへ申請書等を送付してください。

なお、障がい児（通所・入所）支援を利用している方で、新たに高額障がい児（通所・入所）

給付費の支給対象となる可能性のある方には、年に２回、大阪市医療助成費等償還事務センタ

ーから申請書等をお送りし、申請の勧奨を行います。

※対象となるサービス等の費用

・障がい福祉サービスのうち介護給付費等に係る利用者負担額

・介護保険の利用者負担額（同一人が障がい福祉サービスを併給している場合に限る。）

・補装具給付費に係る利用者負担額（同一人が障がい福祉サービス等を併給している場合に限

る。）

・障がい児通所給付費に係る利用者負担額

・障がい児入所給付費に係る利用者負担額

【【児児童童発発達達支支援援利利用用者者負負担担給給付付事事業業】】 身 知 精 難

令和６年９月から、０～２歳児の第２子以降の児童発達支援事業の利用者負担額を無償化する

ため、「児童発達支援等利用者負担給付金」を給付する事業を実施しています。

対対象象ととななるる方方 ：大阪市にお住まいで、２人目以降のお子様が０～２歳（※）であって児童発

達支援を利用しており、児童発達支援事業者への利用者負担が発生する方（市

民税課税世帯の方）

※ここでの０～２歳とは、当該年度に出生したもしくは年度の初日の前日に

２歳に到達している場合を言い、令和６年度の対象者は、２人目以降のお

子様が令和３年４月２日以降に生まれた方となります。

※この事業は、令和６年９月以降のサービス利用分が対象となります。

事事 業業 内内 容容：原則として、保護者の方から各事業者に対して、給付金の請求及び受領を委

任していただくことにより、事業者に対して給付金をお支払いします。給付

金の支給を受けるためには、原則としてサービス利用月の前月末日までに保

護者の方から大阪市に申請いただく必要があります。

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

必必 要要 書書 類類：児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書

 

そそのの他他のの事事業業

身 知 精 難
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【【難難聴聴児児補補聴聴器器給給付付事事業業】】身

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に、補聴器購入費又は修理費の

一部を支給します。

対対 象象 者者 ：：次の項目すべてにあてはまる方

・大阪市内に在住する 歳未満の難聴の方

・両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満の方

対対象象ととななるる ：：高度難聴用耳かけ型補聴器

補補聴聴器器のの基基準準 ※必要に応じイヤモールド付き

※補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に定められた

もの

上上 限限 額額

金金額額 内内訳訳

購入費
片耳当たり

４４９９，，１１８８４４円円
（イヤモールドを含まない場合）

円（補聴器基準額）× （仕入れ等
に係る消費税相当分）

５５９９，，２２５５４４円円
（イヤモールドを含む場合）

円（補聴器基準額）＋ 円（イヤ
モールド）× （仕入れ等に係る消費税相当分）

修理費
片耳当たり

３３３３，，４４９９６６円円
（ただし、修理内容に応じて支給額が異なります。）

円（耳かけ型アンプ組立交換基準額）
×1.06（仕入れ等に係る消費税相当分）

自自己己負負担担額額 ：：１割負担（ただし、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は自己負担なし）

窓窓 口口 ：福祉局障がい者施策部障がい支援課

必必要要書書類類 ：：●大阪市難聴児補聴器購入費支給申請書

●大阪市難聴児補聴器購入費支給意見書

（指定自立支援医療機関［育成医療］で作成されたもの）

●補装具業者の見積書

●課税証明書（本市課税の場合は同意書でも可）

  
【【医医療療的的ケケアアがが必必要要ななここどどもものの障障ががいい福福祉祉ササーービビスス等等のの利利用用】】 

医療的ケアが必要なこどもについては、障がい者手帳を所持していなくても、「医療的ケア 
判定スコア」等の提出により、以下のサービスの利用申請を行うことができます。 

サービスを利用するには、お住まいの区の窓口で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要が

ありますので、まずはお住まいの区の下記窓口でご相談ください。 
 

対対象象ととななるる方方：医療的ケアが必要な児童 
対対象象ササーービビスス ：介護給付（居宅介護・短期入所※等）、

障がい児給付（児童発達支援・放課後等デイサービス等）等

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 1 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負担）が

必要となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられています。

また、利用施設又は利用事業所が別途徴収する費用が発生する場合もあり

ます。 
相相 談談 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

※医療的ケアが必要なこどもが利用できる短期入所の実施機関については、 ページの【重症

心身障がい児者等医療型短期入所】をご参照ください。

医医療療的的ケケアアがが必必要要ななここどどももへへのの支支援援
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【【医医療療的的ケケアアにに対対応応可可能能なな障障ががいい福福祉祉ササーービビスス事事業業所所等等のの情情報報】】
障がい福祉サービス等情報公表制度に基づき、 にて医療的ケアに関する体制につ

いての情報を公表している事業所について、本市ホームページ（下記 ）に掲載しています。

障がい福祉サービス等を提供する事業所等を利用する際にご活用ください。

本本市市ホホーームムペペーージジ

：

（参考） 障害福祉サービス等情報検索サイト

：

  
  
【【医医療療的的ケケアア児児ととはは】】  
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、 （新生児特定集中治療室）等に長期入院

した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが

日常的に必要な児童のことを指します。 
 
本本市市ホホーームムペペーージジ「「医医療療的的ケケアアがが必必要要ななここどどもも等等へへのの支支援援」」

：  
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【【障障ががいい基基礎礎年年金金】】身 知 精

窓窓 口口：：区役所保険年金業務担当

《所在地：裏表紙 電話：各区の局番（ ページ）＋９９５６》

（初診日において国民年金の第３号被保険者であった方、厚生年金に加入していた方は

年金事務所、共済組合に加入していた方は各共済組合でお手続きください。）

障がいの原因となった傷病について初めて医師または歯科医師にかかった日（初診日）が

歳以上 歳未満の方は、①・②・③のいずれにも該当するとき、初診日が 歳未満の方は

歳になった以降に②に該当するときに支給されます。

① 障がいの原因となった傷病について初めて医師にかかった日（初診日）に、国民年金

の被保険者であること。もしくは国民年金の被保険者であった方で初診日に 歳以

上 歳未満かつ日本に住んでいること。

② 初診日から 年 か月を経過した日、または 年 か月以内に症状が固定した日（障

がい認定日）に国民年金法施行令別表に定める 級・ 級にその障がいの程度が該当

すること。

③ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間（免除期

間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む）が、被保険者期間の 分の 以上であ

ること。ただし、 （令和８）年 月 日までに初診日がある場合は、初診日

の前日において、初診日の属する月の前々月までの 年間に未納期間がなければ支給

されます。

【】内は 歳以上の者の額

国国民民年年金金法法施施行行令令

別別表表にに定定めめるる等等級級 障障ががいいのの程程度度 年年金金額額

級級

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッ

ド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

年額 円

（月額 円）

【年額 円】

【月額 円】

級級

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟

内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、

活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

年額 円

（月額 円）

【年額 円】

【月額 円】

※月額は、年金額を１２で除して得た参考単価《令和６年 月～令和７年 月》です。

  年年金金・・手手当当・・貸貸付付ななどど  
年年 金金

※ 給付の要件は、障がい者手帳の障がいの程度と判断基準が

異なります。詳しくは窓口にご相談ください。
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（（子子のの加加算算））

障がい基礎年金を受けはじめる時に、その方に生計を維持されている「子」（ 歳に達する

日以降の最初の年度末（ 月 日）までの間にある「子」）がいるとき、または、受けはじめ

た後に出生などの事実が発生し、新たに生計を維持する「子」ができたとき、または 歳未満

で障がいの程度が国民年金法施行令別表に定める 級・ 級に該当する子がいるときは、次の

額が加算されます。

加加算算対対象象のの子子 加加算算額額（（ 人人ににつつきき））

人目・ 人目 年額 円（月額 円）

人目以降 年額 円（月額 円）

※ 月額は、年金額を１２で除して得た参考単価《令和６年 月～令和７年 月》です。

（（事事後後重重症症））

障がい認定日に、障がいの状態が 級以上に該当していない場合であっても、その後 歳に

達する日の前日までにその障がいの程度が重くなり、国民年金法施行令別表 級・ 級の障が

いの程度に該当するようになったときには、 歳に達する日の前日までに請求をすれば障がい

基礎年金が支給されます。

（（基基準準障障ががいい））

級以上の障がいの程度に満たない方が、新たな傷病（「基準傷病」といいます）にかかり、

「基準傷病」の障がい認定日以後 歳に達する日の前日までに、「基準傷病」による障がいと

前の障がいを併せて初めて国民年金法施行令別表 級・ 級に該当するときは、障がい基礎年

金が支給されます。

（（ 歳歳前前のの障障ががいい））

歳前に障がいの初診日がある方で、 歳またはそれ以後の障がい認定日に国民年金法施

行令別表 級・ 級に該当するときは、障がい基礎年金が支給されます。ただし、ご本人の前

年の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合があります。

※ 前年の所得が一定基準額以下の障がい基礎年金受給者の方に、年金に上乗せして年金生活者支

援給付金が支給されます。 
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【【障障ががいい年年金金生生活活者者支支援援給給付付金金】】身 知 精

窓窓 口口：：年金事務所《所在地： ページ》

※相談の際には、事前に電話予約（ ）をお願いします。

次の支給要件をすべて満たしている方に支給されます。

① 障がい基礎年金を受けている

② 前年の所得額（※ ）が「 円＋扶養親族の数× 万円（※ ）」以下である

※ 障がい年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含ま

れません。

※ 同一生計配偶者のうち 歳以上の者または老人扶養親族の場合は 万円、特定

扶養親族または 歳以上 歳未満の扶養親族の場合は 万円となります。

給給付付額額：：障がい等級により次のとおりです。

障がい等級が 級の方 円（月額）

障がい等級が 級の方 円（月額）

【【特特別別障障ががいい給給付付金金】】身 知 精

窓窓 口口：：区役所保険年金業務担当

《所在地：裏表紙 電話：各区の局番（ ページ）＋９９５６》

次の①・②のどちらかであって、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に障がいの

原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日（初診日）があり、現在、

障がい基礎年金 級・ 級相当の障がいに該当する方に支給されます。

ただし、 歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当し、請求された方に限ります。

※障がい基礎年金、障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給することができる方は対象にな

りません。

① 昭和 年 月以前に被用者年金制度（厚生年金保険、共済組合等の加入者等）

の被保険者の配偶者で、国民年金任意加入対象であった方で、任意加入していなか

った方

② 平成 年 月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、任意加入していなか

った方

障障ががいいのの程程度度 支支給給額額

障障ががいい基基礎礎年年金金

級級相相当当にに該該当当

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッ

ド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

月額 円

障障ががいい基基礎礎年年金金

級級相相当当にに該該当当

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟

内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、

活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

月額 円

※支給額は令和６年 月～令和７年 月分です。

※申請のあった月の翌月分から支給されます。

※ただし、ご本人の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停

止される場合があります。

※ 給付の要件は、障がい者手帳の障がいの程度と判断基準が

異なります。詳しくは窓口にご相談ください。
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【【障障ががいい厚厚生生年年金金】】身 知 精

窓窓 口口：：年金事務所《所在地： ページ》
※年金相談の際には、事前に電話予約（ ）をお願いします。

次の①・②・③の要件のいずれにも該当する方に支給されます。

① 病気やけがにより初めて医師にかかった日（初診日）に厚生年金保険の被保険者で

あるとき

② 初診日から 年 か月を経過した日（障がい認定日）またはその期間内に病気やけ

がが治ったときはその日に国民年金法施行令別表に定める 級・ 級の状態に該当

するとき

※厚生年金保険法に定める独自の給付として、厚生年金保険法施行令別表第一に定

める 級の障がいに該当するときは障がい厚生年金のみが支給されます。

③ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間（免除

期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む）が被保険者期間の 分の

以上あること。ただし、令和８年３月３ 日までに初診日がある場合は、初診日

の前日において、初診日の属する月の前々月までの 年間に未納期間がなければ支

給されます。（初診日において６５歳未満であることが必要です。）

年年金金額額：厚生年金保険に加入していた期間や平均標準報酬額によって異なります。

最低保証額：年額 円（昭和 年 月 日以後生まれ）

年額 円（昭和 年 月 日以前生まれ）

《 （令和６）年 月～ （令和７）年３月》

障がい基礎年金が支給されない 級・ 級と 級の場合

（（加加給給年年金金））

級・ 級の障がい厚生年金を受けている方で、その方によって生計維持されている

歳未満の配偶者のいるときは、 円《 （令和６）年 月～ （令和７年）

月》が加算されます。

（（障障ががいい手手当当金金））

上記①・③に該当する方で、初診日から 年以内に治り、障がい厚生年金を受けとるこ

とのできる状態よりも軽い障がいが残ったときに、その治った日において厚生年金保険法施

行令別表第二に定める一定の障がい程度の状態に該当するときは、障がい手当金が支給され

ます。

支支給給額額：厚生年金保険に加入していた期間や平均標準報酬額によって異なります。

最低保証額： 円（昭和 年 月 日以後生まれ）

円（昭和 年 月 日以前生まれ）

《 （令和６）年 月～ （令和７）年 月》

（（事事後後重重症症））

障がい認定日に国民年金法施行令別表に定める 級・ 級または厚生年金保険法施行令

別表第一に定める 級の障がいの程度に該当しなかった方が、 歳になるまでの間に障が

いが悪化し、上記に定める障がいの程度に該当するときは、障がい厚生年金が支給されます。

（請求書は、 歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。）

（（障障ががいいのの状状態態がが変変わわっったたとときき））

障がいの程度が軽くなったときは、障がい等級が変わったり、年金の支給が停止されるこ

とがありますが、再び障がいの程度が重くなったときは、本人の請求によって支給額が変更

されます。

級の障がいの程度
労働に著しい制限を受けるか、または著しい制限を加

えることを必要とする状態

※ 給付の要件は、障がい者手帳の障がいの程度と判断基準が

異なります。詳しくは窓口にご相談ください。
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障がい者・児を扶養している方が加入者となり、加入者が死亡または重度の障がいを有する

状態になったとき、障がい者・児本人に終身年金が支給されます（ 口まで加入できます）。 

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

給給 付付 金金 ： 年金・・・・・ 月額 円（ 口につき）

弔慰金・・・・ 年金を受ける前に障がい者本人が亡くなったとき、加入者に一
時金として支給されます（ただし、 年以上加入した場合に限
ります）。

脱退一時金・・ 年以上加入した方が、途中で制度から脱退した場合に支給さ
れます。

加加入入資資格格 ： 市内にお住まいの 歳未満の方で、特に病気や障がいがなく、次の障がい者・
児を扶養している方（年齢は毎年 月 日における年齢です）

１． 知的障がい者・児

２． 身体障がい者手帳を所持する 級から 級までの方

３． 精神または身体に永続的な障がいを有し、１または２と同程度の障がいと
認められる方

掛掛 金金 ： 加入時の年齢により次のように区分されます。所得により減額になる場合があり
ます（減額するには、申請が必要です）。

加加入入者者のの加加入入時時のの年年齢齢 掛掛金金月月額額（（ 口口ににつつきき））

３５歳未満 ９，３００円

３５歳以上４０歳未満 １１，４００円

４０歳以上４５歳未満 １４，３００円

４５歳以上５０歳未満 １７，３００円

５０歳以上５５歳未満 １８，８００円

５５歳以上６０歳未満 ２０，７００円

６０歳以上６５歳未満 ２３，３００円

※本制度では、４月１日現在の年齢を４月１日から翌年３月３１日までの年齢とします。
例えば、 （令和 ）年４月５日で６５歳になられた方でも、 （令和 ）年３月
３１日までは６４歳としますので、その日まで加入することが可能です（その日までに加入
が承認されていることが必要です）。

身 知 精心心身身障障ががいい者者扶扶養養共共済済
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【【特特別別障障ががいい者者手手当当】】身 知 精

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象者者： 歳以上で、身体または精神（知的を含む）に著しく重度の障がいがあるため、

日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方

支支給給額額：月額 円

《支給対象とならない場合（制限等）》

●施設（通所施設を除く）に入所しているとき

●病院・診療所に ヶ月を超えて継続して入院しているとき

●障がい者本人または扶養義務者の所得が一定額以上のとき

【【障障ががいい児児福福祉祉手手当当】】身 知 精

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象者者： 歳未満で、身体または精神（知的を含む）に重度の障がいがあるため、日常生

活において常時介護を必要とする状態にある方

支支給給額額：月額 円

《支給対象とならない場合（制限等）》

●施設（通所施設を除く）に入所しているとき

●障がいを支給事由とする公的年金（特別児童扶養手当を除く）を受けることがで

きるとき

●障がい児本人または扶養義務者の所得が一定額以上のとき

【【特特別別児児童童扶扶養養手手当当】】身 知 精

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象者者： 歳未満で、政令に規定する障がい等級に該当する児童を監護している父母（主

として児童の生計を維持するいずれか 人）または養育者（児童と同居し、監護

し、生計を維持している方）

支支給給額額：月額 重度の障がい 円 ／ 中程度の障がい 円

《支給対象とならない場合（制限等）》

●手当を受けようとする方または児童が日本に住んでいないとき

●児童が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く）に入所して

いるとき

●児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

●父母または養育者等の所得が一定額以上のとき

手手当当ななどど
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【【児児童童扶扶養養手手当当】】身 知 精

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象者者：父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が政令で定める程度の障

がいの状態にある場合で、 歳に達する日以後の最初の 月 日までの児童（政

令で定める程度の障がいの状態にある場合は 歳未満の児童）を監護している母、

児童を監護し、生計を同じくする父または養育者（児童と同居し、監護し、生計を

維持している方）

支支給給額額：月 額 … 全部支給 円 ／ 一部支給 円～ 円

児童２人以上の場合は、

２ 人 目 … 全部支給 円 ／ 一部支給 円～ 円

３人目以降 … 全部支給 円 ／ 一部支給 円～ 円

を上記の額にそれぞれ加算する。

※ただし、令和 年 月分より 人目以降の加算額が 人目と同額になる予定。

《支給対象とならない場合（制限等）》

●請求者（母、父または養育者）もしくは児童が日本に住んでいないとき

●児童が里親に委託されているとき

●児童が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く）に入所して

いるとき

●請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき（ただし、父が政令で定め

る程度の障がいの状態にあるときを除く）

●請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき（ただし、母が政令で定め

る程度の障がいの状態にあるときを除く）

●請求者（母または父）の配偶者に養育されているとき（配偶者には内縁関係にあ

る方を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある方を除く）

●支給対象者である母、父または養育者等の所得が一定額以上のとき

【【外外国国人人心心身身障障ががいい者者給給付付金金】】身 知 精

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

支支給給額額：月額 円

対対象象者者：大阪市内に居住し、昭和 年 月 日以前に外国人登録をしていた方で、次の

いずれかに該当する方

●昭和 年 月 日以前に 歳に達しており、同日前に身体障がい者手帳 ・

級または療育手帳 または認定カードの交付を受けた方、もしくは同日以降に

手帳交付を受けたが、障がい発生原因の初診日が同日前である方

●昭和 年 月 日以前に 歳に達しており、精神障がい者保健福祉手帳の

等級が 級であり、障がい発生原因の初診日が同日前である方

《支給対象とならない場合（制限等）》

●公的年金、生活保護を受給しているとき
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【【大大阪阪府府重重度度障障ががいい者者在在宅宅生生活活応応援援制制度度（（大大阪阪府府事事業業））】】身 知

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象者者：大阪府内に在住し、身体障がい者手帳（１級または２級）の交付を受け、かつ療育

手帳（ 判定）の交付を受けている重度障がい者・児と同居し介護をされている方

支支給給額額：月額 円

《支給対象とならない場合（制限等）》

●重度障がい者・児が施設等に入所・入院しているとき（例外の場合あり）

●重度障がい者が特別障がい者手当を受給しているとき

【【障障ががいい者者加加算算（（生生活活保保護護））】】身 知 精

窓窓 口口：各区保健福祉センター生活保護業務担当

（電話：各区の局番（ ページ）＋９８７２～４）

対対象象者者：生活保護を受給し、次の障がいの程度に該当する方

加加算算額額：

身体障がい者手帳１・ 級、精神障がい者

保健福祉手帳 級、国民年金法施行令別

表に定める 級に該当する障がい

加算額（月額）

在 宅： 円

入院・入所： 円

身体障がい者手帳 級、精神障がい者保

健福祉手帳 級、国民年金法施行令別表

に定める 級に該当する障がい

加算額（月額）

在 宅： 円

入院・入所： 円

※障がい者加算認定の検討を行いますので、手帳を取得または更新された場合は、

すみやかに担当ケースワーカーに届出てください。

《支給対象とならない場合（制限等）》

●精神障がいのある方で精神障がい者保健福祉手帳の交付年月日または更新年月

日が障がいの原因となった傷病の初診後 年 ヶ月を経過していないとき、お

よび障がいの状態が国民年金法施行令別表に定める ・ 級に該当しないとき

【【自自動動車車事事故故対対策策機機構構（（ナナススババ））にによよるる介介護護料料支支給給】】身 精

自動車事故を原因として「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障がいを持つた

め、日常生活動作について「常時」または「随時」の介護が必要となった方に、「独立行政法

人自動車事故対策機構（ナスバ）」から介護料が支給されます。

※介護料支給額 （月額） 円～ 円

●介護料の支給対象となる費用

介護用品の購入等・介護用消耗品の購入・在宅介護サービス

●支給の制限

（１）次のような支援を受けている方は、支給の対象になりません。

① ナスバ療護施設等に入院している方

② 他法令に基づく施設に入所している方

③ 介護保険法、労災保険法など他法令に基づく介護料相当の給付を受け

ている方等

（２）主たる生計維持者の年間の合計所得金額が１０００万円を超えると認められる

とき

●支給対象となる方および詳しい支給要件は、次の問い合わせ先にご確認ください。

問問いい合合わわせせ先先：独立行政法人自動車事故対策機構大阪主管支所

電電 話話： －
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【【生生活活福福祉祉資資金金（（福福祉祉費費））】】

国が定める要綱等に基づき、大阪府社会福祉協議会が実施主体となっている貸付制度です。
※資金の種類により貸付条件や必要書類が異なりますので、下記の問い合わせ先にご確認く

ださい。
※申請は返済能力を超えないようご注意ください。返済が見込めないと判断される場合はご

利用いただくことはできません。
※貸付には原則、借入世帯とは別世帯の 歳未満で安定した収入のある「連帯保証人」が

必要です。（一部の資金によっては立てない場合でも申請可能）
※貸付金の利率は、連帯保証人を 名設定できる場合は無利子、連帯保証人を設定できな

い場合は据置期間経過後年 ％です。
※貸付けにあたっては、大阪府社会福祉協議会が審査・決定を行います。
※生活福祉資金は、福祉費のほか、教育支援資金、総合支援資金、不動産担保型生活資金、

緊急小口資金もあります。

資資金金のの目目的的 貸貸付付上上限限額額
据据置置
期期間間

償償還還
期期間間

生業を営むために必要な経費 万円 か月 年以内

技能習得に必要な経費及びその期間中
の生計を維持するために必要な経費

技能を習得する期間が
か月以内 万円

年以内 万円
年以内 万円
年以内 万円

習得後
６か月

年 以 内

住宅の増改築、補修等または公営住宅の
譲り受けに必要な経費

万円

か月

年 以 内

福祉用具等の購入に必要な経費 万円 年 以 内

障がい者用自動車の購入に必要な経費 万円 年 以 内

中国残留邦人等にかかる国民年金保険
料の追納に必要な経費

万円 年以内

負傷または疾病の療養に必要な経費（健
康保険の例による医療費の自己負担額
のほか、移送経費等、療養に付随して要
する経費を含む。）及びその療養期間中
の生計を維持するために必要な経費

療養期間が 年を超えないときは

１７０万円
年以内年を超え 年 か月以内であっ

て、世帯の自立に必要なときは

２３０万円

介護サービス、障がい者福祉サービス等
を受けるのに必要な経費（介護保険料を
含む）及びそのサービスを受ける期間中
の生計を維持するために必要な経費

サービスを受ける期間が 年を超え

ないときは

１７０万円
年以内

年を超え 年 か月以内であっ

て、世帯の自立に必要なときは

２３０万円

災害を受けたことにより臨時に必要と
なる経費

万円 年以内

冠婚葬祭に必要な経費 万円 年以内

住居の移転等、給排水設備等の設置に必
要な経費

万円 年以内

就職、技能習得の支度に必要な経費 万円 年以内

その他日常生活上一時的に必要な経費
（資金使途は限定されています）

万円 年以内

問問いい合合わわせせ先先：：お住まいの区の社会福祉協議会（区在宅サービスセンター）所在地： ページ
・北区、大正区、鶴見区、住吉区、東住吉区は ページの欄外※の問い合わせ先にご連絡ください。

貸貸 付付
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【【緊緊急急援援護護資資金金】】身 知 精 難

生活福祉資金等他の公的給付又は公的貸付の支給決定を受けた方が、その支払日までに緊急に

資金を必要とする場合に、その世帯の援護を目的として貸付を行う資金のことです。

《《貸貸付付のの対対象象》》

次のすべてに該当する方に対して資金を貸付けします。

大阪市の同一区内に３か月以上住所を有している方（住民票で３か月以上の居住

が確認できること）

生活福祉資金、年金、母子父子寡婦福祉資金、生活保護、傷病手当金の支給決定

を受け、現に当該給付又は貸付を受けていない方

生活保護法に基づく被保護者となっていない方

（ただし、生活福祉資金の教育支援資金就学支度費（短大・大学）を申請中の方

は除きます）

償還の見込みのある方

前項の規定にかかわらず、次の場合には貸付を受けることはできません。

本資金の貸付を受け、償還の終わっていない場合

他の貸付資金を滞納している場合

生活保護法による被保護者となっている場合

申請理由に虚偽がある場合

《《貸貸付付内内容容》》

貸付金額は 世帯あたり 万円以内（単身世帯は 万円以内）の必要と認める金

額です。

貸付は無利子ですが、償還期限経過後は年 分の利子を徴収します。

保証人は不要ですが、場合により必要となることがあります。

償還期限は、生活福祉資金等他の公的給付又は公的貸付の支払日の翌日です。

問問いい合合わわせせ先先：：お住まいの区の民生委員児童委員協議会事務局

所在地： ぺージ
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【【市市営営住住宅宅（（福福祉祉目目的的住住宅宅））へへのの入入居居募募集集】】身 知 精

一般の市営住宅募集とは別に特定の世帯（ひとり親・高齢・障がい）を対象に入居募集を行います。

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象ととななるる世世帯帯 ： 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者と現在同居しているか同居し

ようとする親族（内縁関係および婚約者を含む）で構成する世帯。

備備 考考 ： 所得制限あり。

車いす常用者向け特別設計住宅、障がい者ケア付住宅、車いす常用者向け

ケア付住宅の入居募集もあります。

募募 集集 時時 期期 ： 毎年 月初旬

※一般の市営住宅募集（毎年 月と 月）もお申込みいただけます。

（単身者向け、単身車いす常用者向け住宅の入居募集もあります）
 
【【府府営営住住宅宅へへのの入入居居募募集集（（福福祉祉世世帯帯向向けけ募募集集区区分分））】】身 知 精

高齢者・ひとり親・障がい者世帯および単身者等を対象に府営住宅総合募集において、福祉世帯向

け募集区分にお申込みいただけます（ただし、設備等は一般住宅と同様です）。

※※大大阪阪市市内内にに所所在在すするる府府営営住住宅宅はは、、令令和和５５年年４４月月１１日日付付でで大大阪阪市市へへ移移管管さされれままししたた。。

申申込込書書配配布布場場所所 ：府民お問合せセンター情報プラザ・各指定管理者・住まい情報プラザなど
問問いい合合わわせせ先先 ：各指定管理者（詳細は大阪府ホームページをご覧ください

）

対対象象ととななるる方方 ：高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯およびハンセン病療養所入所者等
の世帯など
単身者については高齢者、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者
など単身入居資格のある方

備備 考考 ：共通申込資格（１）から（４）すべての条件を満たしていること
（１）収入基準に合う方 （２）現在、住宅に困っている方
（３）申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務している方

（勤務することが確実な場合を含む）
（４）過去に府営住宅に入居していた方については、現に家賃の未納がなく、

かつ規則で定める不正な使用をしたことがないこと
車いす常用者世帯向けおよびシルバーハウジングの入居募集もあります。

募募 集集 時時 期期 ：総合募集 ４月・ 月・ 月・ 月・ 月・ 月
 
 
【【住住宅宅入入居居等等支支援援事事業業】】身 知 精 難

障がいのある方で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由

により入居が困難な人に対し、入居に必要な調整として不動産業者に対する物件あっせん依頼や、物

件探しへの同行、家主等との入居契約手続き支援等を行います。

窓窓 口口：８～９ページに記載されている各区障がい者基幹相談支援センター

ページに記載されている地域活動支援センター（生活支援型）

 

  ８８  
  

住住 宅宅  
入入居居支支援援
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【【住住宅宅改改修修費費のの給給付付】】 身 知 難

日常生活上の障がいの除去または軽減に直接効果のある改造工事を行うとき、工事費を次のとおり

給付します。（ただし、介護保険制度が適用される方は本制度の対象となりません。また、過去に本事

業を受けた方も原則対象となりません。）

なお、給付を受けるには、必ず事前申請が必要です。

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象ととななるる障障ががいい 対対象象ととななるる工工事事
給給付付基基準準

区区分分
基基準準
上上限限額額

自自己己負負担担率率

・身体障がい２級以上
・知的障がい重度（Ａ）

以上

障がい者の日常生活
上の障がいの除去ま
たは軽減に効果があ
ると認められる工事

非課税世帯 万円 ０／

課税世帯 万円
工事費 万円まで１／
工事費 万円超 万円
まで２／３

・両上肢機能障がい
１級かつ両下肢機
能障がい１級

・体幹機能障がい１級

トランスファーシス
テム等水平移動、垂
直移動を容易にする
機器の設置

非課税世帯 万円 ０／

課税世帯 万円
工事費 万円まで１／
工事費 万円超 万円
まで２／３

・下肢機能障がい３級
・体幹機能障がい３級
・乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による
運動機能障がい 級

・難病等を有する方で
その疾患が起因とな
り、下肢または体幹
機能障がいのある者

手すり設置、段差解
消工事等

非課税世帯 万円 ０／

課税世帯 万円
工事費 万円まで１／
工事費 万円超 万円
まで２／３

※市民税所得割額が 万円以上の世帯は対象外

【【セセーーフフテティィネネッットト住住宅宅（（住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者円円滑滑入入居居賃賃貸貸住住宅宅））】】
低額所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に特に配慮を要する方の入居を拒まな

い住宅として、大阪市に登録された民間賃貸住宅を、以下のサイトで検索できます。

《セーフティネット住宅情報提供システム》
ホホーームムペペーージジＵＵＲＲＬＬ：
問問 いい 合合 わわ せせ 先先： 大阪市都市整備局 安心居住課

電話：
《参考》
●●居居住住支支援援法法人人

障がいのある方など、住宅の確保に特に配慮を要する方の民間賃貸住宅への入居に関する情
報提供・相談や、見守り等の生活支援を行う「居住支援法人」を、都道府県が指定していま
す。指定された支援法人は、上記〈セーフティネット住宅情報提供システム〉に掲載されて
います。

居居住住支支援援

身 知 精 難
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【【介介護護人人付付無無料料乗乗車車証証・・単単独独用用無無料料乗乗車車証証・・乗乗車車料料金金割割引引証証】】身 知 精

下記対象の方は、各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）に申請し、無料乗車証等の

交付を受けることができます。敬敬老老優優待待乗乗車車証証、、タタククシシーー給給付付券券ををおお持持ちちのの場場合合はは交交付付ででききまませせんん。。ごご

利利用用いいたただだけけるる券券種種ののううちちいいずずれれかかをを選選択択ししててくくだだささいい。。

無料乗車証等のご利用の際は、身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳を必ず

お持ちください。 の駅（以下「駅」）係員、バス運転士が手帳の呈示をお願いすることが

あります。

対対象象者者 種種類類 利利用用方方法法 割割引引率率

●第 種身体障がい者（※１）

●第 種身体障がい者で（※２）

に該当する者

● 歳未満の身体障がい児・

知的障がい児・精神障がい児

●重度・中度の知的障がい者

●精神障がい者保健福祉手帳 級

介護人付

無料乗車証

バス運転士または駅改札口の

係員に呈示。（※３）

（ご利用は、介護人が同乗す

る場合に限ります（※４））

本人無料

介護人無料

（※８）

精神障がい者保健福祉手帳 級
単独用

無料乗車証

バス運転士に呈示または駅自

動改札機に投入。
本人無料

上記以外の身体障がい者・

知的障がい者・精神障がい者

乗車料金

割引証

バス運転士に呈示の後、該当

運賃を支払う。または、駅券

売機で「福祉」ボタンを押し

て特別割引乗車券を購入（※

５）（※６）。

本人 割引

（※９）

特別児童扶養手当受給者（ 級）

【生活保護受給者を除く】

乗車料金割引証

（券種限定）

バス運転士に呈示の後、該当

運賃を支払う。または、駅券

売機で「福祉」ボタンを押し

て特別割引乗車券を購入（※

６）（※７）。

本人 割引

（※９）

  ９９  交交 通通  
及及びび大大阪阪シシテティィババススのの乗乗車車料料金金割割引引
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（※１）大阪市の基準で、第 種として認める方に限ります。（等級表は ～ ページに掲載していま

す。）

（※２）下肢３級の２、下肢３級の 、下肢４～７級の複合により下肢の等級が３級以上、乳幼児期以前

の非進行性の脳病変による運動機能障がいの１上肢の上肢機能２級以上、１下肢の移動機能３級

以上の方。

（※３）遠隔対応改札（駅係員のいない改札）では、インターホンを押して、インターホンの下の台に乗

車証を置いてください。

（※４）申請により、単独でもご利用いただける「介護人付無料乗車証（単独乗車可）」の乗車証を交付す

る場合があります。「介護人付無料乗車証（単独乗車可）」により、単独でご利用される場合は、

駅自動改札機に投入してください。

（※５）普通券のほか、回数カード、定期券（共通全線定期券を除く）を購入できます。ただし、定期券

については、定期券発売窓口、または の「定期券・ 予約サービス」

でご予約のうえ、駅のピンク色の券売機でご購入ください（介護人の通学定期券・小児の

バ ス 定 期 券は発売していません）。バスとバス、バスと地下鉄の乗継割引の適用は、特別割引回数

カードでのご利用に限ります。

（※６）駅券売機に「福祉」ボタンがない場合は、インターホンを押して、インターホンの下の台に割引

証を置いてください。

（※７）普通券のほか、回数カードを購入できます。バスとバス、バスと地下鉄の乗継割引の適用は、特

別割引回数カードでのご利用に限ります。

（※８）車いす利用者の場合は、介護人２人まで割引の対象となります。

（※９） 、大阪シティバスで定める割引運賃を適用します。

※ オンデマンドバス（北区・福島区・生野区・平野区内運行分） 鶴浜 ユニバーサル・スタ

ジオ・ジャパンＴＭ行バスについては、割引の適用外です。

（身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳（精神障がい者保健福祉手帳をお持

ちの方の割引については、中央線延線部開業日から）の呈示による割引は適用されます。）

【【介介護護人人単単独独無無料料乗乗車車証証】】身 知 精

介護人付無料乗車証を交付されている方の常時介護人に対し、特定区間の交通機関無料乗車証が交

付されます。敬敬老老優優待待乗乗車車証証、、無無料料乗乗車車証証等等ををおお持持ちちのの場場合合はは交交付付ででききまませせんん。。どどちちららかかをを選選択択ししてて

くくだだささいい。。

窓窓 口口 ：福祉局障がい者施策部障がい福祉課 電話：

対対 象象 とと なな るる 方方 ：介護人付無料乗車証を交付されている方で、通学・通所・通勤している方

の介護人

利利用用ででききるる条条件件 ：障がいのある方の介護人が、送迎のため単独で乗車する場合（利用できる

区間は、障がいのある方の通学・通所・通勤区間となります）
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この項で紹介する制度で、障がい程度の区分として取り扱う“第 種”“第 種”と は 、「身体障

がい者（または知的障がい者）に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃について」（厚生省社会局長・

児童家庭局長通知）に定められているものです（身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福

祉手帳（※）の“旅客鉄道株式会社旅客運賃減額”の欄に記載してあります）。

【【第第 種種】】

障障ががいい区区分分 障障ががいい程程度度

視 覚 ～ 級、 級の１

聴 覚 ～ 級

肢体

上肢 級、 級の ・

下肢 ～ 級、 級の

体幹 ～ 級

脳原性運動機能障がい
上肢 ～ 級（両上肢の障がい）

移動 ～ 級（両下肢の障がい）

内部

心臓・じん臓・呼吸器・小腸 級、 級、 級

ぼうこう・直腸 級、 級

免疫機能障がい・肝臓機能障がい ～ 級

知的障がい （重度）

精神障がい 級

※ 等級に続く数字は身体障がい者障がい程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第 号）に表されている

該当程度です。等級表は ～ ページに掲載しています。

【【第第 種種】】 上記第 種以外の身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳（※）の

交付を受けた方

 

【【ＪＪＲＲ】】身 知 精

身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳（※）の交付を受けた方は次の割引が

利用できます。

利利 用用 方方 法法：乗車券購入時にＪＲの切符販売窓口で身体障がい者手帳、療育手帳または精神障が

い者保健福祉手帳（※）を呈示してください。

問問 いい 合合 わわ せせ 先先：ＪＲの切符販売窓口

利利用用ででききるる方方 乗乗車車券券のの種種類類 割割引引率率

第第

種種

単独で片道 ｋｍを超えて利用する場合 普通乗車券 割引

介護者とともに利用する場合

普通乗車券

定期乗車券

回数乗車券

急行券

（特別急行券を除く）

障がい者本人・介護

者とも５割引。ただ

し、障がい者が小児

定期乗車券の該当者

に対しては、介護者

のみ 割引

第第

種種

単独で片道 ｋｍを超えて利用する場合 普通乗車券 割引

介護者とともに利用する場合

（ 歳未満の障がい児が定期乗車券により

利用するときのみ）

定期乗車券 介護者のみ 割引

※精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の割引制度については、令和７年４月１日からの開始です。

※精神障がい者保健福祉手帳に「第１種、第２種」が表示されていない手帳をお持ちの方は、お住まい

の区保健福祉センターへ申し出てください。

主主なな公公共共交交通通機機関関のの料料金金割割引引
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【【鉄鉄道道（（ＪＪＲＲをを除除くく））・・ババスス】】身 知 精

（旧大阪市営地下鉄・ニュートラム）、大阪シティバス（旧大阪市営バス）等の鉄道、

バスの運賃については、各社が定める特別割引運賃が適用されます。

詳細につきましては、各社にご確認ください。

●鉄道（ を除く）

鉄鉄道道会会社社 問問いい合合わわせせ先先 利利用用ででききるる方方

●●

（旧大阪市営地下鉄・

旧ニュートラム）

・シティバスお客さまセンター

【電話】

令和 年 月 日以降

【営業時間】 ～ （年中無休）

【ホームページ】

●第１種身体障がい者

●第１種知的障がい者

●第１種精神障がい者（１級）

● 歳未満の第２種身体障がい児

● 歳未満の第２種知的障がい児

● 歳未満の精神障がい児（２級・３級）

※精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の割

引については、中央線延線部開業日から

割割引引 利利用用方方法法

本 人：５割引

介護人：５割引

（割引運賃でご乗車いただけるのは、

介護人と同乗する場合に限ります）

乗車券購入時に発売窓口で身体障がい者手帳、

療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳を呈

示し、特別割引乗車券をご購入ください。

※スマートフォン向け障がい者手帳アプリ「ミ

ライロ 」のご提示により、身体障がい者手帳・

療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の提示に

代えることができます。

鉄鉄道道会会社社 問問いい合合わわせせ先先

●●近近畿畿日日本本鉄鉄道道

近鉄電車テレフォンセンター

【電話】

【営業時間】 ～ （年中無休）

【ホームページ】

詳細については、

各社にお問合せ

ください。

●●京京阪阪電電車車

京阪電車お客さまセンター

【電話】

【営業時間】《平日》 ～ 《土休日》 ～

※年中無休（ ～ を除く）

【ホームページ】

●●南南海海電電鉄鉄

南海電鉄コールセンター

【電話】

【営業時間】 ～ （年中無休）

【ホームページ】

●●阪阪急急電電鉄鉄

阪急電鉄交通ご案内センター

【電話】 （ナビダイヤル）

電話等からは

【営業時間】平日 ～ および土・日、祝日 ～

（年末年始は営業時間を変更）

【ホームページ】

●●阪阪神神電電車車

阪神電気鉄道 運輸部営業課

【電話】

【営業時間】 ～ （土・日・祝休日、年末年始を除く）

【ホームページ】

※上記以外の鉄道会社の割引については、各社に確認してください。
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●バス

ババスス会会社社 問問いい合合わわせせ先先 利利用用ででききるる方方 割割引引 利利用用方方法法

●●大大阪阪シシテティィババスス

（旧大阪市営バス）

・シティバス

お客さまセンター

【電話】

【営業時間】 ～

（年中無休）

【ホームページ】

●第１種身体障がい者

●第１種知的障がい者

●第１種精神障がい者

（１級）

● 歳未満の第２種

身体障がい児・知的

障がい児・精神障が

い児（２級・３級）

本 人：５割引

介護人：５割引

※本人単独乗車でも割引

運賃でご乗車いただけ

ます

※車いす利用者の場合

は、介護人２人まで割

引の対象となります。

※大阪シティバスで定め

る特別割引運賃が適用

されます。

※精神障がい者保健福祉

手帳をお持ちの方の割

引については、中央線

延線部開業日から

運転士に身体障

がい者手帳また

は療育手帳を呈

示し、該当運賃を

お支払いくださ

い。

※スマートフォ

ン向け障がい者

アプリ「ミライロ

」のご提示によ

り、身体障がい者

手帳・療育手帳・

精神障がい者保

健福祉手帳の提

示に代えること

ができます。上記以外の第２種身体

障がい者・知的障がい

者

本人：５割引

※上記以外のバス会社の割引については、各社に確認してください。

【【飛飛行行機機】】身 知 精

各手帳を航空券販売窓口に提示することにより、割引が適用されます。

割引内容は航空会社により異なりますので、詳細は、各航空会社に確認してください。

手手帳帳のの種種類類 利利用用ででききるる方方 割割引引内内容容

身体障がい者手帳 本人と介護者１名

定期航空路線の国内線全区間におい

て、割引運賃が適用されます。（割

引運賃額は、各航空会社がそれぞれ

設定）

療育手帳 本人と介護者１名

精神障がい者

保健福祉手帳
本人と介護者１名
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【【身身体体障障ががいい者者手手帳帳・・療療育育手手帳帳のの呈呈示示にによよるる割割引引】】身 知

タクシーを利用されるときに、身体障がい者手帳または療育手帳を呈示すればタクシー料金が 割
引となります。

【【料料金金のの給給付付】】身 知

円（リフト付タクシーは 円）を上限として、乗車料金（障がい者割引適用後）につい
て、その一部または全部を給付します。

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）
対対象象ととななるる方方 ： 交通機関無料乗車証の交付資格を有する方

（精神障がい者、 歳未満の第 種身体障がい児、 歳未満の療育手帳Ｂ の方を除く）
制制 限限 等等 ： 交通機関無料乗車証及び敬老優待乗車証との併給はできません。
助助 成成 ： 月あたり 枚とし、年間で 枚を交付します。たただだしし、、紛紛失失さされれままししててもも再再交交付付でで

ききまませせんんののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。

備備 考考 ： ●給付券を利用する際は身体障がい者手帳または療育手帳の呈示が必要です。
●リフト付タクシーの給付券または、一般タクシー及びリフト付タクシーの給付券の併
用を希望される方は、対象制限があるので、上記窓口へお申し出ください。

●リフト付タクシーの給付券が利用できるタクシー会社（令和６年６月現在）は
～ ページをご覧ください。

●迎車にかかる料金については、タクシー会社によって取り扱いが異なりますので、事
前にご確認ください。

【【大大阪阪福福祉祉タタククシシーー総総合合配配車車セセンンタターー】】身 知 精 難

車いすやストレッチャー（寝台）のまま乗り降りできるリフト付タクシー等の予約配車を行います。
当日の予約でも１時間程度で配車が可能です。
上記の身体障がい者手帳・療育手帳の呈示による割引制度、給付券も利用できます。

ご利用の際は、大阪福祉タクシー総合配車センターに直接お問い合わせください。
（（一財）全国福祉輸送サービス協会大阪支部により運営されています。）

●問い合わせ先および受付時間
電電話話： （フクシゴー） フファァッッククスス：
ホホーームムペペーージジ：

大阪福祉タクシー配車 検索
受受付付時時間間：平日 ： ～ ： （土・日・祝・年末年始 月 日～ 月 日 休み）

※平日の早朝・夜間および土・日・祝・年末年始のご利用は事前にご予約ください。

●キャンセルについて
予約を取り止める場合は、予約したタクシー事業者または大阪福祉タクシー総合配車センターに、

お早めに電話連絡してください。当日配車後の取り止めについては、 円のキャンセル料が必要
となります。無断でキャンセルした場合も同様です。
また、旅行業者を介した予約を取り止める場合は、次の期間に応じて１乗車につきキャンセル料が

必要となります。 当日から３日前まで／ 円 ４日～６日前まで／ 円
７日～１０日前まで／１ 円 １１日～１５日前まで／１ 円
１６日～２０日前まで／５ 円

●貸し出し設備使用料の例

種種 別別 料料 金金 設設 備備 内内 容容 例例

手 押 し 車 い す 使 用 料 無 料 折り畳み式もあります。

リクライニング車いす使用料 円 乗車／ 台・背もたれが頭部まであり、角度調節が可能です。

簡易ストレッチャー使用料 円 車いす状態から寝台状態まで、背もたれの調整が可能です。

ストレッチャー使用 料 円 乗車／ 台・ 度タイプです。

（注）当日中における同一車両での往復利用（１乗車）の場合にあっては、復路の使用料は無料となります。

タタククシシーーのの利利用用
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ご利用運賃・料金の例

車車 種種 別別 運運 賃賃 乗乗 車車 定定 員員 例例（（運運転転者者をを除除くく））

大 型 車

時
間
制
運
賃

実車走行距離が ㎞以内の運送について 〈車いすの場合〉

・手押し車いす 台またはリクライニング車いす

台もしくは電動車いす 台と、同乗者 名～ 名

です。

・手押し車いす 台またはリクライニング車いす

台もしくは電動車いす 台と、同乗者 名～ 名

です。

〈寝 台 の 場 合〉

・ご本人（ストレッチャー１台）と、同乗者 名～

名です。

初 乗 運 賃 加 算 運 賃

分間まで 分間までごとに

円 円

距
離
制
運
賃

実車走行距離が ㎞を超える運送について

初 乗 運 賃 加 算 運 賃

㎞まで ㎞までごとに

円 円

普 通 車

時
間
制
運
賃

実車走行距離が ㎞以内の運送について

〈車いすの場合〉

手押し車いす１台またはリクライニング車いす 台

と、同乗者 名～ 名です（セダン車の場合は、本

人は後部座席に乗車し、手押し車いすは折り畳んで

トランクに収納します。乗車定員は 名です）。

ただし、軽自動車の場合は、手押し車いす 台と、

同乗者 名です。

初 乗 運 賃 加 算 運 賃

分間まで 分間までごとに

円 円

距
離
制
運
賃

実車走行距離が ㎞を超える運送について

初 乗 運 賃 加 算 運 賃

㎞まで ㎞までごとに

円 円

（注） ．乗車定員例（運転者を除く）は、目安として記載していますが、タクシー事業者の登録車種（車名）によって

同乗者の人数が異なりますので、予約時にご確認ください。

．セダン車の配置地域は、大阪市大正区です。

運運 賃賃 のの 割割 引引

・身体障害者割引 割引（身体障害者手帳又は障害者アプリ「ミライロ 」の提示が必要です）

・知的障害者割引 割引（知的障害者の療育手帳又は障害者アプリ「ミライロ 」の提示が必要です）

・軽自動車割引 割引（軽自動車による運送について適用します）

迎迎 車車 回回 送送 料料 金金

迎車のための回送 １回ごとに ３００円

待待 料料 金金

車車 種種 別別 料料 金金 内内 容容

大 型 車 分間までごとに 円 実車走行距離が、 ㎞を超える運送（距離制運賃の適用）において、

停車中に旅客より「待ち」の指示があった場合、その指示があった時

から発車するまでの時間について適用します。普 通 車 分間までごとに 円

●別途加算される介助料金等の例

種種 別別 料料 金金 介介 助助 内内 容容 例例

乗降以外の介助を
必要とする場合

一般介助料 円
団地、マンション、病院、施設、学校、駅・
空港ターミナルおよび自宅等の室内～車両
間の介助を行った場合：１作業につき

階段介助料

① ２階まで（家族＋運転者）／ 円
２階以上１階ごと／ 円

② ２階まで（運転者のみ）／ 円
２階以上１階ごと／ 円

団地、マンション、病院、施設、学校およ
び自宅等で身体に触れる介助（背負う・抱
きかかえ）または担架で階段を昇降する場
合

乗務員が 名以上
で対応する場合

介助要員料 円

運転手以外の介助要員が必要な場合に手配
を行い、利用者の指定した場所に到着した
時から作業を終えるまで：１作業・ 人に
つき

（注） ．介助料金についての詳細は、大阪福祉タクシー総合配車センターまでお問い合わせください。
．高速道路料金や有料駐車場などにかかる費用は利用者の実費負担となります。
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【【有有料料道道路路料料金金割割引引】】
有料道路の料金が一般料金の 割引となります（割引後の料金の額に端数が生じる場合は、 円

単位で切り上げてのお支払になります）。

対対象象ととななるる方方 ： ≪障がい者本人が運転する場合≫

※身体障がい者手帳の交付を受けた方

≪介護者が障がい者と同乗して運転する場合≫

※第 種身体障がい者及び第１種知的障がい者（大阪市で、第 種として

認める方）

制制 限限 等等 ： ●対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。

●事前登録ができる車両の台数は、障がい者 人につき 台までです。

●自動車の事前登録の有無にかかわらず、本割引の利用にあたっては事前

の申請手続きが必要です。

● 無線通行（ノンストップ走行）で本割引の適用を希望する場合は、

自動車の事前登録及び 利用申請が必要です。

窓窓 口口 ●各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

●オンライン申請（道路会社の申請受付サイト：

）

※オンライン申請は自動車を事前登録のうえ 利用申請される方の

み対象です

利利 用用 方方 法法 ： ≪現金等でお支払いされる場合又は事前に登録されていない自動車（知人の

車やレンタカー等）で利用する場合≫

申請手続き完了後に交付される割引用シールを貼付された身体障がい者手帳

または療育手帳を、料金所で呈示し所定の料金を支払います。

≪ 無線通行（ノンストップ走行）の場合≫

事前に登録された カードを、あわせて登録された 車載器に挿入し、

レーンを無線通行（ノンストップ走行）します。

《有料道路の範囲》

下記事業主体が管理する有料道路

事事業業主主体体

西日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ西日本）

東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本）

中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中日本）

首都高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社

地方道路公社

指定都市高速道路公社

一般地方道路公社

※有料道路料金割引（障がい者割引）等の各高速道路のサービスについては多様であるため、各

有料道路会社等に詳細をご確認してください。

自自動動車車等等のの利利用用
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【【駐駐車車禁禁止止除除外外指指定定車車標標章章のの交交付付】】身 知 精

障がい者等本人の申請により、申請内容を審査のうえ駐車禁止除外指定車標章が交付されます。

窓窓 口口：：大阪府下の警察署（大阪水上署及び関西空港署を除く。）の交通課

または大阪府警察本部交通部交通規制課

受受 付付：：月曜日から金曜日の ～ （休日、年末年始を除く。）

対対象象ととななるる方方：：次の障がい種別・等級（程度）の方

障障ががいい種種別別・・区区分分 障障ががいい等等級級（（程程度度）） 障障ががいい種種別別・・区区分分 障障ががいい等等級級（（程程度度））

視覚障がい ～ 級・ 級の 呼吸器機能障がい ・ 級

聴覚障がい ・ 級 じん臓機能障がい ・ 級

平衡機能障がい 級 ぼうこうまたは直腸機能障がい ・ 級

上肢機能障がい 級・ 級の 、 小腸機能障がい ・ 級

下肢機能障がい ～ 級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい

～ 級

体幹機能障がい ～ 級 肝臓機能障がい ～ 級

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障が
い

上肢機能
級・ 級（一上肢の

みに運動機能障がい
がある場合を除く）

知的障がい者 Ａ（重度）

精神障がい者 級

移動機能 ～ 級 色素性乾皮症患者 等級指定なし

心臓機能障がい ・ 級 戦傷病者 等級指定なし

《《申申請請にに必必要要なな書書類類等等》》

歩行困難者等本人が申請に来られる場合

○駐車禁止除外指定車標章交付申請書（歩行困難者用）

○身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患医療
受給者証（小児慢性特定疾患児手帳）

歩行困難者等本人が申請に来られない場合（代理申請）

○駐車禁止除外指定車標章交付申請書（歩行困難者用）

○歩行困難者等本人との関係を疎明する書面

○歩行困難者等本人の住民票の写し（３か月以内に交付された個人番号の記載がないもの）

○身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・小児慢性特定
疾患医療受給者証（小児慢性特定疾患児手帳）

○その他審査に必要な資料の提出を求めることがあります。

※１ 時間制限駐車区間（パーキング・チケット、パーキング・メーター区間）及び高齢運転者等標章自動車

駐車可の区間では、指定部分・方法に従わない駐車（枠外の駐車）はできません（除外されません）の

で、指定部分・方法に従って（枠内に）駐車してください。

※２ 駐停車禁止場所（例：交差点の側端から５ｍ以内など）、法定の駐車禁止場所（例：消火栓等から５ｍ以

内など）及び駐車方法（例：右側駐車など）の違反は除外の対象となりません。

また、歩行困難者等本人が車両を実際に使用中でなければ除外の対象となりません。詳しくは大阪府下

の警察署（大阪水上署及び関西空港署を除く。）の交通課または大阪府警察本部交通部交通規制課でお

尋ねください。
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【【自自動動車車駐駐車車場場利利用用料料のの減減額額】】身 知 精

下記の自動車駐車場の一時駐車料金を半額とします。

問問 いい 合合 わわ せせ 先先 ： 各駐車場管理事務所

対対象象ととななるる自自動動車車 ： 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳の交付を

受けた方が自ら運転する自動車または身体障がい者手帳、精神障がい者

保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けた方が乗車し、その移動のた

めに当該障がい者以外の方が運転する自動車

利利 用用 方方 法法 ： 駐車場利用時に身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手

帳または障がい者手帳アプリ「ミライロ 」を提示してください。

駐駐車車場場名名 電電話話 駐駐車車場場名名 電電話話

西横堀駐車場 － 扇町通地下駐車場 －

法円坂駐車場 － 大阪駅前地下駐車場 －

十三駐車場 － 土佐堀地下駐車場 －

新大阪駅南駐車場 － 靱地下駐車場 －

宮原地下駐車場 － 谷町筋地下駐車場 －

豊崎地下駐車場 － 安土町地下駐車場 －

塩草地下駐車場 － 長居公園地下駐車場※ －

本町地下駐車場 － 長堀通地下駐車場 －

上汐地下駐車場 － 東長堀地下駐車場 －

新大阪駅南第 駐車場 －

（参考）障がい者割引は、平成 年 月 日から実施しています。

※長居公園地下駐車場は、当日１回 円でご利用できます。

【【自自転転車車駐駐車車場場利利用用料料のの減減額額】】身 知 精

本市の有料自転車駐車場の利用料金を次の場合半額とします。

問問いい合合わわせせ先先 ： 各自転車駐車場管理事務所

対対象象ととななるる方方 ： 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方

利利 用用 種種 別別 ： 定期利用・回数券利用

【【身身体体障障ががいい者者用用自自動動車車改改造造費費のの助助成成】】身

身体障がいのある方が就労に伴い自動車を改造するとき、その費用について助成します。

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象ととななるる方方 ： 上肢・下肢・体幹機能障がいで身体障がい者手帳 ・ 級の交付を受けた
方（総合等級１・２級は除く）

補補 助助 額額 等等 ： 対象経費にかかる１／２以内（上限 円）

※所得制限があります。

※過去に本補助金を交付された方は、交付後 年が経過していなければ再申請できません。
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【【障障ががいい者者福福祉祉ババスス借借上上助助成成】】身 知 精

障がい者・児が、団体で研修会、社会見学等を行うとき、その費用について助成します。

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対象象ととななるる
団団 体体

：
障がい者の自立と社会参加を目的とした事業を行っている特定非営利活動
法人・社会福祉法人・財団法人等

補補 助助 額額 等等 ： 大型バス借り上げにかかる経費の１／２以内（上限５１５ 円）

 
 
 

ババススのの利利用用
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【【所所得得税税・・住住民民税税のの所所得得控控除除】】身 知 精

《 所得税：令和５年分 住民税：令和６年度分 》

内内 容容

所所得得控控除除額額
（（１１人人ににつつきき））

所所得得税税 住住民民税税

障がい者控除
本人・同一生計配偶者・扶養親族が身体障が
い者手帳、療育手帳または精神障がい者保健
福祉手帳の交付を受けている場合等

万円 万円

特別障がい者の場合

上記障がい者が身体障がい者手帳（ 級また
は 級）、療育手帳（Ａ）または精神障がい
者保健福祉手帳（ 級）の交付を受けている
場合等

万円 万円

同居特別障がい者の場合
同一生計配偶者・扶養親族が特別障がい者で
あり、本人と同居（※１）している場合

万円 万円

医療費控除

右以外にも対象となる

ものがあります。

傷病によりおおむね６か月以上寝たきりの方
のおむつ代で、その方の治療をしている医師
が発行したおむつ使用証明書等がある場合
（※２）

おむつ（成人用）にかか
る費用のうち（※３）の
計算式にて求めた額

ストマ用装具を使用している方で、その方の
治療をしている医師が発行した「ストマ用装
具使用証明書」がある場合

ストマ用装具にかかる
費用のうち（※３）の計
算式にて求めた額

セルフメディケーション
税制（※４）

（医療費控除の特例）

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行って
いる場合において、特定一般用医薬品等（ドラッグストア等で購入で
きるスイッチ 医薬品）購入費を支払った場合（※５）

※１ 配偶者または本人と生計を一にする親族と同居している場合を含みます。

※２ おむつ代について医療費控除を受けることが２年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている

一定の方は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることが

できます。

※３ （支払った医療費－保険金等により補てんされた金額）－（総所得金額等の合計額× また

は 万円のいずれか少ない金額）【限度額 万円】

※４ 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用です。

※５ （支払ったスイッチ 医薬品購入費）－（保険金等により補てんされた金額）－ 万

千円【限度額８万８千円】

問問いい合合わわせせ先先：所得税・・・税務署（所在地 ～ ページ）

住民税・・・市税事務所（所在地 ページ）

  税税のの減減免免ななどど  
税税のの控控除除・・減減額額・・免免除除
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【【住住民民税税のの非非課課税税･･減減額額措措置置】】（令和６年度分） 身 知 精

・本人が障がい者で前年の合計所得金額が 万円以下の方･･･非課税
・本人が障がい者で前年の合計所得金額が 万円以下の方･･･ 割減額（※）
・本人が障がい者で前年の合計所得金額が 万円以下の方･･･５割減額（※）

※ 全額負担が困難な場合に限り、申請により、適用される場合があります。
（ただし、納付された税額および申請期限が過ぎた税額については、適用できません。）
《申請期限》

・普通徴収税額：減額を受けようとする納期の納期限
・給与からの特別徴収税額：減額を受けようとする徴収月の前月末日
・公的年金からの特別徴収税額：減額を受けようとする徴収月の前月末日

問問いい合合わわせせ先先：市税事務所（所在地： ページ）

【【相相続続税税のの控控除除】】身 知 精

内内 容容 控控除除額額

障がい者控除 障がい者が相続または遺贈により財産を取得した場合 万円

特別障がい

者の場合

上記障がい者が身体障がい者手帳（ 級又は 級）、または精神障が

い者保健福祉手帳（ 級）の交付を受けている場合など
万円

歳に到達するまでの 年につき上記の額を相続税から控除 （（ －－障障ががいい者者年年齢齢））××控控除除額額

問問いい合合わわせせ先先：：税務署（所在地： ～ ページ）

【【個個人人事事業業税税】】身

両眼の視力を喪失した方、両眼の視力が 以下の方が行うあん摩、マッサージまたは指圧、はり、

きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業については、課税対象外となります。

問問いい合合わわせせ先先：：府税事務所（所在地： ページ）

【【関関税税】】
身体障がい者用に特に製作された器具および物品を輸入する場合、免税となる場合があります。

《関税が免除される器具等の例）

義肢、人工代用筋、車いす、盲人用の点字器など

問問いい合合わわせせ先先：：大阪税関業務部税関相談官 電話：

【【自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割・・種種別別割割））及及びび軽軽自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割））
のの減減免免】】身 知 精

●障がい者が所有する自動車及び障がい者と生計を一にする方が所有する自動車で、専ら当該障が

い者が運転するものまたは当該障がい者と生計を一にする方が当該障がい者のために専ら運転

するもの。ただし、 歳以上の軽度の身体障がい者は、本人所有の自動車を本人が運転する場

合に限ります。

障がい者のみで構成される世帯の重度の障がい者が所有する自動車を当該障がい者の常時介護

者が当該障がい者のために通勤・通学・通院に専ら運転するもの。

なお、減免の対象となる自動車は、自家用自動車１台限りです。

●身体障がい者の利用に供するための特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた自

動車（※「特別の仕様」、「構造変更」とは車いすの昇降・固定する装置等を装着したもの等をい

います）。
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障障ががいいのの区区分分
障障ががいいのの級級別別ままたたはは程程度度

重重度度（（級級）） 軽軽度度（（級級））

身
体
障
が
い
者
手
帳

視覚障がい ～ ・

聴覚障がい ～

平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい ・ －

上肢・下肢機能障がい ～ ～

体幹機能障がい ～

脳原性運動機能障がい ～ ・

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸機能障がい ・

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能障がい ～

療育手帳 Ａ・Ｂ ・Ｂ ―

精神障がい者保健福祉手帳
《自立支援医療受給者証（精神通院医療）の交付を受けている場合に限る》

―

●減免の申請期限 
区区分分 申申請請書書のの提提出出期期限限 税税目目

自動車を新規取得する場合で

登録の際に減免要件に該当している場合
登録の日

自動車税（環境性能割・種別割）

軽自動車税（環境性能割）

自動車をすで

に所有してい

る場合

月 日に減免要件に該当

している場合

自動車税（種別割）の

納期限
自動車税（種別割）

月 日後、減免要件に

該当することになった場合

減免要件に該当することに

なった日から 日以内

※ 新たに自動車税（種別割）の身体障がい者等減免を申請される方で、申請期限を過ぎて申請された場

合、減免を受けることができる税額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。

ただし、自動車税（環境性能割）および軽自動車税（環境性能割）については、申請期限（自動車の登

録の日）を過ぎた場合、減免を受けることができませんのでご注意ください。

（身体障がい者手帳等の交付申請中の方は、減免申請の際にその旨をお申し出ください）

問問いい合合わわせせ先先：：自動車をすでに所有している場合…府税事務所（所在地： ページ）

自動車を新規取得する場合…自動車税事務所分室（所在地： ページ）

【【軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割））のの免免除除】】身 知 精

●障がい者または障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、当該障がい者が運転するもの、

または専ら当該障がい者のために当該障がい者と生計を一にする方もしくは当該障がい者の常時介護

者が運転するもの（同一世帯でない場合は、区役所保健福祉センターが発行する生計同一・常時介護証

明書の交付を受けたものに限ります）。ただし、満 歳以上の軽度の身体障がい者に関しては、本

人所有の軽自動車等に限ります。

なお、自動車税（種別割）の減免または軽自動車税（種別割）の免除を受けることができるのは、１人

の障がい者につき１台に限られます。したがって、自動車税（種別割）で減免を受けた方は、軽自動車

税（種別割）では免除を受けることはできません。

※ 「軽自動車等」とは、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および２輪の小型自動車

をいいます。

※ 営業用は除きます。

●障がい者の利用に供するための特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた軽自動車等

で専ら障がい者の利用に供されるもの

※ 構造変更とは車いすの昇降・固定する装置等を装着したもの等をいいます。

●納期限（５月末日、土・日曜日の場合は翌開庁日）までに申請されない場合は、免除の適用ができま

せんのでご注意ください。
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※ 各種手帳の交付申請中の方は、免除の申請の際にその旨をお申し出ください。

障障ががいいのの区区分分
障障ががいいのの級級別別ままたたはは程程度度

重重度度（（級級）） 軽軽度度（（級級））

身
体
障
が
い
者
手
帳

視覚障がい ～ ・

聴覚障がい ～

平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい － ・

上肢・下肢機能障がい ～ ～

体幹機能障がい ～

脳原性運動機能障がい ～ ～

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸機能障がい ・

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能障がい ～

療育手帳
《本市において発行した療育手帳の交付を受けている場合に限ります》

Ａ・Ｂ ・Ｂ －

精神障がい者保健福祉手帳
《自立支援医療受給者証（精神通院医療）の交付を受けている場合に限ります》

－

問問いい合合わわせせ先先：：市税事務所（所在地： ページ）

 
 
 
 

次に該当される方は、少額預金の利子所得等の非課税制度および少額公債の利子の非課税制度により、

それぞれ 万円（合計で７００万円）までの元本または額面から生ずる利子等について非課税とさ

れています。

これらの非課税制度の適用を受けるには、預金等の預入等の際に、金融機関の窓口等に申請が必要で

す。

また、申請の際には、対象者であることを証明する公的書類を提示する必要があります。

なお、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入により、申請の際にマイナンバーを金融機

関に提供する必要があります。マイナンバーを提供する際には、本人確認書類（「番号を確認する書類」

及び「本人を確認する書類」）として個人番号カード等の提示が必要となります。

対対象象ととななるる方方 対対象象者者ででああるるここととをを証証明明すするる公公的的書書類類

身体障がい者手帳の交付を受けている方
身体障がい者手帳及び本人確認書類
（個人番号カード等）

療育手帳の交付を受けている方 療育手帳及び本人確認書類
（個人番号カード等）

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神障がい者保健福祉手帳及び本人確認書
類（個人番号カード等）

障がい基礎年金・障がい厚生年金・障がい共済年金を受給
している方

それぞれの年金証書及び本人確認書類
（個人番号カード等）

特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給している方 それぞれの認定通知書及び本人確認書類
（個人番号カード等）

注１ 上記以外でも、各種法律に基づく障がい年金、手当や補償費を受給している方などが、非課税扱い

となる場合があります。

注２ 郵便貯金の利子所得の非課税制度については、郵政民営化（平成 年 月 日）以後、経過措

置が適用されるものを除き、廃止されています。

身 知 精少少額額預預金金等等利利子子非非課課税税制制度度
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次の場合郵便料金が減免されます（今後、一部商品が変更になる可能性があります）。

種種類類 内内容容・・形形態態 郵郵便便料料金金・・ゆゆううパパッックク運運賃賃

点 字 郵 便 物 点字のみを掲げたものを内容とし開封とするもの。 無料

点 字

ゆ う パ ッ ク

障がいのある方の福祉の増進を図るために大型の点字図

書等点字のみを掲げたものを内容とするもので、内容品の

見本を提示して差し出す場合を除き、その内容品が容易に

認定できるように包装して差し出すもの。

重量３０ 以下、大きさは、長さ

幅及び厚さの合計 ｍ以下です。

運賃については、日本郵便株式会社

の郵便局でお尋ねください

心身障がい者用

ゆ う メ ー ル

図書館（日本郵便株式会社へ所定の届出をされたものに限

ります）と身体に重度の障がいがある方または知的障がい

の程度が重い方との間で図書の閲覧のために発受する

もの。

詳細は日本郵便株式会社の

郵便局でお尋ねください

聴覚障がい者用

ゆ う パ ッ ク

聴覚に障がいのある方の福祉を増進することを目的とす

る施設（日本郵便株式会社が指定するものに限ります）と

聴覚に障がいのある方との間でビデオテープ、ＤＶＤなど

の録画物の貸し出しまたは返却のために発受するもの。

第 三 種 郵 便 物

１回の発行部数が５００部以上のもので１回の発行部数

にしめる有料購読部数が８０％以上の定期刊行物で日本

郵便株式会社の承認を受けたもの。なお、心身障がい者団

体が心身障がい者の福祉を図ることを目的として発行す

る定期刊行物を内容とするもので発行人から差し出され

るものは心身障がい者用低料第三種郵便物として取り扱

います。

詳細は日本郵便株式会社の

郵便局でお尋ねください

特 定 録 音 物 等

郵 便 物

盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で、

内国郵便約款の定めるところにより点字図書館、点字出版

施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設（日本

郵便株式会社が指定するものに限ります）から差し出し、

またはこれらの施設にあてて差し出されるもので開封と

するもの。

無料

 

  各各種種料料金金のの減減免免  
身 知

郵郵便便料料金金
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次の世帯のＮＨＫ放送受信料が減免されます。

対対象象ととななるる方方：：《全額免除》

身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方または知的

障がい者と判定を受けた方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税である世

帯

《半額免除》

世帯主が、身体障がい者手帳の交付を受けた視覚障がい者・聴覚障がい者ま

たは身体障がい者手帳（１・ 級）・精神障がい者保健福祉手帳（ 級）の交

付を受けた方または重度の知的障がい者と判定を受けた方であるとき

問問いい合合わわせせ先先：：ＮＨＫふれあいセンター

ナビダイヤル

受付時間： ～ （土・日・祝日も受付）

ホームページ

ＮＨＫ大阪放送局 視聴者リレーションセンター 開発推進部

受付時間：平日 ～ （所在地： ページ）

備備 考考：：詳細は上記ホームページを確認、またはＮＨＫまでお問い合わせください。

該当証明が必要なときは各区保健福祉センター福祉業務担当

（所在地：裏表紙）

 
 
 

事前登録することで番号案内 が無料でご利用いただけるサービス（ふれあい案内）です。ふ

れあい案内については、ＮＴＴ西日本及びＮＴＴの１０４をご利用いただける通信業者の回線（携帯

電話含む）から、１０４をダイヤルした場合が対象になります。

対象となる方

・身体障がい者手帳

視覚障がい ～ 級

肢体不自由（上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい） ・

級の方）

聴覚障がい 級、 級、 級、６級

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい 級、 級

・戦傷病者手帳

視力の障がい 特別項症～第 項症

上肢の障がい 特別項症～第 項症

聴覚障がい 第２項症、第４項症

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい 第１項症、第２項症、第４項症

・療育手帳

・精神障がい者保健福祉手帳所持者

ＮＮＴＴＴＴ西西日日本本ふふれれああいい案案内内

： ： （フリーダイヤル）

※ によるお問い合わせに関する注意事項

・お客様のお名前と連絡先 番号を用紙に記載し、送信してください

受受 付付 時時 間間： ～ （土曜・日曜・祝日および年末年始を除く）

ＮＮＨＨＫＫ放放送送受受信信料料

ＮＮＴＴＴＴ電電話話番番号号案案内内料料金金
身 知 精

 

身 知 精

 



84

11
各
種
料
金

の
減
免

 

 
 

身体障がい者手帳・療育手帳または認定カード・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方は、手帳・
カードの持参・提示により、次の施設の入場料等が減免されます。 
※ スマートフォン向け障がい者手帳アプリ「ミライロ 」のご提示により、身体障がい者手帳等の提示に代えることが

できます。

※ 施設名欄に【半額】の表示のないものは無料となります。

※ 被爆者健康手帳をお持ちの方も対象となる施設があります。対象かは、各施設へお問合せください。

備備 考考：入場時間、休館日は年度・季節・催しの開催状況及び新型コロナウイルス感染拡大防止等により異なる

場合がありますので、各施設等に直接お問い合わせください。

原則として大阪市主催の催しに限ります。介護の必要な方は介護人と一緒にご利用ください。

介護人の割引は施設により異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。

【【文文化化施施設設等等】】

施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

東東 洋洋 陶陶 磁磁 美美 術術 館館

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

北区中之島

～ ～

～ 、毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

展示替期間
《京阪》なにわ橋

《 ・京阪》淀屋橋、北浜

科科 学学 館館

（（ププララネネタタリリウウムムのの無無料料

観観覧覧はは 日日 回回ののみみ））

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

北区中之島
～

（詳細は公式ホー

ムページをご覧く

ださい）

～

（詳細は公式ホーム

ページをご覧くださ

い）

～ 、毎週月曜日

（祝日の場合は翌平日）

メンテナンス休館日あり

《 》肥後橋

《京阪》渡辺橋

《大阪シティバス》田蓑橋

キキ ッッ ズズ ププ ララ ザザ 大大 阪阪

【【半半額額】】

北区扇町 ～

※利用時間は変

更となる場合が

あります。

閉館の

分前まで

第 ・３月曜日（祝日の場合

は翌日）、 月は第 月曜日、

～ 、臨時休館あり《 》扇町・《ＪＲ》天満

大大 阪阪 城城 天天 守守 閣閣

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

中央区大阪城

～

夏季等

開館延長実施

閉館の

分前まで

～
※ 年 （月）か
ら １ （土）まで館外エ
レベーター更新工事のため、
改札から天守閣内までは階段
のみとなります。
詳しくはホームページをご覧
ください。

《 ・京阪》天満橋

《 》谷町四丁目

大大 阪阪 城城 西西 のの 丸丸 庭庭 園園

中央区大阪城公園内 【３～ 月】
～

【 ～２月】

～

閉園の

分前まで

～ 、毎週月曜日

（祝日の場合は翌平日）《 ・京阪》天満橋

《 》谷町四丁目

大大 阪阪 歴歴 史史 博博 物物 館館

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

中央区大手前

～
閉館の

分前まで

～ 、毎週火曜日

（祝日の場合は翌平日）
《 》谷町四丁目

《大阪シティバス》馬場町

大大阪阪 くくららししのの 今今昔昔館館

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

北区天神橋

住まい情報センタービル

階 ～
閉館の

分前まで

～ ３

毎週火曜日

臨時休館あり《 ・阪急》天神橋筋六丁目

《ＪＲ》天満

ピピ ーー スス おお おお ささ かか

大大阪阪国国際際平平和和 ｾｾ ﾝﾝ ﾀﾀ ｰー

中央区大阪城

～ ～

毎週月曜日、 ～ ７ ４、

、 、２ 、２ 、

、３ 、 、 、

、 、
《ＪＲ・ 》森ノ宮

身 知 精
文文化化施施設設等等のの入入場場料料
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施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

海海 遊遊 館館

【【 半半 額額 】】

（（本本人人及及びび介介護護者者 名名））

港区海岸通 ～
季節により変更あり

詳細はホームページを

ご覧下さい

閉館の

時間前まで

年

（水）・ （木）《 》大阪港

天天 保保 山山 大大 観観 覧覧 車車

【【 半半 額額 】】

（（本本人人及及びび介介護護者者 名名））

港区海岸通 平日
～

土日祝
～

詳細はホームページを

ご覧下さい

営業終了の

分前まで

年

（水）・ （木）《 》大阪港

大大 阪阪 市市 立立 美美 術術 館館

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

天王寺区茶臼山町

～ ～

毎週月曜日

（祝日の場合は翌平日）

※ 年秋から 年春（予定）

まで、改修工事のため休館

《ＪＲ・ 》天王寺

《近鉄》大阪阿部野橋

《大阪シティバス》あべの橋

天天 王王 寺寺 動動 物物 園園

天 王 寺 区 茶 臼 山 町 ～

【 月及び 月

の土曜日、日曜日

及び祝日】

～

閉園の

１時間前まで

・毎週月曜日（休日の場合は

翌日）

・年末年始（ ～１ １）
《ＪＲ・ 》天王寺

《 》動物園前、恵美須町

慶慶 沢沢 園園

天王寺公園内 ～

【 月及び 月

の土曜日、日曜日

及び祝日】

～

閉園の

分前まで

～ 毎週月曜日（休

日の場合は翌平日）

※ 年４月から

年春（予定）まで、改修工事

のため休園

《ＪＲ・ 》天王寺

《 》動物園前、恵美須町

城城 北北 菖菖 蒲蒲 園園

旭区城北公園内

～ ～
開園期間

月中旬～ 月中旬（予定）《大阪シティバス》城北公園前

《 》城北公園通

咲咲 くく やや ここ のの 花花 館館

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

鶴見区鶴見緑地内

～ ～
～ 、毎週月曜日

（休日の場合は翌平日）《 》鶴見緑地

自自 然然 史史 博博 物物 館館

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

東住吉区長居公園 【３～ 月】
～

【 ～２月】

～

【 ～ 月】

～

【 ～ 月】

～

～ 、毎週月曜日

（祝休日の場合は翌平日）《ＪＲ・ 》長居

《大阪シティバス》 長居東

長長 居居 植植 物物 園園

（（本本人人及及びび介介護護者者１１名名））

東住吉区長居公園 【３～ 月】
～

【 ～２月】

～

【 ～ 月】

～

【 ～ 月】

～

～ 、毎週月曜日

（休日の場合は翌平日）《ＪＲ・ 》長居

大大 阪阪 公公 立立 大大 学学

附附 属属 植植 物物 園園

交野市私市

～ ～

毎週月曜日

（祝日の場合は開園）

～《京阪》私市

大大 阪阪 中中 之之 島島 美美 術術 館館

【【 半半 額額 】】

（（本本人人及及びび介介護護者者 名名））

北区中之島 ３

～
閉場の

分前まで

毎週月曜日

（祝日の場合は翌平日）

展示替期間

《 》肥後橋

《京阪》渡辺橋

《大阪シティバス》田蓑橋
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【【ププーールル】】

施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

アアククアアパパーークク

扇扇 町町

北区扇町

扇町公園内
平 日 ～

土日祝 ～

屋外プール夏季のみ

～

平 日 ～

土日祝 ～

屋外プール夏季のみ

～

～ 、水曜日

（祝日の場合は翌日）《 》扇町

《ＪＲ》天満

都都 島島 屋屋 内内

都島区都島本通

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》都島・野江内代

下下 福福 島島

福島区福島 下

福島公園内
平 日 ～

土日祝 ～

屋外プール夏季のみ

～

平 日 ～

土日祝 ～

屋外プール夏季のみ

～

～ 、木曜日

（祝日の場合は翌日）《ＪＲ》新福島

《京阪》中之島

《大阪シティバス》堂島大橋北詰

此此 花花 屋屋 内内

此花区西九条 ～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～ 、月曜日

（祝日の場合は開館）《ＪＲ・阪神》西九条

中中 央央 屋屋 内内
中央区島之内

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《 》長堀橋

セセンントトララルルススポポーーツツ

西西 屋屋 内内

西区本田

松島公園内
～ ～

～ 、火曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》西長堀・阿波座

大大 阪阪

港区田中

八幡屋公園内 ～ ～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）

公式競技開催日《 》朝潮橋

大大 正正 屋屋 内内
大正区小林東

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《大阪シティバス》小林

真真 田田 山山

天王寺区真田山町

真田山公園内
～

屋外プール夏季のみ

～

～

屋外プール夏季のみ

～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）

専用使用日《 ・ＪＲ》玉造・鶴橋

浪浪 速速 屋屋 内内

浪速区難波中

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 ・近鉄》なんば

《ＪＲ・南海》難波

西西 淀淀 川川 屋屋 内内
西淀川区大和田 ～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～ 、月曜日

（祝日の場合は開館）《阪神》福

ウウエエルルネネスス

淀淀 川川 屋屋 内内

淀川区十三東
平日 ～

土 ～

日・祝 ～

平日 ～

土 ～

日・祝 ～

～ 、木曜日

（祝日の場合は翌日）
《大阪シティバス》淀川区役所

《阪急》十三

東東 淀淀 川川 屋屋 内内

東淀川区東淡路

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《阪急》淡路

《大阪シティバス》東淡路一丁目

東東 成成 屋屋 内内

東成区東中本

神路公園内 ～
～

～ 、

第２月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》緑橋

《大阪シティバス》東中本二丁目

生生 野野 屋屋 内内

生野区桃谷

～ ～

～ 、

火曜日

（祝日の場合は翌日）《 ・ＪＲ・近鉄》鶴橋



11
各
種
料
金

の
減
免

87 

施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

旭旭 屋屋 内内

旭区高殿

～ ～
～ 、火曜日

（祝日の場合は翌日）《 》関目高殿

《大阪シティバス》高殿・高殿七丁目

旭旭

旭区高殿

旭公園内 月上旬～ 月下旬

～

月上旬～ 月下旬

～
施設にお問合せください《 》関目高殿

《大阪シティバス》高殿二丁目

城城 東東 屋屋 内内

城東区関目 平日 ～

土 ～
日 ～

平日 ～

土 ～
日 ～

～ 、

第 月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》蒲生四丁目

《京阪》野江

鶴鶴 見見 緑緑 地地

鶴見区緑地公園

鶴見緑地公園内

月～ 月
～
月～ 月
～

屋外プール夏季のみ
～

月～ 月
～
月～ 月
～

屋外プール夏季のみ
～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》鶴見緑地

阿阿 倍倍 野野 屋屋 内内

阿倍野区阿倍野筋

～ ～
～ 、水曜日

（祝日の場合は翌日）《 》阿倍野

フフィィッットトネネスス

住住 之之 江江 屋屋 内内

住之江区北加賀屋
～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～ 、月曜日

（祝日の場合は開館）《 》北加賀屋

住住 吉吉 屋屋 内内

住吉区浅香

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）

《 》あびこ

《ＪＲ》杉本町

《大阪シティバス》浅香東住宅前

長長 居居

東住吉区長居公園

長居公園内 ～
屋外プール夏季のみ

～

～
屋外プール夏季のみ

～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《 ・ＪＲ》長居
《ＪＲ》鶴ヶ丘

平平 野野 屋屋 内内

平野区平野南

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》平野
《大阪シティバス》平野東住宅前

西西 成成 屋屋 内内

西成区玉出東

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》岸里

《南海》岸里玉出

【【アアイイススススケケーートト場場】】

施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

大大 阪阪 ププ ーー ルル

ｱｱ ｲｲ ｽｽ ｽｽ ｹｹ ｰー ﾄﾄ 場場

港区田中
八幡屋公園内

冬季のみ
【 月～ 月】

平日 ～

土 ～
日・祝 ～

冬季のみ
【 月～ 月】

平日 ～

土 ～
日・祝 ～

２８～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
専用使用日

公式競技開催日
《 》朝潮橋

真真 田田 山山 ﾌﾌ ﾟ゚ ｰー ﾙﾙ
ｱｱ ｲｲ ｽｽ ｽｽ ｹｹ ｰー ﾄﾄ 場場

天王寺区真田山町
真田山公園内

冬季のみ

【 ～ 】
平 日 ～
土日祝 ～

冬季のみ

【 ～ 】
平 日 ～
土日祝 ～

～ 、月曜日
（祝日の場合は翌日）

《 ・ＪＲ》玉造・鶴橋

セセンントトララルルススポポーーツツ

浪浪 速速 屋屋 内内
ｱｱ ｲｲ ｽｽ ｽｽ ｹｹ ｰー ﾄﾄ 場場

浪速区難波中 通年

～
火・水
～

通年

～
火・水
～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
専用使用日

公式競技開催日

《 ・近鉄》なんば
《ＪＲ・南海》難波
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【【トトレレーーニニンンググ場場】】

施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

アアククアアパパーークク

扇扇 町町

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

北区扇町 扇町公

園内 平 日 ～

土日祝 ～

平 日 ～

土日祝 ～

～ 、水曜日

（祝日の場合は翌日）《 》扇町

《 》天満

都都 島島 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

都島区都島本通

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》都島・野江内代

下下 福福 島島

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

福島区福島

下福島公園内
平 日 ～

土日祝 ～

平 日 ～

土日祝 ～

～ 、木曜日

（祝日の場合は翌日）
《ＪＲ》新福島

《大阪シティバス》堂島大橋北詰

《京阪》中之島

此此 花花 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

此花区西九条
～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《ＪＲ・阪神》西九条

中中 央央 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

中央区島之内
～ ～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《 》長堀橋

セセンントトララルルススポポーーツツ

西西 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

西区本田

松島公園内
～ ～

～ 、火曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》西長堀・阿波座

中中 央央 体体 育育 館館

ﾄﾄ ﾚﾚ ｰー ﾆﾆ ﾝﾝ ｸｸ ﾞ゙ 室室

港区田中

八幡屋公園内 ～ ： ～

～ 、

第３月曜日

（祝日の場合は翌日）《 》朝潮橋

大大 正正 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

大正区小林東

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《大阪シティバス》小林

真真 田田 山山

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

天王寺区真田山町

真田山公園内
～ ～

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 ・ＪＲ》玉造・鶴橋

浪浪 速速 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

浪速区難波中

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 ・近鉄》なんば

《ＪＲ・南海》難波

西西 淀淀 川川 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

西淀川区大和田
～

（祝日と重なる月曜日

は ～ ）

～

（祝日と重なる月曜日は

～ ）

～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《阪神》福

ウウエエルルネネスス

淀淀 川川 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

淀川区十三東
平日 ～

土 ～

日・祝 ～

平日 ～

土 ～

日・祝 ～

～ 、木曜日

（祝日の場合は翌日）
《大阪シティバス》淀川区役所

《阪急》十三

東東 淀淀 川川 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

東淀川区東淡路

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）《阪急》淡路

《大阪シティバス》東淡路一丁目
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施施設設名名
所所在在地地 電電話話

利利用用時時間間 入入場場時時間間 休休館館日日
最最寄寄駅駅

東東 成成 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

東成区東中本

神路公園内
～ ～

～ 、

第２月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》緑橋

《大阪シティバス》東中本二丁目

生生 野野 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

生野区桃谷

～ ～

～ 、

火曜日

（祝日の場合は翌日）
《 ・ＪＲ・近鉄》鶴橋

旭旭 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

旭区高殿 平日 ～

土日 ～

平日 ～

土日 ～

～ 、火曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》関目高殿

《大阪シティバス》高殿・高殿七丁目

城城 東東 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

城東区関目 平日 ～

土 ～

日 ～

平日 ～

土 ～

日 ～

～ 、

第 月曜日

（祝日の場合は翌日）

《 》蒲生四丁目

《京阪》野江

阿阿 倍倍 野野 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

阿倍野区阿倍野筋

あべのフォルサ ～ ～
～ 、水曜日

（祝日の場合は翌日）

《 》阿倍野

住住 吉吉 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

住吉区浅香

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》あびこ

《ＪＲ》杉本町

長長 居居 陸陸 上上 競競 技技 場場

ﾄﾄ ﾚﾚ ｰー ﾆﾆ ﾝﾝ ググ 場場

東住吉区長居公園

長居公園内 火～土 ～

日祝 ～

火～土 ～

日祝 ～

～ 、月曜日

（祝日の場合は営業。

振替休日なし）
《 ・ＪＲ》長居

《ＪＲ》鶴ヶ丘

平平 野野 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

平野区平野南

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》平野

《大阪シティバス》平野東住宅前

西西 成成 屋屋 内内

※※ ププ ーー ルル 併併 設設

西成区玉出東

～ ～
～ 、月曜日

（祝日の場合は翌日）
《 》岸里

《南海》岸里玉出

デデジジタタルル障障ががいい者者手手帳帳「「ミミラライイロロ 」」ににつついいてて

「ミライロ 」は、民間事業者が提供する、障がいのある人に向けたスマートフォン向けアプリ

です。お持ちの障がい者手帳の情報を登録することで、スマートフォンの画面に障がい情報を表示さ

せることができます。

文化施設等の入場料減免の手続きをはじめ、公共交通機関などにおいて、「ミライロ 」をユーザ

ーが提示することで割引などを受けることができます。

障がい者手帳原本を必要とする手続きや、本人確認書類としての利用はできない場合があります。

ミライロ ホームページ

お問い合わせ窓口：ミライロ ヘルプセンター メール
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毎月、各区が発行する「区の広報紙」の点字版・音声版を、市内在住の視覚障がいのある方に無料で

お届けします。

希望される方は、下記の申込先まで、電話・はがき・ファックス・電子メールによりお申し込みくだ

さい。はがき・ファックス等での申し込みには件名「広報紙希望」・住所・氏名・電話番号・点字版か音

声版かをご記入のうえ下記の申込先へ送付してください。

種種類類 申申込込先先

点点字字版版（提供）
（ 版）

所所 在在 地地：〒 北区中之島
大阪市政策企画室広報担当

電電 話話：
フファァッッククスス：
※各区役所でもお申し込みいただけます。

音音声声版版（貸し出し）
（デイジー 版）

所所 在在 地地：〒 東住吉区南田辺
早川福祉会館（点字図書室）

電電 話話：
フファァッッククスス：
《電子メールアドレス》

《大阪市ホームページ》 
 

※全市情報をお知らせする「市政情報ページ」部分のみ
※大阪市ホームページにも音声版および音声読み上げに対応するテキストデータを掲
載しています。

●●問問いい合合わわせせ先先：大阪市政策企画室広報担当（電話： ）

 
 
 

「くらしの便利帳」は、福祉・保険の手続きや施設の案内など、日常生活に便利な情報を紹介したも

ので、この点字版・音声版を市内在住の視覚障がいのある方に無料でお届けします。希望される方は、

電話・はがき・ファックスによりお申し込みください。

はがき・ファックスでの申し込みには、件名「くらしの便利帳希望」・住所・氏名・電話番号・点字版

か音声版かをご記入のうえ下記の申込先へ送付してください。音声版はデイジー 版となります。

●●申申込込先先（（問問いい合合わわせせ先先））

担担 当当 部部 署署：大阪市政策企画室 広報担当
所所 在在 地地：〒 大阪市北区中之島

電電 話話：

フファァッッククスス：

大大阪阪市市ホホーームムペペーージジ：

  情情報報のの提提供供  

くくららししのの便便利利帳帳（（点点字字版版・・音音声声版版））

 
区区のの広広報報紙紙（（点点字字版版・・音音声声版版））

身

身
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携帯メールアドレスを「防災情報メール」に登録していただきますと、気象・地震・津波情報、災
害時の防災情報をメールで配信します。ただし、登録料は無料ですが、メール受信にかかる通信料（パ
ケット料）は利用者の負担となります。
必要に応じてご利用ください。

●防災情報メールの配信登録
「 」へ空メールを

送信して手続きを行なうことができます。
バーコードリーダー機能付き携帯なら右に印刷
しているＱＲコードを読み取り送信してください。

迷惑メール対策としてドメイン指定受信をされている
方は、あらかじめドメイン指定受信に上記のアドレスを
登録してください。
また、ＵＲＬ付メール受信拒否、宛名設定等について

は各携帯電話会社または販売店にお問い合わせください。

※本サービスの詳細および大阪府内の
各種防災情報については、「おおさか防災ネット」
（ＵＵＲＲＬＬ： ）
をご覧ください。

   

大阪市では、災害時における迅速な避難を支援するとともに、日頃から災害に対する意識啓発や避
難に関する知識、防災知識の普及を図ることを目的とするスマートフォン用アプリケーション「大阪
防災アプリ」を提供しています。

●このアプリでは、防災情報の収集や災害に応じた避難場所・避難所の
検索や経路確認、気象庁の警報・注意報や大阪市からの情報等が入手
できます。また、防災・防犯ブザー、スマホライト機能なども備えて
います。

詳細については「大阪防災アプリ」のホームページ

をご覧ください。

●スマートフォンで下の コードを読み込んで直接ダウン
ロードページを表示させることができます。

ダウンロードはこちらから

防防災災情情報報ののメメーールル配配信信

大大阪阪防防災災アアププリリ
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ババリリアアフフリリーー情情報報
 
 
 

【【大大阪阪市市ハハーートトフフルル ササイイトト】】
障がいのある方が外出する際の利便性向上や就労による自立を支援するため、大阪市内の施設等のバ

リアフリー整備状況や施設情報を提供しています。また、大阪市内の障がい者福祉サービス事業所が販

売・提供する商品・サービスの紹介等の情報も提供しています。

●トップページ

：

●「バリアフリー情報」のページ

：

●「ハートフル商店街」のページ

： ‗ ‗ ‗

 
 
 
 
 
 
中央図書館を利用される方は次のようなサービスが受けられます。利用には、事前登録が必要です。

①対面朗読サービス（視覚障がいのある方）
※中央図書館以外でも、旭・阿倍野・城東・住吉・鶴見・西淀川・東成・東淀川・平野・港図書館
で実施しています。詳しくは各館へお問い合わせください。

②郵送による貸出（視覚障がい・肢体障がい・内部障がいなどで外出が困難な方）
③ファックスによる資料の問い合わせ・予約（聴覚障がい・言語障がいのある方）
④貸出期間を長くして利用できます。貸出点数も多くなります。（何らかの障がいのある方）
⑤その他
●点字資料、点訳絵本、さわる絵本、布の絵本、録音資料、マルチメディアデイジー図書、音声解
説や日本語字幕が付いた などがあります。

●拡大読書器・簡易筆談器（各階 台）、音声対応パソコン（対面朗読室内）があります。
※施設・設備については、大阪市立図書館各館のページで詳細をご確認いただけます。
●ご希望の方は係員が 西長堀駅の改札口まで送迎いたしますので、あらかじめお申
し出ください。

●利用案内について、デイジー版・テープ版・点字版・大活字版があります。
●生涯学習情報誌「いちょう並木」のデイジー版を製作貸出しています。図書館ホームページでも
ご覧いただけます。

●案内はホームページでもご覧いただけます。

名名称称 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス 開開館館時時間間 休休館館日日

大大阪阪市市立立
中中央央図図書書館館

〒

西区北堀江
（ 西長堀駅

７号出口すぐ）

月～金

～ 毎月第１・第 木曜日

（ 祝 日 は 開 館 ）

年末年始、蔵書点検期間土・日・祝日

～

   

大大阪阪市市立立中中央央図図書書館館のの利利用用
身 知 精 難
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身

活字を読むことが困難な視覚障がいのある方等に、読書を中心とする情報提供サービスを行っていま
す。詳しくは電話でお問い合わせください。

① 点字・録音図書等の貸出
全国の図書館が所蔵する点字・録音図書や雑誌を郵送等で貸し出します。利用には登録（電話可）

が必要です。
② 対面朗読サービス

ご希望の本や書類をボランティアが対面で読み上げます。（予約制。内容により代筆も可）
③ プライベート点訳・録音

お手持ちの本や資料をお預かりして、点訳・録音をします。（実費が必要）
④ 視覚障がいのある方等に便利な機器に関する各種相談
日常生活用具（本誌３５頁～）のほか、関連するサービスや施設・団体の紹介を行ってい
ます。

※このほか、点訳・音訳ボランティア等の養成講習会も開催しています。

名名称称 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス 開開館館時時間間 休休館館日日

大大阪阪市市立立
早早川川福福祉祉会会館館
（（点点字字図図書書室室））

〒

東住吉区南田辺
（ 谷町線

駒川中野駅 １番出口徒歩 分）

月～土
～

日曜日
休祝日
年末年始

日日本本ラライイトトハハウウスス
情情報報文文化化セセンンタターー

〒

西区江戸堀
（ 四つ橋線

肥後橋駅 ２番出口 左横）

０
火～土

～

日・月曜日
休祝日
年末年始

大大阪阪府府立立福福祉祉情情報報
ココミミュュニニケケーーシショョ
ンンセセンンタターー
視視覚覚障障ががいい者者支支援援
セセンンタターー
（（点点字字図図書書館館））

〒
大阪市東成区中道
（ 中央線・長堀鶴見

緑地線森ノ宮駅５番出口徒歩４分、

森ノ宮駅北口徒歩 分）

月～金
～

土・日曜日
休祝日、
年末年始

 
ほかにも…

● ニュース

《問い合わせ先：大阪府視覚障害者福祉協会》（所在地： ページ）

視覚障がいのある方が日常生活上必要な諸情報を点字で閲覧できます。

ご希望の方には実費で郵送します。

閲覧場所：市立中央図書館（ ページ）

大阪市立早川福祉会館（点字図書室）（上記）

障がい者スポーツセンター（ ページ）

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター（ ページ）

日本ライトハウス情報文化センター（上記）

大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター視覚障がい者支援センター

（点字図書館）（上記）

●聴覚障がい者ビデオライブラリー

《問い合わせ先：大阪ろうあ会館》

（電話 － ファックス ）

聴覚障がいのある方のために大阪府が字幕付ビデオテープの貸出を行います。

視視覚覚障障ががいい者者等等にに対対すするる情情報報提提供供ササーービビスス
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障がいのある方に視聴していただけるように、次の放送が行われています。

●テレビ

放放送送局局 番番組組名名 放放送送曜曜日日 放放送送時時間間

共通 テレ

バリバラ

木 ： ～ ：

日（土曜深夜） ０： ～ ： （再）

ハートネット

月～水 ： ～ ：

火・水・日

月・火・土曜深

夜）

０： ～ ： （再）

聴覚障がい テレ

みんなの手話

金 １ ： ～１ ：

金 ： ～ ： （再）

手話ニュース

月～金 ： ～ ：

土・日 ： ～ ：

手話ニュース 月～金 ： ～ ：

週間手話ニュース 土 ： ～ ：

こども手話ウイークリー 日 ： ～ ：

知的障がい テレ ストレッチマン・ゴールド 木 ： ～ ：

●ラジオ

放放送送局局 番番組組名名 放放送送曜曜日日 放放送送時時間間

共通 ラジオ第 社会福祉セミナー

土 ：００～ ：

日（翌日） ： ～ ： （再）

視覚障がい ラジオ第 視覚障害ナビ・ラジオ

日 ： ～ ：

日（同日）

土（翌週）

： ～ ： （再）

： ～ ： （再）

備考：テレビの福祉番組の一部について、各種施設・団体を対象に福祉ビデオライブラリーとして

厚生文化事業団が無料で貸出をしているものがあります。

問い合わせ先：

（ 厚生文化事業団 電話 平日午前 時から午後 時まで）

 

テテレレビビ・・ララジジオオ放放送送
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【【障障ががいい者者ススポポーーツツセセンンタターー】】身 知 精

障がい者がスポーツを通じて健康の増進、機能の回復や向上を図るとともに、交流を深め、
社会参加を促進するためのスポーツ施設です。

設設 備備：体育室・卓球室・プール（温水）・ボウリング室・トレーニング室・会議室・
屋外運動場・遊戯室・和室・図書室 等

そそのの他他：各種スポーツ教室の開催、スポーツ医事相談
費費 用用：スポーツ施設の利用料については、府内在住の障がい者の方は無料です。

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をご提示ください。
利用に際しては、事前にお問い合わせください。

※ スマートフォン向け障がい者手帳アプリ「ミライロ 」のご提示により、身体障がい者手帳等の提示に代え

ることができます。

名名称称 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

大大阪阪市市長長居居障障ががいい者者ススポポーーツツセセンンタターー
〒

東住吉区長居公園

大大阪阪市市舞舞洲洲障障ががいい者者ススポポーーツツセセンンタターー
アアミミテティィ舞舞洲洲

〒

此花区北港白津

【【アアミミテティィ舞舞洲洲のの宿宿泊泊・・研研修修施施設設】】身 知 精
アミティ舞洲には、宿泊や研修にご利用いただける施設があります。（有料）

設設 備備：無線ペンダントによる音声誘導システム・パトライト・客室画像表示装置・磁気ループ音声
伝達システム・ナースコールシステム・トランスファーシステム等

《アミティ舞洲のご宿泊等の問い合わせ先》

電電 話話： フファァッッククスス：

●宿泊室使用料

区区分分
宿宿泊泊（（ 人人ああたたりり））

使使用用料料 室室 人人利利用用のの場場合合

大
人

●障がい者とその介護人（ 人まで）

● 歳以上の方
泊につき 円

左記の料金に、

泊につき 円加算
上記以外の方 泊につき 円

小人 泊につき 円

※ 歳以上を大人、小学生等を小人とします。
※ 食事料金等は別途必要です。
※ 休憩でのご利用もできます。

ススポポーーツツ施施設設

  ススポポーーツツ  
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●アミティ舞洲研修室使用料

施施設設 定定員員 午午前前 午午後後 夜夜間間
超超過過料料金金

（（ 時時間間ににつつきき））

研修室 （大） 人 円 円 円 円

研修室 （小） 人 円 円 円 円

研修室 （中） 人 円 円 円 円

【【オオーーパパススシシスステテムム】】（（大大阪阪市市オオーーパパスス・・ススポポーーツツ施施設設情情報報シシスステテムム））

市立のスポーツ施設の情報を、インターネットから入手できます。
（ ）
さらに、各スポーツ施設に設置している端末機から、情報を入手することやスポーツ施設の予約も

できます。

※電話からスポーツ施設の予約（スポーツ施設予約サービス）も可能です。
予約サービスの電話番号は、 です。

※スポーツ施設予約サービスをご利用いただく場合は、事前に大阪市スポーツ総合情報センターへ
利用者登録が必要です。
申込用紙は、スポーツ総合情報センター・各スポーツ施設管理事務所・各区役所にあるほか、

からも入手できます。

●スポーツ施設予約サービスの問い合わせ先

名名称称 電電話話 フファァッッククスス 所所在在地地 利利用用時時間間

大大阪阪市市
ススポポーーツツ総総合合情情報報セセンンタターー

東住吉区長居公園 －
長居陸上競技場内

～

（窓口定休日：毎週月曜

日・月曜日が休祝日の場

合は翌日および年末年

始）
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【【大大阪阪市市障障ががいい者者ススポポーーツツ大大会会】】身 知 精

障がい者がスポーツを通じて、体力の維持・増強と能力の向上を図るとともに、障がい者の自立と

社会参加の促進に寄与することを目的として、各種スポーツ競技会を開催しています。

窓窓 口口 ： 大阪市障がい者スポーツ大会事務局（電話： ）

開開催催時時期期 ： 月頃

開開催催場場所所 ： ヤンマースタジアム長居（長居陸上競技場）等

種種 目目 ： 陸上、水泳、卓球、アーチェリー等

【【全全国国障障害害者者ススポポーーツツ大大会会】】身 知 精

障がい者がスポーツの楽しさを体験するとともに、障がい者の社会参加の推進に寄与することを目

的として、毎年 ～ 月頃に開催される全国障害者スポーツ大会に、大阪市代表選手団を派遣して

います。

 

【【障障ががいい者者ススキキーー教教室室】】身 知 精

障がい者がスポーツを通じて、体力の維持・増強と能力の向上を図るとともに、障がい者の自立と

社会参加の促進に寄与することを目的として、障がい者スキー教室を開催しています。

窓窓 口口 ： 大阪市長居障がい者スポーツセンター（所在地： ページ）

開開催催時時期期 ： 月下旬～２月上旬頃

開開催催場場所所 ： 長野県飯山市

ススポポーーツツイイベベンントト
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身 知 精 難

保保育育所所（（園園））・・認認定定ここどどもも園園（（保保育育認認定定））・・地地域域型型保保育育事事業業では、地域社会の中で、障がいのあるこど

もが、仲間と共に育ちあうことを基本的な考え方として障がい児保育を行っています。

保護者のいずれもが仕事をしておられる場合や、病気などで保育ができない場合、また、こどもに障

がいがある場合などに、保育所等で小学校入学前のこどもを保育しています。保育所等の定員に余裕の

ないときなど、入所できない場合もあります。

窓窓 口口 ： 各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）

対対 象象 者者 ： 集団生活が可能な小学校入学前のこども

 
 
 
 
 

【【相相談談機機関関】】

●大大阪阪市市中中央央ここどどもも相相談談セセンンタターー 教教育育相相談談・・電話： （総合相談窓口）

○不登校やいじめ等、学校教育に関する相談です。

※学校または保護者から申し込んでください。

●就就学学・・進進学学相相談談おおよよびび、、特特別別支支援援教教育育にに関関すするる相相談談ににつついいてて

○通学区域の小学校・中学校・義務教育学校が就学・進学の窓口です。

○就学相談員が就学・進学に関する相談をお受けしています。

学校での生活や指導等、特別支援教育全般についても相談できます。

・・・・・電話： －

（大阪市教育委員会事務局 指導部インクルーシブ教育推進担当）

 

  保保育育・・教教育育・・就就学学助助成成ななどど  

 
保保育育

身 知 精 難教教育育相相談談
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就学・進学については、本人と保護者の意向を最大限尊重し、相談をすすめるようにしています。ま

ずは、お住まいの地域の学校あるいは在籍の学校でご相談ください。就学・進学の準備をすすめるため、

早めの相談をお願いします。

ご相談の案内はホームページでもご覧いただけます。

【【幼幼稚稚園園（（幼幼稚稚部部））・・認認定定ここどどもも園園（（教教育育標標準準時時間間認認定定））】】
就園については各園で十分ご相談ください。

また、視覚支援学校・聴覚支援学校では幼稚部で早期（ ～ 歳）からの訓練や相談を行っています。

直接ご相談ください。

【【小小学学校校・・中中学学校校・・義義務務教教育育学学校校（（小小学学部部・・中中学学部部））】】
通常学級での指導とともに、ニーズに応じて、特別支援学級や通級による指導も行っています。また、

特別支援学校には小学部・中学部を設置しています。重度の障がいをあわせ有するなど、障がいのため

通学が困難な場合は、自宅への訪問教育（肢体不自由特別支援学校）を行っており、病院等に入院して

いる場合は次の分校・分教室での指導や訪問教育（病弱特別支援学校）を行っています。

《ホームページ》

◆分校・分教室設置一覧

大大阪阪市市内内ににああるる病病院院・・施施設設のの名名称称

分校・分教室

（小学部）

大阪公立大学医学部附属病院、大阪市立総合医療センター、

大阪急性期・総合医療センター、大阪赤十字病院附属大手前整肢学園

分校・分教室

（中学部）

大阪公立大学医学部附属病院、大阪市立総合医療センター、

大阪急性期・総合医療センター、大阪赤十字病院附属大手前整肢学園

※ 中学校卒業後の進路については、さまざまな選択肢があります。在籍の学校で早めにご相談ください。

（主な進学先）

〇高 等 学 校：知的障がい生徒自立支援コース、共生推進校など

〇支援学校高等部：視覚、聴覚、知的、肢体不自由、病弱、各障がい種別に設置しています

〇高等支援学校：知的障がいのある生徒を対象として就労を通じた社会的自立を支援する学校

身 知 精 難

 

就就学学・・進進学学
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【【大大阪阪市市内内ににああるる特特別別支支援援学学校校一一覧覧】】

（下表中「本」は本科、「専」は専攻科を表します）

名名称称 電電話話 所所在在地地 設設置置学学部部 対対象象ととななるる方方

府府立立大大阪阪南南視視覚覚支支援援学学校校
〒

住吉区山之内
幼・小・中・
高（本・専）

視覚障がい

府府立立大大阪阪北北視視覚覚支支援援学学校校
〒

東淀川区豊里
幼・小・中・
高（本・専）

府府立立生生野野聴聴覚覚支支援援学学校校
〒

生野区桃谷
幼・小・中

聴覚障がい
府府立立中中央央聴聴覚覚支支援援学学校校

〒

中央区上町
幼・小・中・
高（本・専）

府府立立中中津津支支援援学学校校
〒

北区中津
小・中・高 肢体不自由

府府立立光光陽陽支支援援学学校校
〒

旭区新森 小・中・高
肢体不自由

病弱

府府立立西西淀淀川川支支援援学学校校
〒

西淀川区大和田 小・中・高

肢体不自由
府府立立平平野野支支援援学学校校

〒

平野区長吉川辺 小・中・高

府府立立東東住住吉吉支支援援学学校校
〒

東住吉区矢田５ １ ２２
小・中・高

肢体不自由
知的障がい

府府立立思思斉斉支支援援学学校校
〒

旭区大宮
小・中・高

知的障がい

府府立立難難波波支支援援学学校校
〒

浪速区木津川
小・中・高

府府立立生生野野支支援援学学校校
〒

生野区巽東
小・中・高

府府立立住住之之江江支支援援学学校校
〒

住之江区緑木 小・中・高

府府立立東東淀淀川川支支援援学学校校
〒

東淀川区東中島 小・中・高

府府立立出出来来島島支支援援学学校校
〒

西淀川区出来島  小・中・高

府府立立ななににわわ高高等等支支援援学学校校
〒

浪速区木津川
高

大大阪阪教教育育大大学学
附附属属特特別別支支援援学学校校

〒

平野区喜連
小・中・高

※施設等に併設する特別支援学校は割愛しています。
※平成 年度より、市立の特別支援学校は府に移管されました。
※令和６年４月に西淀川区に新たな知的障がい支援学校（小・中・高）が開校しました。

問問いい合合わわせせ先先：大阪府教育庁教育振興室支援教育課

（電話： ・ ファックス： ）

※大阪教育大学附属特別支援学校については、直接学校にお問合せください。

 
 
 

小学校・中学校・義務教育学校および特別支援学校等に就学する幼児・児童・生徒の保護者等の方の特
別支援教育にかかる経済的負担を軽減するために、その負担能力の程度に応じて就学に必要な諸経費が支
給されます。

問問いい合合わわせせ先先：就学している、または就学予定の学校

身 知 精 難

 

特特別別支支援援教教育育就就学学奨奨励励費費
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精

●●精精神神保保健健福福祉祉相相談談

①精神保健福祉相談員・保健師による相談

こころの健康について、相談に応じます。

②精神科医師による相談・・予約制

精神科医師が相談に応じます。

●●地地域域生生活活向向上上教教室室（（事事前前申申しし込込みみ制制））

回復途上の精神障がい者が、集団的な関わりを持つなかで、日常生活リズムを整え、日常生

活圏の拡大や仲間づくりを目的に、日常生活に必要な自己管理能力や対人関係能力を高める訓

練を行います。

●●家家族族教教室室（（事事前前申申しし込込みみ制制））

統合失調症で治療中の方のご家族を対象に、病気を正しく理解し、ご本人への接し方を学ん

だり同じ悩みを持つご家族が日々の不安や思いを話し、ご家族自身の安定を取り戻す教室です。

●●酒酒害害教教室室

飲酒問題を抱え回復を目指している方、家族の飲酒問題で悩んでいる方、困っている方を

対象にアルコール関連問題についての正しい知識を学んだり、体験談を語り合うことによっ

て、断酒への動機づけや回復を図ります。 区（北区・西区・港区・大正区・西淀川区・

東淀川区・生野区・鶴見区・阿倍野区・東住吉区・平野区・西成区）の保健福祉センターで

実施しています。

問問いい合合わわせせ先先： 区保健福祉センター地域保健活動担当

（所在地：裏表紙 電話：各区の局番（ ページ）＋ ）

多様な障がいの特性や必要な配慮を理解し、障がいのある方へ「ちょっとした手助けや配慮」

を行うことで、誰もが住みやすい社会をめざす運動です。

あいサポート運動を実践していく「あいサポーター」を養成するための「あいサポート研修」

を開催しています。

問問いい合合わわせせ先先：大阪市障がい者相談支援研修センター

〒 大阪市東住吉区南田辺１－９－２８ 早川福祉会館内

電話： ファックス：

大大阪阪市市 （ ： ）

ああいいササポポーートト運運動動ＨＨＰＰ（ ： ）※研修の申し込みについて掲載しています。

  そそ のの 他他  

ああいいササポポーートト運運動動

各各区区保保健健福福祉祉セセンンタターー 精精神神保保健健福福祉祉相相談談
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ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の

方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としていることを周囲の方に知らせることで、

援助や配慮を得やすくなるよう作成されたマークです。次の配布場所にて配布しています。

配配布布場場所所：各区保健福祉センター（障がい福祉担当）

福祉局障がい者施策部 障がい福祉課

各大阪市サービスカウンター （梅田・難波・天王寺）

 
 

障がいのある方が居住されているご家庭などで、ごみを一定の場所まで持ち出すことが困難な

方を対象として、申し込みによって環境局の職員が家庭までごみ（普通ごみ・資源ごみ・容器包

装プラスチック・古紙・衣類・粗大ごみ）の収集に伺うサービスを行っています。

また、ご希望により、お約束の曜日にごみが出されていない場合、あらかじめ登録いただいた

連絡先に、環境事業センターから安否確認していただくよう、連絡するサービスも行っています。

問問いい合合わわせせ先先：環境事業センター（所在地： ページ）

 
 
 

次の中からいずれか一券種 枚を配布します。

・通常葉書（無地、インクジェット紙又はくぼみ入り）

・通常葉書 胡蝶蘭（無地又はインクジェット紙）

問問いい合合わわせせ先先：郵便局

対対象象ととななるる方方：重度の身体障がい者（身体障がい者手帳 級または 級の方）

重度の知的障がい者（療育手帳「 」（または１度、２度）の方）

受受 付付 期期 間間： （令和 ）年度の受付期間は、冊子発行時に未定であるため、

郵便局へお問合せください。

※ 年度は、 年 月 日（月）から同年 月 日（金）に実施

 

耳や言葉の不自由な方が、外出先で近くの方に協力をお願いするためのコミュニケーションツ
ールです。インターネットに接続できる携帯端末（スマートフォン、タブレット、フィーチャー
フォン等）から利用可能な「電話お願い手帳 版 アプリ版」を提供しています。

【スマートフォン向け】

【フィーチャーフォン向け】

「電話お願い手帳」（冊子版）については、「電話お願い手帳 版 アプリ版」を補完する手段（ツ
ール）として、発行しております。数に限りがありますので、ご要望にお応えできない場合がありま
す。あらかじめご了承ください

問問いい合合わわせせ先先： 西日本 総務人事部 推進室
電話： メール：

身 知 精 難

 

ヘヘルルププママーーククスストトララッッププ及及びびカカーードドのの配配布布

身 知 精 難

 

身 知
青青いい鳥鳥葉葉書書のの配配布布 （令和 年度実施内容）

電電話話おお願願いい手手帳帳
身

ごごみみのの持持ちち出出ししササーービビスス
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次の方は、地方選挙や国会議員の選挙が行われる際には、郵便等によって不在者投票を行うこ

とができます。

窓窓 口口：各区選挙管理委員会

《各区役所内 所在地：裏表紙 電話：各区の局番（ ページ）＋ 》

手手続続きき：選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、選

挙の都度、この証明書を提示して、選挙期日前 日までに投票用紙を請求してく

ださい。

障障ががいい区区分分 障障ががいい等等級級

両下肢または体幹機能障がい
・ 級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい（移動機能障がい）

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障がい ・ 級

免疫の障がい・肝臓機能障がい ～ 級

郵便等による不在者投票のできる選挙人の方で、自ら投票の記載をすることができないものと

して次に掲げる方は、代理記載制度を利用することができます。

窓窓 口口：各区選挙管理委員会

《各区役所内 所在地：裏表紙 電話：各区の局番（ ページ）＋ 》

手手続続きき：代理記載制度を利用できる方であることの証明手続きと代理記載人の届出をして

ください。

障障ががいい区区分分 障障ががいい等等級級

上肢または視覚の障がい 級

 

視覚に障がいのある方に、選挙公報を音訳した 、または点字による「選挙のお知らせ」を
送付します。
ご希望の方は、各区選挙管理委員会（各区役所内 電話：各区の局番（ ページ）＋ ）

または市選挙管理委員会（電話： － ）にお申し出ください。

 
 
 

投票日当日、投票の際に手話通訳が必要な方は、選挙の都度、お住まいの区の選挙管理委員会に

ファックス等によりお申し出ください。

 
 
 

投票所（期日前投票所を含む。）で、代理投票や他の支援が必要な場合には、投票支援カードで

その内容を投票所にいる係員にお伝えいただくことで、必要な支援を受けることができます。

ご希望の方は、事前に本市ホームページよりダウンロードしてください。

（ ： ）

身

 

選選挙挙公公報報（（点点字字版版・・音音声声版版））

身
郵郵便便等等にによよるる不不在在者者投投票票

身
選選挙挙時時のの手手話話通通訳訳のの派派遣遣

身 知 精 難
投投票票支支援援カカーードド
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は、聴覚、音声機能または言語機能に障がいのある方で大阪市内に在住、在勤もしく

は在学の方を対象とした緊急通報システムです。携帯電話やスマートフォンのインターネット接続

機能を利用して、簡単な操作で素早く 番通報することができます。

登登録録用用メメーールルアアドドレレスス ＠＠

事事前前登登録録用用ＱＱＲＲココーードド

問問いい合合わわせせ用用メメーールルアアドドレレスス

※ご利用前には必ず事前登録が必要です。

※登録用メールアドレスに空メールを送信し、返信されてきたメール内のＵＲＬから登録申請し

てください。内容確認後、登録完了メールを送信します。

なお、登録の詳細についてお知りになりたい場合は、上記「問い合わせ用メールアドレス」に

お問い合わせください。

※ご利用は登録完了メール受信後からで、登録完了メールが届くのに 週間程度かかる場合があ

ります。

※ご利用は大阪市内に在住、在勤もしくは在学している方を対象とし、インターネット環境のあ

るスマートフォン、携帯電話をお持ちの方です。

※万一の時、すぐに使えるように通報用ＵＲＬをホーム画面、ブックマークに登録しておいてく

ださい。

※ にかかる通信料金は利用者負担となります。

 
 
 

大阪市内で電話での 番通報に代わる緊急通報専用のファックス案内です。電話での 番

通報が困難な場合にお使いください。

フファァッッククスス番番号号 ままたたはは ６６５５３３８８－－００１１１１９９

※ファックス受信後、返信しますので確認してください。なお、返信が届かない場合は番号を確

認後、再度送信するか、他の方法で通報してください。

※万一の時、すぐに使えるよう上記のファックス番号や必要事項を用意しておいてください。

※様式は、 ページに掲載していますので、切り取るかコピーをしてご活用ください。大阪市

のＨＰ（ＵＲＬ： ）からもダウンロードで

きます。また、同じ内容が確認できればどのような様式でも結構です。

※ のファックスにかかる通信料金は利用者負担となります。

にによよるる通通報報

フファァッッククススにによよるる 番番通通報報
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※各公衆ファックスとも必要に応じてご利用ください

●次の場所に公衆ファックスを設置しています。（通信料有料）

送送信信専専用用

大阪公立大学医学部附属病院（６階 コンビ二エンスストア内）

大阪市立総合医療センター（５階 コンビニエンスストア内）

●聴覚・言語障がいのある患者さんとの連絡を容易にするため、市立病院に専用ファックスを

設置しています。

病病院院名名 フファァッッククスス 病病院院名名 フファァッッククスス

大阪市立総合医療センター － 大阪市立十三市民病院 ―

大阪公立大学医学部附属病院 － 大阪市立住之江診療所 －

 
 
 
 
 
●各種講習会を次のとおり開催しています。

講講習習会会名名 日日時時 場場所所 問問いい合合わわせせ先先 所所在在地地頁頁

吃吃音音教教室室 詳細は問い合わせ先までご確認ください
大阪ｽﾀﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（電話 ）
－

音音声声機機能能障障ががいい
訓訓練練教教室室

詳細は問い合わせ先までご確認ください （公財）阪喉会

口口話話教教室室 詳細は問い合わせ先までご確認ください

大阪市聴言障害者協会

手手話話奉奉仕仕員員
養養成成講講座座（（初初級級））

各区にて実施
（詳細は問い合わせ先までご確認ください）

手手話話奉奉仕仕員員
養養成成講講座座

（（中中・・上上級級））

市内６ケ所程度の会場で実施
（詳細は問い合わせ先までご確認ください）

点点訳訳・・音音訳訳
ボボラランンテティィアア
養養成成講講習習会会

詳細は問い合わせ先ま
でご確認ください

大阪市立早川福祉会館

点字図書室
電話

日本ライトハウス
情報文化センター

電話

大大阪阪府府手手話話通通訳訳
者者養養成成講講座座

詳細は問い合わせ先までご確認ください
府民お問合せセンター
（電話： ）

―

ほかにも…
・ろうあ者日曜教室

大阪市聴言障害者協会（ファックス 所在地 ページ）
・点訳奉仕員養成講座、点字講習会、視覚障がい者パソコン講習会
（一社）大阪市視覚障害者福祉協会 （電話 所在地 ページ）

・身体障がい者社会生活訓練、要約筆記者養成講座
（一財）大阪市身体障害者団体協議会 （電話 所在地 ページ）

が行われています。

各各種種講講習習会会

 
公公衆衆フファァッッククスス等等のの設設置置

身
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【【区区役役所所・・保保健健福福祉祉セセンンタターー】】
（所在地および福祉業務担当の電話・ファックスは裏表紙をご覧ください。）

区区名名 局局番番 区区名名 局局番番

北 区 ６３１３ 東淀川区 ４８０９

都 島 区 ６８８２ 東 成 区 ６９７７

福 島 区 ６４６４ 生 野 区 ６７１５

此 花 区 ６４６６ 旭 区 ６９５７

中 央 区 ６２６７ 城 東 区 ６９３０

西 区 ６５３２ 鶴 見 区 ６９１５

港 区 ６５７６ 阿倍野区 ６６２２

大 正 区 ４３９４ 住之江区 ６６８２

天王寺区 ６７７４ 住 吉 区 ６６９４

浪 速 区 ６６４７ 東住吉区 ４３９９

西淀川区 ６４７８ 平 野 区 ４３０２

淀 川 区 ６３０８ 西 成 区 ６６５９

※冊子文中の電話番号案内に「各区の局番＋数字４桁」が記載されている場合は、上の表の局番のあと
に文中に記載されている数字４桁を組み合わせてください。

≪かけ方≫
例えば、北区にお住まいの方が、文中に「各区の局番＋９８５７」と記載されている事項についての
お問い合わせをされる場合の電話番号は、北区の局番「６３１３」のあと「９８５７」（電話番号６３
１３ ９８５７）になります。
※ご用の担当が分からないときは、各区の局番 ＋「９９８６」へおかけください。

【【区区役役所所出出張張所所】】

名名称称 郵郵便便番番号号 所所在在地地 電電話話 フファァッッククスス

東淀川区役所出張所 東淀川区東淡路

  ☆☆ 所所在在地地一一覧覧  
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【【各各区区民民生生委委員員・・児児童童委委員員業業務務、、育育成成医医療療業業務務のの問問いい合合わわせせ先先】】

保保健健福福祉祉セセンンタターー
民民 生生 委委 員員 ・・ 児児 童童 委委 員員 業業 務務 育育 成成 医医 療療 業業 務務

担担 当当 電電 話話 フファァッッククスス 担担 当当 電電 話話 フファァッッククスス

北北区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
福 祉 課
（ 一 般 福祉 担 当）

健 康 課
（健康づくり担当）

都都島島区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

福福島島区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

此此花花区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

中中央央区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 保 健 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 保 健 福 祉 ）

西西区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

港港区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 第 支 援 ）

保 健 福 祉 課
（ 保 健 衛 生 ）

大大正正区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

天天王王寺寺区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 サー ビ ス）

保 健 福 祉 課
（ 福 祉 サー ビ ス）

浪浪速速区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
生 活 支 援 課
（ 第 支 援 ）

保 健 福 祉 課
（ 障 が い者 支 援）

西西淀淀川川区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 管 理 ）

保 健 福 祉 課
（ 障 が い者 支 援）

淀淀川川区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 生 活 支 援 ）

保 健 福 祉 課
（ 保 健 福 祉 ）

東東淀淀川川区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 地 域 福祉 相 談）

保 健 福 祉 課
（高齢者・障がい者（保
健 福 祉 ） ）

東東成成区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 健 康 推 進 ）

保 健 福 祉 課
（ 障 が い 福 祉 ）

生生野野区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 サー ビ ス）

保 健 福 祉 課
（ 健 康 増 進 ）

旭旭区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

城城 東東 区区 保保 健健 福福 祉祉 セセ ンン タタ ーー
保 健 福 祉 課
（ 保 健 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 保 健 福 祉 ）

鶴鶴見見区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 高 齢 者 支 援 ）

保 健 福 祉 課
（ 障 が い者 支 援）

阿阿倍倍野野区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 生 活 支 援 ）

保 健 福 祉 課
（ 地 域 保 健 ）

住住之之江江区区保保健健福福祉祉セセンンタターー 生 活 支 援 課
保 健 福 祉 課
（ 福 祉 ）

住住吉吉区区保保健健福福祉祉セセンンタターー 生 活 支 援 課
保 健 福 祉 課
（ 保 健 福 祉 ）

東東住住吉吉区区保保健健福福祉祉セセンンタターー 保 護 課
保 健 福 祉 課
（ 保 健 ・ 健 診 ）

平平野野区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

保 健 福 祉 課
（ 地 域 福 祉 ）

西西成成区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
保 健 福 祉 課
（ 生 活 支 援 ）

保 健 福 祉 課
（ 地 域 保 健 ）
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【【各各区区自自立立相相談談支支援援機機関関一一覧覧】】

区区 窓窓口口名名称称 電電話話番番号号 区区 窓窓口口名名称称 電電話話番番号号

北 よりそいサポートきた 東淀川 くらしのみのり相談窓口

都島 生活自立相談窓口 東成 自立相談支援窓口

福島 生活あんしん相談窓口 生野 くらしの相談窓口いくの

此花 自立相談支援窓口 旭 くらし相談窓口

中央 くらしサポート中央 城東 ウィズゆうゆう

西 ぷらっとほーむ西 鶴見 自立アシスト相談

港
くらしのサポート

コーナー
阿倍野

仕事・生活・自立相談

あべの

大正 インコス大正 住之江 くらしアシスト住之江

天王寺 サポート天王寺 住吉 生活自立相談窓口

浪速
くらしサポートセンター

なにわ
東住吉 くらしサポート

西淀川
生活自立相談・就労

支援窓口
平野

くらしサポートセンター

平野

淀川 生活自立相談窓口 西成 はぎさぽーと

【【ここどどもも相相談談セセンンタターー】】

名名 称称 電電話話 フファァッッククスス 所所在在地地

大大阪阪市市中中央央ここどどもも相相談談セセンンタターー

（此花区･中央区･西区･港区･大正区･天王寺区･浪速区

･東成区･生野区･城東区･鶴見区･住之江区･西成区に

お住まいの方）

〒

中央区森ノ宮中央

大大阪阪市市北北部部ここどどもも相相談談セセンンタターー

（北区･都島区･福島区･西淀川区･淀川区･東淀川区

･旭区にお住まいの方）

〒

東淀川区淡路

大大阪阪市市南南部部ここどどもも相相談談セセンンタターー

（阿倍野区･住吉区･東住吉区･平野区にお住まいの方）

〒

平野区喜連西
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【【障障ががいい者者更更生生相相談談所所・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー】】

名名称称 電電話話 フファァッッククスス 所所在在地地

大大阪阪市市立立心心身身障障ががいい者者

リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターー

相相談談課課

身身体体障障がが

いい担担当当

〒

平野区喜連西
知知的的障障がが

いい担担当当

診診療療所所

大大阪阪市市発発達達障障ががいい者者支支援援セセンンタターー

（（エエルルムムおおおおささかか））

〒

平野区喜連西

大阪市立心身障がい者

リハビリテーションセンター２

階

大大阪阪市市こここころろのの健健康康セセンンタターー

〒

都島区中野町 － －

都島センタービル３階

【【市市税税事事務務所所】】

名名 称称 局局 番番 所所 在在 地地 担担 当当 区区 域域

梅梅田田

市市税税事事務務所所

〒 北区梅田１ ２ ２

大阪駅前第２ビル７階

北区・西淀川区・

淀川区・東淀川区

京京橋橋

市市税税事事務務所所

〒 都島区片町２ ２

ＪＥＩ京橋ビル４階

※令和７年１月 日より「 京橋駅 ビル」に名称変更

都島区・旭区・

城東区・鶴見区

弁弁天天町町

市市税税事事務務所所

〒 港区弁天１ ２ ２

大阪ベイタワー イースト１階

福島区・此花区・西区・

港区・大正区

ななんんばば

市市税税事事務務所所

〒 浪速区湊町１ ４ １

大阪シティエアターミナルビル（ＯＣＡＴ） 階

中央区・天王寺区・

浪速区・東成区・生野区

ああべべのの

市市税税事事務務所所

〒 阿倍野区旭町１ ２ ７

あべのメディックス７階

阿倍野区・住之江区・

住吉区・東住吉区・

平野区・西成区

※上記以外に、船場法人市税事務所があり、主に法人・事業主向けの事務を行っております。

担担当当別別番番号号

※電話でのお問い合わせは、市外局番「 」＋市税事務所の「局番」＋「担当番号」へお願いします。

担担 当当 業業 務務 内内 容容 担担当当番番号号

管管 理理 担担 当当 税証明書の発行

個個 人人 市市 民民 税税 担担 当当
市・府民税の申告

個人市・府民税・森林環境税に関すること

軽軽 自自 動動 車車 税税 担担 当当
原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・廃車などに関する申告

軽自動車税（種別割）に関すること

固固定定資資産産税税（（土土地地））担担当当 固定資産税・都市計画税（土地）に関すること

固固定定資資産産税税（（家家屋屋））担担当当 固定資産税・都市計画税（家屋）に関すること

納納 税税 担担 当当 納税相談

収収 納納 対対 策策 担担 当当 市税の徴収、滞納処分

フフ ァァ ッッ クク スス 番番 号号
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【【府府税税事事務務所所・・自自動動車車税税事事務務所所】】

事事業業所所 電電話話 所所在在地地 管管轄轄区区域域

自自動動車車税税

ココーールルセセンンタターー 【ナビダイヤル】
― 大阪府全域

府府
税税
事事
務務
所所

中中央央
〒

中央区大手前
大阪府新別館北館

都島区・福島区・此花区・中央区・西区・
港区・大正区・西淀川区・東成区・生野区・
旭区・城東区・鶴見区

ななににわわ北北
〒

北区西天満
北区・淀川区・東淀川区

ななににわわ南南
〒

天王寺区伶人町
（大阪府夕陽丘庁舎内）

天王寺区・浪速区・阿倍野区・住之江区
住吉区・東住吉区・平野区・西成区

自自動動車車税税事事務務所所

ななににわわ分分室室
〒

住之江区南港東
登録（取得）時の自動車税

（環境性能割・種別割）
大阪市（※）

※軽自動車税（環境性能割）は、 （軽自動車検査協会 大阪主管事務所 軽自動車税（環境性能割）担当）に

お問い合わせください。

【【国国税税局局・・税税務務署署】】

名名称称 電電話話 所所在在地地 管管轄轄区区域域

大大阪阪国国税税局局

〒

中央区大手前

大阪合同庁舎第 号館

大阪府・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県

税税
務務
署署
（（
大大
阪阪
市市
内内
））

大大淀淀
〒

北区中津

北区のうち池田町、浮田 ・ 丁目、大深町、大淀北 ・ 丁目、

大淀中 ～ 丁目、大淀南 ～ 丁目、菅栄町、黒崎町、国分寺 ・

丁目、芝田 ・ 丁目、茶屋町、鶴野町、天神橋 ～ 丁目、豊

崎 ～ 丁目、浪花町、中崎 ～ 丁目、中崎西 ～ 丁目、中津

～ 丁目、長柄中 ～ 丁目、長柄西 ・ 丁目、長柄東 ～ 丁

目、錦町、樋之口町、本庄西 ～ 丁目、本庄東 ～ 丁目

北北
〒

北区南扇町
北区（大淀税務署管轄区域を除く）

大大阪阪福福島島
〒

福島区玉川
福島区・此花区

東東

〒

中央区大手前

大阪合同庁舎第 号館

中央区（南税務署管轄区域を除く）

南南
〒

中央区谷町

中央区のうち安堂寺町 ・ 丁目、上汐 ・ 丁目、上本町西 ～

丁目、瓦屋町 ～ 丁目、高津 ～ 丁目、島之内 ・ 丁目、心

斎橋筋 ・ 丁目、千日前 ・ 丁目、宗右衛門町、谷町 ～ 丁

目、東平 ・ 丁目、道頓堀 ・ 丁目、中寺 ・ 丁目、難波

～ 丁目、難波千日前、西心斎橋 ・ 丁目、日本橋 ・ 丁目、

東心斎橋 ・ 丁目、松屋町、南船場 ～ 丁目

西西
〒

西区川口
西区

港港
〒

港区磯路
港区・大正区

天天王王寺寺
〒

天王寺区堂ヶ芝
天王寺区

浪浪速速
〒

浪速区難波中
浪速区

西西淀淀川川
〒

西淀川区野里
西淀川区
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名名称称 電電話話 所所在在地地 管管轄轄区区域域

税税
務務
署署
（（
大大
阪阪
市市
内内
））

東東淀淀川川
〒

淀川区木川東
淀川区・東淀川区

東東成成
〒

東成区東小橋
東成区

生生野野
〒

生野区勝山北
生野区

旭旭
〒

旭区大宮
旭区・都島区

城城東東
〒

城東区中央
城東区・鶴見区

阿阿倍倍野野
〒

阿倍野区三明町
阿倍野区

住住吉吉
〒

住吉区住吉
住吉区・住之江区

東東住住吉吉
〒

平野区平野西
平野区・東住吉区

西西成成
〒

西成区千本中
西成区

【【年年金金事事務務所所】】

事事業業所所名名 電電話話 所所在在地地
国国民民年年金金のの

取取扱扱区区域域

厚厚生生年年金金保保険険のの

取取扱扱区区域域

大大手手前前
〒 中央区本町

（本町サンケイビル 階）
中央区・都島区

中央区・浪速区・

東成区・生野区・

城東区・都島区・

旭区・鶴見区

今今里里 〒 東成区大今里西 東成区・生野区 －

天天満満 〒 北区天神橋 北区 北区の一部（旧北区）

淀淀川川
〒 淀川区西中島

（日清食品ビル 階）
東淀川区・淀川区

東淀川区・北区の一部

（旧大淀区）・淀川区

福福島島 〒 福島区福島 福島区・西淀川区 福島区・西淀川区

堀堀江江 〒 西区北堀江 西区・大正区 西区

平平野野 〒 平野区喜連西 東住吉区・平野区 東住吉区・平野区

難難波波 〒 浪速区敷津東 浪速区 －

城城東東 〒 城東区中央
城東区・旭区

鶴見区
－

市市岡岡 〒 港区磯路 此花区・港区 此花区・港区・大正区

玉玉出出
〒 住之江区新北島

（オスカードリーム 階）

西成区・住吉区・

住之江区

西成区・住吉区・

住之江区

天天王王寺寺 〒 天王寺区悲田院町

天王寺区・阿倍野区

富田林市

河内長野市

松原市・羽曳野市

藤井寺市

大阪狭山市

南河内郡

天王寺区・阿倍野区

富田林市

河内長野市・松原市

羽曳野市・藤井寺市

大阪狭山市

南河内郡
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【【公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））】】

名名称称 電電話話 フファァッッククスス 所所在在地地 管管轄轄区区域域

梅梅田田

〒

北区梅田

（大阪駅前第２ビル１６階）

北区、都島区、旭区、

此花区、福島区、西淀川区

大大阪阪東東

〒

中央区農人橋

（ピップビル１～３階）

中央区（※１）、東成区、

天王寺区、城東区、鶴見区、

生野区

大大阪阪西西
〒

港区南市岡

西区、浪速区、港区、

中央区（※２）、大正区

阿阿倍倍野野
〒

阿倍野区文の里

阿倍野区、西成区、住吉区、

東住吉区、平野区、

住之江区

淀淀川川
〒

淀川区十三本町
淀川区、東淀川区、吹田市

堺堺
（ ） （ ）

〒

堺市堺区南瓦町

堺地方合同庁舎１～３階

堺市

布布施施

〒

東大阪市長堂

イオン布施駅前店４階

東大阪市、八尾市

岸岸和和田田
（ ） （ ） 〒

岸和田市作才町
岸和田市、貝塚市

池池田田
（ ） （ ） 〒

池田市栄本町 ９

池田市、豊中市、箕面市

豊能郡

泉泉大大津津
（ ） （ ）

〒

泉大津市旭町

テクスピア大阪２階

泉大津市、和泉市、高石市、

泉北郡忠岡町

藤藤井井寺寺
（ ） （ ）

〒

藤井寺市岡

藤井寺駅前ビル３階

柏原市、松原市、

羽曳野市、藤井寺市

枚枚方方
（ ） （ ）

〒

枚方市岡本町

枚方ビオルネ 階

枚方市、寝屋川市、

交野市

泉泉佐佐野野
（ ） （ ） 〒

泉佐野市上町

泉佐野市、泉南市、

阪南市、泉南郡

茨茨木木
（ ） （ ） 〒

茨木市東中条町

茨木市、高槻市、摂津市、

三島郡島本町

河河内内長長野野
（ ） （ ） 〒

河内長野市昭栄町

河内長野市、富田林市、

大阪狭山市、南河内郡

門門真真

〒

門真市殿島町

（守口門真商工会館２階）

門真市、守口市、

大東市、四條畷市

※１ 安土町、淡路町、和泉町、糸屋町、今橋、上町、内淡路町、内久宝寺町、内平野町、内本町、大阪城、大手通、大手前、瓦町、
神崎町、北久宝寺町、北新町、北浜、北浜東、久太郎町、高麗橋、粉川町、石町、材木町、島町、十二軒町、城見、船場中央、玉造、
釣鐘町、天満橋京町、常盤町、徳井町、道修町、農人橋、博労町、馬場町、東高麗橋、平野町、備後町、伏見町、船越町、法円坂、
本町、本町橋、松屋町住吉、南久宝寺町、南新町、南本町、森ノ宮中央、鎗屋町、龍造寺町、谷町 ～ 丁目

※２ 安堂寺町、上本町西、東平、上汐 ～２丁目、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、
難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門町、谷町 ～ 丁目

・音声ガイダンスによる電話案内を実施しております。

お問い合わせの際は、音声ガイドに沿って番号を押してください。
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【【水水道道にに関関すするる問問いい合合わわせせ先先】】

名名称称 電電話話 フファァッッククスス

水水道道局局おお客客ささままセセンンタターー － －

お客さま専用サイト（マイページ）から水道の使用量、料金の確認、開始・中止や支払いに関す

る手続きが可能です。

また、「お客さまサポートページ」からもよくある各種お問い合わせにお答えします。

ともに、下記 または二次元コードよりアクセスのうえ、ご活用ください。

 
お客さま専用サイト（マイページ）の 、二次元コードはこちら

（ ）

お客さまサポートページの 、二次元コードはこちら

（ ）

【【ＮＮＨＨＫＫ】】

名名称称 電電話話 所所在在地地 管管轄轄区区域域

視視聴聴者者リリレレーーシショョンンセセンンタターー
開開発発推推進進部部

〒

中央区大手前
ＮＨＫ大阪放送会館内

大阪市全域

【【環環境境事事業業セセンンタターー】】

名名称称 電電話話 所所在在地地 管管轄轄区区域域

東東北北環環境境事事業業セセンンタターー 〒

東淀川区上新庄
北区・都島区・淀川区・東淀
川区

城城北北環環境境事事業業セセンンタターー 〒

鶴見区焼野
旭区・城東区・鶴見区

西西北北環環境境事事業業セセンンタターー 〒

西淀川区大和田
福島区・此花区・西淀川区

中中部部環環境境事事業業セセンンタターー 〒

東住吉区杭全
天王寺区・東住吉区

中中部部環環境境事事業業セセンンタターー出出張張所所 〒

浪速区塩草
中央区・浪速区

西西部部環環境境事事業業セセンンタターー 〒

大正区小林西
西区・港区・大正区

東東部部環環境境事事業業セセンンタターー 〒

生野区巽中
東成区・生野区

西西南南環環境境事事業業セセンンタターー 〒

住之江区泉
住之江区・住吉区

南南部部環環境境事事業業セセンンタターー 〒

西成区南津守
阿倍野区・西成区

東東南南環環境境事事業業セセンンタターー 〒

平野区瓜破南
平野区
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【【区区社社会会福福祉祉協協議議会会（（区区在在宅宅ササーービビススセセンンタターー））】】
区区 名名

（区在宅サービスセンターの愛称）
電電 話話 フファァッッククスス 所所 在在 地地

北北 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ い き い き ネ ッ ト ）

〒
北区神山町

都都 島島 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ふ れ あ い セ ン タ ー 都 島 ）

〒
都島区都島本通

福福 島島 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ あ い あ い セ ン タ ー ）

〒
福島区海老江

此此 花花 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ 此 花 ふ れ あ い セ ン タ ー ）

〒
此花区伝法

中中 央央 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ふ れ あ い セ ン タ ー も も ）

〒
中央区上本町西

西西 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ に し な が ほ り ）

〒
西区新町 西区役所合同庁舎６階

港港 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ひ ま わ り ）

〒
港区弁天

大大 正正 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（大正区ふれあい福祉センター）

〒
大正区小林西

天天 王王 寺寺 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ゆ う あ い ）

〒
天王寺区六万体町

浪浪 速速 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
〒
浪速区難波中

西西 淀淀 川川 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ふ く ふ く ）

〒
西淀川区千舟 ７

淀淀 川川 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ や す ら ぎ ）

〒
淀川区三国本町２ １４ ３

東東 淀淀 川川 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ほ ほ え み ）

〒
東淀川区菅原４ ４ ３７

東東 成成 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
〒
東成区大今里南３ １１ ２

生生 野野 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ お か ち や ま ）

〒
生野区勝山北３ １３ ２０

旭旭 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ あ さ ひ あ っ た か セ ン タ ー ）

〒
旭区高殿６ １６ １

城城 東東 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ ゆ う ゆ う ）

〒
城東区中央２ １１ １６

鶴鶴 見見 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
〒
鶴見区諸口 浜

阿阿 倍倍 野野 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
〒
阿倍野区帝塚山

住住 之之 江江 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ さ ざ な み ）

〒
住之江区御崎

住住 吉吉 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ 住 吉 い き い き セ ン タ ー ）

〒
住吉区浅香

東東 住住 吉吉 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ さ わ や か セ ン タ ー ）

〒
東住吉区田辺

平平 野野 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ に こ に こ セ ン タ ー ）

〒
平野区平野東

西西 成成 区区 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会
（ は ぎ の さ と ）

〒
西成区岸里 西成区役所合同庁舎８階

※※住住吉吉区区のの「「見見守守りり相相談談室室」」へへははここちちららににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。
〒 － 住吉区南住吉 住吉区役所４階 番 電話： －

※※北北区区・・大大正正区区・・鶴鶴見見区区・・住住吉吉区区・・東東住住吉吉区区のの「「生生活活福福祉祉資資金金」」へへはは以以下下ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。

（北区） 〒 北区扇町 北区役所３階 番（よりそいサポートきた）電話：

（大正区）〒 大正区千島 大正区役所１階（インコス大正内）電話：

（鶴見区）〒 鶴見区横堤 鶴見区役所 階 番（自立ｱｼｽﾄ相談内）電話：

（住吉区）〒 住吉区南住吉 住吉区役所４階４３番 電話：

（東住吉区）〒 大阪市東住吉区東田辺１ １３ ４ 東住吉区役所３階３２番 電話



★
所
在
地

一

覧

115 

【【障障ががいい福福祉祉関関係係団団体体】】

名名称称 所所在在地地・・電電話話・・フファァッッククスス（（ままたたはは ））

社社会会福福祉祉法法人人
大大阪阪市市障障害害者者福福祉祉・・ススポポーーツツ協協会会

〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： －

一一般般財財団団法法人人
大大 阪阪 市市 身身 体体 障障 害害 者者 団団 体体 協協 議議 会会

〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： －

一一般般社社団団法法人人
大大 阪阪 市市 肢肢 体体 障障 害害 者者 協協 会会

〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： －

一一般般社社団団法法人人
大大 阪阪 市市 視視 覚覚 障障 害害 者者 福福 祉祉 協協 会会

〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： －

大大 阪阪 市市 聴聴 言言 障障 害害 者者 協協 会会
〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： － －

社社会会福福祉祉法法人人
大大 阪阪 市市 手手 をを つつ なな ぐぐ 育育 成成 会会

〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： －

社社会会福福祉祉法法人人
大大 阪阪 市市 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会

〒

天王寺区東高津町 大阪市立社会福祉センター内

電話： － － ： －

社社会会福福祉祉法法人人
精精 神神 障障 害害 者者 社社 会会 復復 帰帰 促促 進進 協協 会会

〒

港区波除 － － ハイツニッセイ

電話： － － ： － －

公公益益社社団団法法人人
大大阪阪府府精精神神障障害害者者家家族族会会連連合合会会

〒 －

中央区法円坂 － － アネックスパル法円坂 棟 階

電話： － － ： － －

大大 阪阪 精精 神神 障障 害害 者者 連連 絡絡 会会
〒 －

東成区中道 － － 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内

電話： － － ： － －

公公益益財財団団法法人人
阪阪 喉喉 会会

〒

西区江戸堀 － － 三洋ビル

電話： － － ： －

特特定定非非営営利利活活動動法法人人
大大阪阪市市難難聴聴者者・・中中途途失失聴聴者者協協会会

〒

北区本庄西 － －

： － －

メールアドレス：

一一般般社社団団法法人人
日日本本筋筋ジジスストトロロフフィィーー協協会会 大大阪阪支支部部

〒 －

河内長野市小塩町

電話： － － ： － －

社社会会福福祉祉法法人人
大大 阪阪 障障 害害 者者 自自 立立 支支 援援 協協 会会
盲盲ろろうう者者等等社社会会参参加加支支援援セセンンタターー

〒 －

東成区中道 － － 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内

電話： － － ： － －

社社会会福福祉祉法法人人
大大 阪阪 府府 肢肢 体体 不不 自自 由由 者者 協協 会会

〒 －

中央区法円坂 － － アネックスパル法円坂内

電話： ‐ － ： －

社社会会福福祉祉法法人人
大大 阪阪 府府 社社 会会 福福 祉祉 協協 議議 会会

〒 －

中央区中寺 － － 大阪社会福祉指導センター内

電話： － － ： － －

一一般般財財団団法法人人
大大 阪阪 府府 視視 覚覚 障障 害害 者者 福福 祉祉 協協 会会

〒

東成区中道 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内

電話： － － ： －

公公益益社社団団法法人人
日日本本ててんんかかんん協協 会会 大大阪阪府府支支部部

〒 －

中央区平野町 － － 堺筋高橋ビル 階 －

電話： － － ： － －
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【【障障ががいい福福祉祉関関係係団団体体】】

名名称称 所所在在地地・・電電話話・・フファァッッククスス（（ままたたはは ））

大大阪阪府府重重症症心心身身障障害害児児・・者者をを支支ええるる会会
〒 －

阿倍野区阪南町 － － 育徳コミュニティーセンター 階

電話： － － ： － －

特特定定非非営営利利活活動動法法人人
大大 阪阪 盲盲 ろろ うう 者者 友友 のの 会会

〒

港区三先 ビル 階

電話： ：

法法人人
ヘヘレレンンケケララーー自自立立支支援援セセンンタターーすすままいいるる

〒

天王寺区小橋町 上本町 ・ ・９階

電話： ：

一一般般社社団団法法人人
大大 阪阪 脊脊 髄髄 損損 傷傷 者者 協協 会会

〒 －

北区中崎西 － － 猿木唯資税理士事務所内

電話： － ： － －

公公益益社社団団法法人人
日日本本オオスストトミミーー協協会会 大大阪阪府府支支部部

〒 －

中央区瓦屋町 － －

電話： － ： －

一一般般社社団団法法人人
大大 阪阪 自自 閉閉 スス ペペ クク トト ララ ムム 症症 協協 会会

下記ホームページのお問い合わせフォームをご参照ください。

 

大大阪阪 親親のの会会「「おおたたふふくく会会」」
下記ホームページのお問い合わせフォームをご参照ください。

特特定定非非営営利利活活動動法法人人
大大 阪阪 難難 病病 連連

〒 －

住吉区万代東 大阪府こころの健康総合センター 階

電話： ：

社社会会福福祉祉法法人人
日日本本ラライイトトハハウウスス視視覚覚障障害害リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターー

〒

鶴見区今津中

電話： ：
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【【身身体体障障ががいい者者相相談談員員名名簿簿】】（任期：令和５年１０月１日～令和７年９月３０日）

区 氏名 種別 電話 区 氏名 種別 電話

北 宮田　千惠子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6755-4774 石本　恭仁子 視覚

仲川　一昭 肢体 出口　義規 視覚

早川　佳子 肢体 上田　澄江 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6392-3539

宮本　成男 肢体 山口　美由紀 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6396-6176

小川　壽一 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6923-5337 泉　博子 肢体

西田　伸吾 視覚 寺元　誠一 肢体

重松　ま志子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6462-6127 堀　忍 肢体

栖川　興道 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6452-0677 北村　保子 視覚

露峯　正一 聴覚 鈴木　昭二 視覚

山森　讓治 肢体 中野　弘之 視覚

渡部　賢一 肢体 石垣　英明 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6340-2205

藤井　純藏 視覚 國本　峯成 肢体

太田　安造 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6464-2730 水落　一夫 肢体

細川　智惠子 肢体 田村　憲司 視覚

高倉　由子 視覚 松下　美代子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6973-6520

上野　成人 聴覚 ﾌｧｯｸｽ(050)1012-7498 御崎　綾子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6973-0795

中村　八郎 聴覚 西原　成幸 肢体

宮脇　淳 肢体 芳村　政基 肢体

本田　洋武 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6586-6731 山野　一美 視覚

宮ノ畑　みえ子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6445-5617 近藤　京子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ7171-2529

折元　幸子 視覚 林　國彦 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6754-7135

有田　克直 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6574-5019 岡田　清美 肢体

大正 金城　豊秀 視覚 多田　芳美 肢体

天王寺 橋本　昌秀 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6771-5672 髙橋　久子 視覚

中田　力 肢体 鈴木　邦義 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6952-1475

山下　修平 視覚 石原　正美 肢体

西田　正勝 肢体 板垣 嗣久 肢体

山本　美惠子 視覚 野中　和哉 肢体

沼　順子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6472-7984 秦　栄子 肢体

橋本　富雄 視覚

星沢　篤 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6936-7644

淀川

都島

東淀川
福島

此花

東成

中央

生野

旭

城東

西

港

浪速

西淀川
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区 氏名 種別 電話 区 氏名 種別 電話

堀部　光雄 視覚 手嶋　勇一 肢体

江川　隆幸 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6995-4656 川越　利信 視覚

柏村　富士子 肢体 廣田　しづえ 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6965-8370

山梨　德治 肢体

金光　弓子 視覚

深谷 絵美 視覚

梅本　哲哉 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6659-1810

岸本　宗也 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6622-8073

勝部　憲治 肢体

和田　和子 視覚

岩井　千草 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6672-2033

相良　眞貴子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6675-7224

田中　英次 肢体

谷口　光敏 肢体

佃井　敏通 肢体

中平　照敏 視覚

松本　義和 視覚

千葉　文恵 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6185-8941

久野　真佐美 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6675-6877

小坪　琢平 肢体

髙田　敏秀 肢体

津川　光生 肢体

鈴木　𣳾𣳾子 視覚

西村　登代子 視覚

小野　健太郎 肢体

古賀　昭吉 視覚

山下　剛 視覚

田中　正 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6703-9188

橋本　敏雄 肢体

宮本　浩 視覚

塩川　弥津子 聴覚 ﾌｧｯｸｽ6659-8680

西成

阿倍野

住吉

東住吉

平野

住之江

鶴見
大阪市
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【【知知的的障障ががいい者者相相談談員員名名簿簿】】（任期：令和４年10月１日～令和６年９月３０日）

区 氏名 電話 区 氏名 電話

北 小川　尚美 伊藤　知子

石田　裕子 澤田　美枝

髙橋　健治郎 茂苅　拡治

福島 加藤　多美子 池堂　文代

此花 伊勢村　美和 080-1405ｰ6430 福本　弘子

荻野　浩代 藤澤　千代子

小砂見　日出子 大内　睦子

篠藤　恵美子 野中　孝子

清水谷　眞由美 細見　好子

石原　麗子 赤木　雅世

小泉　いと子 田中　三千代

尾﨑　文子 本田　由美子

山中　真梨子 𠮷𠮷村　夏恵

加納　夕架子 中島　由紀子

良川　秀子 東尾　嘉子

浪速 西本　光男 竹山　和子

石川　千壽子 西森　由利子

関藤　玉惠 平井　惠子

井口　佳子 堀　満里子

木村　美智子 新井　敦子

松永　ひろみ 岡村　恵子

白金　久雄 齊藤　康子

谷口　智恵子 上田　浩也

丹野　知惠 小田　千賀子

森脇　安佐子 泊　米子

東成 黒岡　惠子 福若　幸子

瀨川　美鈴

武内　冠二

西浦　正朗

萩野　妙子

旭
都島

城東

中央

鶴見
西

港 阿倍野

大正 住之江

天王寺 住吉

生野

東住吉西淀川

淀川

平野

東淀川

西成
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・タクシー会社によって乗車料金に違いがありますので、予約等の際にご確認下さい。 

・普通車には、小型車と中型車を含みます。

・区名、事業所名は「あいうえお順」に記載しています。

区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車 区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

旭 あきら介護タクシー ○ 北 介護タクシー愛ランド ○ ○

あさひ介護タクシー ○ 介護タクシーじゅげむ ○

介護タクシーらくちんや ○ 介護タクシーちかちゃん ○

介護タクシールカ ○ ケアサービスダンデライオン ○

株式会社アンビュランス ○ ○ ノア介護タクシー ○

株式会社福宝 ○ 福祉タクシーくすの希 ○

駒福祉タクシー ○ 此花 ＲＯＳＥ合同会社ＲＯＳＥタクシー ○

シェルシップ ○ あいと介護タクシー ○

西日本民間救急 ○ 株式会社Dreams.H.O.サービス ○

福祉タクシーいろは ○ ささゆりタクシー ○

ほのか介護タクシー ○ ○ とりしま介護タクシー ○

ミヤビ介護タクシー ○ みかみ介護タクシー ○

森下軽福祉タクシー ○ よつば介護タクシー ○

阿倍野 NPO法人あべのっ子 ○ ○ ライム介護タクシー ○

アベノ介護タクシー ○ 城東 ＭＩＭ介護タクシー ○

介護タクシー鴨井 ○ 愛さんさん ○

介護タクシー楽～ら ○ あるる介護タクシー ○

ハッチケアタクシー ○ 介護タクシー笑顔 ○

生野 （株）イルカライフ大阪営業所 ○ ○ 介護タクシーケアプランナー ○

（株）タシマケアサービス ○ 介護タクシーけんちゃん ○ ○

介護タクシーあじさい ○ 介護タクシートラストポート ○

介護タクシー縁 ○ 介護タクシーハピネス ○

介護タクシー啓 ○ 合資会社たんぽぽ介護サービス ○ ○

介護タクシーはなうた ○ さくら介護タクシー ○

株式会社徳永 ○ ずっとタクシー ○

ケアセンター笑（えみ） ○ チェリーケアタクシー ○

なごみ福祉タクシー ○ なごみ介護タクシー ○

有限会社御勝山 ○ 福祉・介護タクシー青とんぼ ○

有限会社グローバル ○ 福祉タクシーチャチャ ○

有限会社ジェイエス ○

【【大大阪阪市市内内】】

リリフフトト付付タタククシシーー給給付付券券がが利利用用ででききるるタタククシシーー事事業業所所
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区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車 区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

住之江 朝日自動車第一訪問介護センター ○ ○ 中央 グッド介護タクシー ○

介護タクシースカイ 　 ○ ピースケアサービス ○

合資会社　菊池 ○ 福祉タクシー・はこぶね ○ ○

住之江介護タクシー ○ 楽らく介護タクシー ○

ふうり介護タクシー ○ 鶴見 （有）栄和紙業 ○

住吉 （株）美豊 ○ いこい介護タクシー ○

（株）汐香 ○ 介護タクシーうらら ○

○ 介護タクシーくまさん ○

○ 介護タクシーポラリス ○

○ 近畿民間救急サービス ○

あうん介護タクシー ○ ケア希望～のぞみ～ ○ ○

介護支援センターベストライフ ○ 合同会社　絆 ○

介護タクシードリーム ○ 鶴見介護タクシー ○ ○

株式会社勇気 ○ 鶴見ケアタクシー ○

ショウヘイ介護タクシー ○ 福祉タクシー誠ケア ○

スマイルスター介護タクシー ○ ○ ふくすけタクシー ○

正送介護タクシー ○ 天王寺 （有）夕陽ヶ丘ケアサービス ○

ななほし介護タクシー ○ 生き活き倶楽部 ○

前川介護タクシー ○ ○ 株式会社フクシア ○

ライト介護タクシー ○ サミー・ライフサポート ○

大正 青い鳥介護タクシー大正 ○ ハストワ ○

介護タクシー GOH ○ はっぴぃケアタクシー ○

介護タクシーこころ ○ ふじケアタクシー ○

介護タクシー三愛 ○ ○ 浪速 ○

介護タクシーぴーす ○ あいのケアタクシー ○

介護タクシー藤の里 ○ 介護タクシーふうせん ○

介護タクシー平安名 ○ 日清住宅サービス（株） ○ ○

株式会社花・花 ○ ハッピーライフ ○

きっちゃん介護タクシー ○ ライフ介護タクシー ○

ケア・サービスきんき ○

ケアサポート実（みのり） ○ ○

サンサンタクシー ○

西村総合介護サービス（株） ○

ひげタクシー ○
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区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車 区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

西 （株）一番星訪問介護ケアセンター ○ 東住吉 あいち介護福祉タクシー ○

CareTaxiらくごう ○ ○ アイネット介護タクシー ○

アイケアズ介護タクシー 　 ○ 大阪平野ケアタクシー ○

介護タクシーオリーブ ○ 介護タクシー笑顔 ○

介護タクシーコブクロ ○ 介護タクシーカンケア東住吉 ○

介護タクシー園 ○ 介護タクシーしろくま 　 ○

介護タクシー太陽 ○ 介護タクシーそよ風 　 ○

テトラケアタクシー ○ 介護タクシーノースカンパニー ○

日本交通（株） ○ 介護タクシーピーチトラベル ○

まごころ福祉介護タクシー　 ○ 介護タクシーファミリア ○

西成 （株）Animo ○ 介護タクシーまさや ○

（有）ハートケア介護グループ ○ 介護タクシーミント ○

Smile介護タクシー ○ 介護タクシーリボン ○

アイビー介護タクシー ○ ケアサービスたいよう ○

あおい介護タクシー合同会社 　 ○ 合資会社アエタ ○

いき介護タクシー ○ こうたケアタクシー ○

介護TAXI　愛愛 ○ ダイシン介護サービス ○

介護タクシー万寿 ○ 田辺介護センター ○

介護タクシーみっちゃん ○ パートナー介護センター ○

介護福祉タクシー白馬 ○ ひかり介護タクシー ○

こころ介護タクシー ○ 福祉タクシーあさひ ○

新大阪タクシー（株） ○ ぷらすタクシー ○ ○

ドリー夢1 ○ ほっこりにっこりケアタクシー ○

なごみ介護タクシー ○ ヨッシー介護タクシー ○

福祉タクシーバモス ○ わくわくケアタクシー ○

南大阪第一交通（株） ○ 東成 あいある介護タクシー ○

西淀川 （株）こころ ○ エッセンシャルケアタクシー ○

あるある介護タクシー ○ 介護タクシー・ユタカ ○

介護タクシーつばめ ○ 介護タクシーワンハート森ノ宮 ○

介護タクシーはっぴぃ ○ ナチュラライフ介護タクシー ○

介護タクシー歩希 ○ 東成ケアタクシー ○

介護タクシー麻蓬 ○ マイマイケアタクシー ○

介護タクシーやまびこ ○ ○

薫介護タクシー ○

関福祉タクシー ○

徳島介護タクシー ○

有限会社ハート・ケア ○
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区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車 区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

東淀川 （株）キープカンパニーなでしこ ○ 平野 Ｋ企画（ケイちゃんタクシー） ○

ＡＳＡＨＡ ○ N.トータルサポート介護タクシー ○

Viva介護タクシー ○ アイナビ介護タクシー ○

あい福祉タクシー 　 ○ ウェルビー介護タクシー ○

青空介護タクシー ○ オーケイケアセンター ○

遊び庭 ○ 大阪平野介護タクシー ○

オノ介護タクシー ○ 介護タクシー27 ○

介護タクシー卓 ○ 介護タクシーおかあさん ○

介護タクシーにこにこ ○ ○ 介護タクシー風車～かざぐるま～ ○

介護タクシーぬくもり ○ 介護タクシーカンケア平野 ○ ○

関西ユアライフサポート ○ ○ 介護タクシーさとう ○

グッドスマイル ○ 介護タクシーすえ野 ○

サザンライフサポート ○ 介護タクシー中大阪 ○

知念介護タクシー ○ 介護タクシーはな ○

のってく ○ 介護タクシーはやぶさ ○

訪問介護センターフジ ○ 介護タクシーひばり ○

優介護タクシー ○ 介護タクシーひらの ○

介護タクシーマロン ○

かざみどり介護タクシー ○

サンサン介護タクシー ○

すずらん介護タクシー ○

そら ○

直介護タクシー ○

パオ・ケアタクシー ○

ファーストタクシー上野 ○

ふじ介護サービス宝友 ○

朋友福祉タクシー ○ ○

まな介護タクシー ○

みらいケアサービス ○

有限会社S・K ○

ラッキー介護タクシー ○

リローバ介護タクシー ○
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区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車 区区名名 事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

福島 介護タクシーまごころ ○ ○ 淀川 ○

ひかり介護タクシー ○ NAO介護タクシー ○

ライフサポートかがやき ○ あさひ介護タクシー ○ ○

港 あさひケアサービス ○ 介護タクシー・民間救急・救援　せいけつかん ○

介護タクシーあさしお ○ 介護タクシーアシスト ○

介護タクシーパートナー ○ 介護タクシーエース ○

介護タクシーみなと ○ 介護タクシーさいちゃん ○

介護タクシーわかば港営業所 ○ ○ 介護タクシーまつい ○

ケアタクシーひかり ○ 介護タクシーゆめ本舗 ○

ゆるほこ介護タクシー ○ 介護タクシーよろこび ○

都島 介護タクシーケアフリー ○ ○ 介護タクシーリンク ○ ○

介護タクシータカ ○ そよかぜ介護タクシー ○

介護タクシーみやこ ○ 太陽ケアタクシー ○

介護タクシーゆうき ○ にしむら介護タクシー ○

福祉タクシーパンジー ○ リフレ介護タクシー ○

まつけん福祉タクシー ○

マミイ介護タクシー ○

都島自動車（株） ○ ○
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・タクシー会社によって乗車料金に違いがありますので、予約等の際にご確認下さい。 

・普通車には、小型車と中型車を含みます。

・市町村名、事業所名は「あいうえお順」に記載しています。

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

池田市 介護タクシーくれは ○ ○ 柏原市 あおぞら介護タクシー ○

株式会社ギア ○ 介護タクシーあやめ ○

恵英会（けいえいかい） ○ 介護タクシーゆう ○

日の丸ハイヤー（株） ○ 福祉タクシーらくや ○

夢未来福祉タクシー ○ 交野市 介護タクシーおりひめ ○

蓮福祉タクシー ○ 介護タクシーぱいん ○

和泉市 （株）ラッツ ○ 門真市 ＭＹレインボー ○

あおばケアタクシー ○ 心優介護タクシー ○ ○

池内介護タクシー ○ ○ ティーダ介護タクシー ○

介護タクシーサンフォレスト ○ 令和介護タクシー ○ ○

介護タクシー馬子の手 ○ ○ 河南町 ケアサポート庵 ○

ケアタクシーさんさん ○ ひだまり介護サービス ○ ○

ケアタクシーふじもと ○ 　
河内

長野市
（株）ルピナス介護タクシー ○

ホサナ介護ステーション ○ CARE TAXI フクロウ ○

茨木市 介護福祉タクシーさくら ○ いちえ介護タクシー ○

彩都介護･福祉タクシー優 ○ 介護・福祉タクシーほっぷ・すてっぷ ○ ○

なごみ（和）ケアタクシー ○ 介護タクシーきなこ ○

福祉タクシークローバー ○ 介護タクシーたいよう ○

福祉タクシー空 ○ 合同会社NEXTDISCOVERY ○

大阪

狭山市
ＡＴ介護タクシー ○ 福祉タクシーアイリス ○

梅の枝介護タクシー ○ 坊ちゃん福祉タクシー ○

介護タクシーきずな ○ わだ介護タクシー ○

さくら介護タクシー ○ 岸和田市 ○

スカイ福祉介護タクシー ○ 株式会社エスオーシ― ○

よつば介護タクシー ○

ライフサポートアクア 　 ○

【【大大阪阪府府内内（（大大阪阪市市をを除除くく））】】

リリフフトト付付タタククシシーー給給付付券券がが利利用用ででききるるタタククシシーー事事業業所所
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市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

堺市 Ｇーコンティーゴ ○ 四条畷市 SSSコーポレーション ○

あさひ介護タクシー ○ 介護タクシーココエール。 ○

介護・サポートタクシーリライアブル ○ 吹田市 ○

介護タクシーABCケアサポート ○ アース介護タクシー ○

介護タクシーアイキャブ ○ 愛心福祉介護タクシー ○

介護タクシーあゆみ ○ あいす介護タクシー ○

介護タクシーあんしん ○ あおい木介護タクシー ○ ○

介護タクシー KIND（かいんど） ○ あき介護タクシー ○

介護タクシーしんわ倶楽部 ○ 介護・福祉タクシーSTS ○

介護タクシー友 ○ 介護タクシーアトム ○

介護タクシーなごみ ○ 介護タクシーココ ○

介護タクシーはな ○ 介護タクシーさくらんぼ ○

介護タクシーピアノ ○ 介護タクシーサンエス ○

介護タクシー福和 ○ 介護タクシー仙 ○

介護タクシーベンリ ○ 介護タクシーれお ○

介護タクシーほりやん ○ 介護搬送　響 ○

介護タクシーみくに ○ かなで～る介護タクシー ○

介護タクシー優雅 ○ ケアタクシー想（そう） ○

樫の木介護タクシー ○ せんり介護タクシー ○

株式会社VMCトレーディング ○ ぱらけあ福祉リムジンサービス ○

ケアサポート関西 ○ ぶーぶー福祉タクシー ○

ケアタクシーPolePole ○ ライフ・ナビ・サポート”ケーティー” ○

ケアタクシー西村 ○ 摂津市 Assist Taxi おとも介護福祉タクシー ○

堺のおだ介護タクシー ○ アトス福祉・介護タクシー ○

ついたちケアタクシー ○ 惠み介護タクシーケア ○

なのはなケアタクシー ○ 太子町 ケアセンターそよぎ ○

ハートフルサンク ○ ○ 高石市 ハートケアサポート ○

ハートフルライフ交通（株） ○ ゆうゆう倶楽部 ○

フジ介護タクシー ○ 高槻市 ＹＫ介護タクシー ○ ○

まごの手介護タクシー ○ あおぞら介護・福祉タクシー ○ ○

マツヤ福祉タクシー ○ 介護タクシーたなやん ○

まもる介護タクシー ○ ケアタクシーななつ星 ○

米川介護タクシー ○ 福祉タクシーデイ・ライン ○

ライフサポートあい 　 ○ 民間救急おさんぽ介護タクシー ○

ライフサポートほほえみ ○ 大東市 株式会社　長楽 ○

ワダ介護タクシー ○ 介護タクシー・プリン ○

ケアタクシーまもる ○

フラワー介護タクシー ○

千早

赤阪村
スターケアタクシー ○ ○

 
 



127

 

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

豊中市 アイツダ ○ 羽曳野市 +Reライフ福祉タクシー ○

アクセル介護タクシー ○ おでかけサポートサンちゃん ○

あさがおケアサービス（株） ○ 介護お出かけタクシーかえる ○

あだち福祉タクシー ○ 木村介護タクシー ○

いずみがおかケアタクシー ○ 近鉄タクシー（株） ○

介護サービスとき ○ ハリー福祉タクシー ○

介護支援センターはな ○ ○ まごころケアサービス ○

介護タクシー８８ ○ まほろば介護タクシー ○

介護タクシーおおくぼ ○ もりけん介護タクシー ○

介護タクシーナガマサ ○ 東大阪市 あーす福祉介護タクシー ○

介護タクシーにしむら ○ アイエムケアタクシー ○

介護タクシーフリージア ○ あしすと介護タクシー ○

介護タクシー松柏 ○ 生き活き倶楽部 ○

介護タクシー和らぎ ○ ○ 栄介護タクシー ○

ケアサービスいろは ○ 介護・福祉タクシーまるちゃん ○

ケアタクシーさくら ○ 介護タクシーSUNNY ○

合同会社アルファー ○ 介護タクシー恵（ケイ） ○

てらす介護タクシー ○ 介護タクシー翔 ○

福祉タクシーＵ笑くぼ（うえくぼ） ○ 介護タクシーハリー ○

福祉タクシーざこや ○ ○ 介護タクシーふれあい ○

福祉タクシーたかいち ○ 介護タクシーミノブコーポレーション ○

福祉タクシールビー ○ 介護タクシー夢 ○ ○

真（まこと）PT介護タクシー ○ 介護タクシーリーフ ○

ライフサポートきらめき ○ 株式会社心友 ○

ライフサポートワイズ ○ きゅあら介護タクシー ○ ○

豊能町 合資会社つばめ興産 ○ 近鉄タクシー（株） ○

富田林市 ＧⅡトランスポート ○ クーボ介護タクシー ○

介護タクシーねこのて ○ グッド介護タクシー ○

介護タクシーめぐみ ○ ○ つばさ介護タクシー ○ ○

関西車いすタクシー富田林 ○ ひかる介護タクシー ○

ここぜ介護タクシー ○ ヒロ介護タクシー ○

福祉･介護タクシー翔００２２ ○ 福祉タクシーヒロタカ ○

寝屋川市 あづみタクシー ○ 福郵会あじさい ○

株式会社ほほえみ ○ ○ 民間救急・福祉タクシーヤマトケアサポート ○

日本タクシー（株） ○ よつ葉訪問介護サービス ○

福祉タクシーウィングハート ○ 旅客輸送サービスセンター・コール ○

都島自動車（株） ○

ルートワンタジマ ○
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市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

枚方市 介護タクシーえにし ○ 守口市 うきうきや ○ ○

介護タクシーなかの ○ 京阪介護タクシー ○

合同会社かなえ ○ ○ まいどケアタクシー ○

福祉介護タクシーフェアリー ○ 八尾市 （株）ケアサポート・トーケン ○ ○

福祉タクシーえん ○ （株）在宅介護トラスト ○

福祉タクシー優（ＹＯＵ） ○ ＭＯＴＯ福祉タクシー ○

福祉タクシーれいんぼぅ ○ あいり福祉タクシー ○

星丘公共自動車 ○ オール阪神ライフサポート ○

藤井寺市 おでかけかいご ○ 介護タクシー・アド ○

介護・サポートセンターのむたく ○ 介護タクシーPiPi ○ ○

松原市 アイリス・パートナー介護タクシー ○ 介護タクシーアリス ○

想い出ケアＴＡＸＩビリーヴ ○ 介護タクシーかすが ○

介護タクシーふき ○ 介護タクシーグロー ○

介護タクシーリリーフKOSAKA ○ 介護タクシー走太 ○

クローバー介護タクシー ○ 介護タクシーまる ○

ケアタクシーふじた ○ 介護タクシーラポール ○

元気ケアセンター ○ 介護タクシーワンセルフ ○ ○

ここいろ介護タクシー ○ ひつじ介護タクシー ○

こもれび ○ ○ 誠介護タクシー ○

福祉介護タクシーミツバチ ○

まいど福祉タクシー ○

箕面市 アイリス介護タクシー ○

介護・福祉タクシー雅夢 ○

ケアタクシーみもざ ○ ○

未来介護タクシー　 ○

市市町町

村村名名
事事業業所所名名 電電話話番番号号 大大型型車車 普普通通車車

尼崎市 関西ストレッチャーサービス ○

神戸市 はな介護サービス ○

西宮市 関西介護タクシー ○

【【大大阪阪府府外外】】
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障がいのある人のための各種マーク
障がい者のための国際シンボルマーク

障がいのある方にとって、利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを表す、世
界共通のマークです。
※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。

（関連機関）公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
盲人のための国際シンボルマーク

視覚障がい者の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器などにつけられてい
る世界共通のマークです。信号や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに
使用されています。

（関連機関）社会福祉法人 日本盲人福祉委員会
耳マーク

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障がいのある
方は外見からは分からないため、聴覚障がいへの理解やコミュニケーションの方法への
配慮を求めているものです。

（関連機関）一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
ほじょ犬マーク

身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。「身体障害者補助犬法」により、
公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民
間施設でも身体障がい者補助犬が同伴できることとなっています。

（関連機関）厚生労働省 社会・援護局 自立支援振興室
オストメイトマーク

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のための設備があることを表
しています。

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
（関連機関）公益社団法人 日本オストミー協会

ハート・プラスマーク
身体内部に障がいがある方を示す、国内で使用されているマークです。
内部障がい（心臓・呼吸機能・じん臓・膀胱・直腸・小腸・免疫機能）のある方は外

見からは分かりにくいため、内部障がいへの理解と配慮を求めているものです。
（関連機関）特定非営利法人 ハート・プラスの会

ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方など、援助や配慮を必要と

していることが外見からは分からない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を
必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、作成されました。

（関連機関）東京都 福祉局 障害者施策推進部
子ども車いすマーク（小児用介助型車いすマーク）

病気や障がいのあるこどもが利用する「子ども車いす」は、外観ではベビーカーと判
別しにくいため、様々な誤解を受けることがあります。そのような方が、周囲に配慮を
必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたマークです。

（関連機関）一般社団法人
身体障がい者標識（左）・聴覚障がい者標識（右）

肢体不自由・聴覚障がいであることを理由に運転免許に条件を付されて
いる方が車に表示するマークです。このマークをつけた車に幅寄せ等を行
った場合には、道路交通法違反になります。

（関連機関）大阪府警察本部、警察署交通課
手話マーク（左）・筆談マーク（右）

音声に代わる視覚的な手段でのコミュニケーション方法である、「手話」
や「筆談」で対応してほしい、または対応できるということを表すマーク
です。

（関連機関）一般財団法人 全日本ろうあ連盟
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